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１．検討の背景 

（１）はじめに 

本市では、社会教育施設や学校施設などの公共建築物、道路、橋りょうなど、様々な施設

を保有しており、これら施設の最適な維持管理や活用等を行うため、平成 23(2011)年２月

に「川崎版ＰＲＥ戦略 かわさき資産マネジメントプラン（第１期取組期間の実施方針）」を、

平成 26(2014)年３月に「かわさき資産マネジメントカルテ（資産マネジメントの第２期取

組期間の実施方針）」を、さらに令和４（2022）年３月に「資産マネジメント第３期実施方

針」を策定し、３つの戦略（「戦略１ 施設の長寿命化」、「戦略２ 資産保有の最適化」、「戦

略３ 財産の有効活用」）による資産マネジメントの取組を進めてきたところです。  
本市が保有する公共建築物は現時点で築 30 年以上のものが約５割を占めており、現状の

施設を保有することを前提とすると 10 年後には約 76%に達することから、施設機能の低下

や修繕費用の増大など老朽化に伴う問題が懸念されていますが、今後見込まれる人口減少、

厳しい財政環境等を踏まえると、すべての施設をこれまでと同様の規模・形態で更新してい

くことは非常に困難な状況です。 
一方で、当面の人口増加や少子高齢化の更なる進展、新型コロナウィルス感染症の拡大、

大規模自然災害の発生、脱炭素社会に向けた取組の進展等、本市を取り巻く環境の変化等に

伴い、多様化・増大化する市民ニーズ等に的確に対応する必要があります。 
このような背景を踏まえ、「資産マネジメント第３期実施方針」では、特定の目的別、対

象者別に施設を整備するといった従来の考え方ではなく、施設が持つ機能（施設が提供する

サービス）に着目し、市民ニーズ等を把握した上で必要な機能の整備を図る「機能重視」の

考え方に基づく取組が必要となるという基本認識のもと、施設が持つべき機能について検

討を行うとともに、施設におけるこれまでの使用目的、対象者等や、従来の施設配置の考え

方について再検討することとしています。 
 
（２）公共ホールのあり方策定の趣旨 

本市が所有する公共ホールは築 30 年以上となる施設が多く、他の公共施設と同様に、施

設・設備の老朽化やバリアフリーへの対応などを行いながら、利用者ニーズに対応した機能

の提供が求められています。 
公共ホールのあり方検討は、施設の設置・利用状況などを踏まえ、施設が持つべき機能や

適正配置についての検討を行うものであり、ホール機能に着目した資産マネジメントの取

組です。 
これまで、公共ホールのあり方検討を行う上での課題認識や検討にあたっての視点等を

整理するものとして令和４（2022）年８月『公共ホールのあり方検討にあたっての基本的

な考え方』をとりまとめたところです。 
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 公共ホールのあり方は、『公共ホールのあり方検討にあたっての基本的な考え方』を踏ま

えながら、今後見込まれる人口減少や厳しい財政環境の中にあっても、「最幸のまち」の実

現に向け、持続可能な形で市民サービスを適切に提供し続けることが必要であるという基

本認識のもと、施設が持つべき機能の整理や適正配置を進める上での本市の基本方針およ

び具体的な取組の進め方をお示しするものです。  
 
（３）ホールに関連する本市の施策 

本市が保有するホール機能を有する公共施設には、平成 16（2004） 年に開館した世界

有数の音響を誇る「川崎シンフォニーホール」や、優れた音響性能とオーケストラピットを

有し、コンサートや様々な舞台芸術に対応するホールを備えて平成 29（2017） 年に開館

した「スポーツ・文化総合センター」、劇場と映像ホールを備えた「アートセンター」など

数多くの施設があり、文化芸術の創造拠点や市民の活動拠点、川崎市の魅力発信拠点として

の取組を進めています。 
このような中、川崎市文化芸術振興計画（平成３１年３月改訂）において、「文化芸術や

地域の特性・資源を活かしたまちづくり」「人材の育成と協働による文化芸術の振興」「市民

が文化芸術に触れる環境・活動できる環境の整備」を基本目標として掲げています。 
  

基本目標① 文化芸術や地域の特性・資源を活かしたまちづくり 

      施策１ 文化芸術を活かしたまちづくりの推進 
      施策２ 地域資源を活用した特色ある文化芸術活動の推進 
      施策３ 「川崎の文化の国内外への発信」  
基本目標② 人材の育成と協働による文化芸術の振興 

      施策１ 文化芸術を支える人材の育成と活躍の機会の提供 
      施策２ 市民・文化関係団体・企業との連携の推進  
基本目標③ 市民が文化芸術に触れる環境・活動できる環境の整備 

      施策１ 文化施設等の効果的な運営 
      施策２ 市民が身近に文化芸術に触れる機会の提供 
      施策３ 文化芸術活動への市民参加の促進 

 

公共ホールのあり方検討にあたっての基本的な考え方【ポイント】 

●市内の公共ホール全体の利用実態や配置状況を踏まえながら、現在の機能・規模

の適正化を念頭に各ホールで適切に役割分担を行うことを検討 
●各ホールでの役割分担の検討にあたっては、「生活行動圏」をエリアとして設定

し、それぞれのエリア内での各ホールの役割分担を検討 
●利用目的に応じて、本市の他の公共施設や民間の施設への誘導を図るなど、本市

の公共ホール以外の施設との連携も視野に入れて検討 
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そこで、これら本市の文化芸術振興の方向性との整合を図りながら、公共ホールの各施設

が持つべき機能の整理や適正配置を進めます。 
 
（４）本検討の位置付け 

本検討は、「川崎市総合計画第３期実施計画 」（令和４(2022)年３月策定）の「かわさき

10 年戦略」に位置づけられている資産マネジメントの取組であるとともに、「川崎市行財政

改革第３期プログラム」（令和４(2022)年３月策定）において、「取組２ 市役所の経営資源

の最適化」の改革項目「戦略的な資産マネジメント」として位置づけられています。 
 ホールのあり方検討を進める上では、総合計画に定める、本市がめざす都市像やまちづく

りの基本目標、『効率的・効果的な行財政運営による「持続可能な最幸のまち」の実現』な

どを基本理念とする行財政改革の視点を踏まえる必要があるとともに、関連計画との整合

を図る必要があります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ホールのあり方検討 

 
 

戦略７ 「チャレンジを続け、いつまでも活力あふ
れるまち」をめざす 

【まちの「成長」と「成熟」を支える「基盤」づくり】 

かわさき 10 年戦略 

川崎市総合計画 
第３期実施計画 

川崎市行財政改革 
第３期プログラム 

取組２ 市役所の経営資源の最適化 
【改革項目 戦略的な資産マネジメント】 

 

資産マネジメント第３期実施方針 

具体的な取組内容・手段 

総合計画・行財政改革プログラムに基づく方針 

≪関連計画≫ 

川崎市文化芸術振興計画 整合 
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２．市内公共ホールの配置状況 

 本市が所有する公共ホールは１９施設あり、配置状況は以下の通りです。 
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３．各ホールの施設概要 

（１）川崎市立労働会館 

 ア 施設概要 
  労働会館は昭和２６年の開館以来、昭和５６年に現在の労働会館として開館した。労働

組合その他の諸団体の健全な発達を図り、また、働く市民の皆様の勤労意欲の向上に資す

るため、 「いこい」・「語らい」・「学びあう」ための場を提供し、情報の収集・提供、学

習、研修などの事業を実施している。館内には、７６２人収容のホールをはじめ、会議室

が５室、特別会議室、研修室が３室等、様々な機能を有している。ホールにおいては、廻

り舞台が特徴的であり、利用状況としては音楽、会議のほか、日本舞踊として多く利用さ

れています。 
 
≪施設諸元≫ 

所在地  ：川崎市川崎区富士見２－５－２ 
建築年月日 ：昭和５６（１９８１）年８月３１日 【築４１年】 

 構造  ：鉄筋コンクリート造 
 階層  ：地上５階、地下１階 
 敷地面積  ：４，７８２㎡ 
 建物面積  ：１０，１０９㎡ 
 ホール面積 ：１，９３４㎡（楽屋等含めたホール関連部分の面積） 
 ホール定員 ：７６２席（可動席７４席、固定客席６８８席） 
 使用時間  ：午前９時から午後９時３０分まで 
 休館日   ：年末年始（１２月２９日～１月３日） 
 楽屋    ：第１楽屋（11.0 ㎡・１階）、第２楽屋（10.9 ㎡・１階）、 

第３楽屋（27.7 ㎡・２階）、第４楽屋（32.9 ㎡・１階）、 
第５楽屋（11.0 ㎡・２階） 

 トイレ   ：女子 洋便６台、和便３台 
男子 小便器 13 台、洋便２台、和便１台 

 搬入口   ：上手袖から直接搬入 
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≪位置図≫ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
≪内観≫ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

舞台① 舞台② 

客席① 客席② 
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≪利用料金≫ 

利用料金 
9：00～ 
11：30 

12：30～ 
16：30 

17：30～ 
21：30 

平日 7,200 円 10,800 円 14,400 円 
土日祝 8,640 円 12,960 円 17,280 円 

 
≪条例上の位置付け（川崎市立労働会館条例より）≫ 

  設置目的 
   労働組合その他諸団体における文化、慰楽、集会等の使用に供し、その健全なる発達

を図り、及び労働者のための福利厚生の施設を設け、その勤労意欲の向上に資すること

を目的とする。 

 業務内容 
  ・労働者のための研修会、講演会等の開催に関すること。 

・施設及び設備を利用に供すること。 
・その他設置目的を達成するために必要な事業に関すること。 
 
≪政策上の位置づけ（総合計画第３期実施計画より）≫ 

基本政策４ 活力と魅力あふれる力強い都市づくり 
     政策４－３ 生き生きと働き続けられる環境をつくる 
       施策４－３－２ 働きやすい環境づくり 
         事務事業 労働会館の管理運営事業 

 
 
 
 
 

  

労働組合その他諸団体の健全な発達と市民の勤労意欲向上に資

するため、「いこい」、「語らい」、「学びあう」ための場を提供す

るとともに、情報の収集・提供、学習・研修などを実施します。 

基本政策 

政策 

施策 

事務事業 

政策体系イメージ 
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イ 施設レイアウト 
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



9 
 

ウ 利用状況 
  ア）稼動状況 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※本番利用率：利用コマ数全体の内、本番と本番に向けた準備で利用したコマ数の割合 
 
  イ）利用用途 
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  ウ）本番利用時の客席利用者数の状況 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  エ）利用用途別本番利用時の客席利用者数の分布（平成 28～平成 30 年度） 
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（２）川崎市スポーツ・文化総合センター 

 ア 施設概要  
 川崎市スポーツ・文化総合センターはスポーツセンター機能とホール機能を持つ複合

施設として、PFI 事業にて、平成２６年に工事着手し、平成２９年に完成した。市民の利

便性の向上や安全性の確保に努めるとともに、スポーツ・文化・レクリエーション活動の

拠点機能として富士見公園の再生と活性化に寄与しています。 
ホールの主な利用用途は音楽を中心に演劇やバレエなど多目的に利用されています。 
２，０００人規模の客席を有しており、市民が演者として利用するだけではなく、興行

としてプロアーティストのコンサートなどでも多く利用されています。 
 
≪施設諸元≫ 

所在地  ：川崎市川崎区富士見１丁目１番４号 
建築年月日 ：平成２９（２０１７）年６月２８日 【築６年】 
構造    ：地上鉄骨造、地下鉄筋コンクリート造 
階層    ：地上４階、地下１階 
敷地面積  ：１３，２３０㎡ 
建物面積  ：２５，４２３㎡ 
ホール面積 ：６，２５７㎡（楽屋等含めたホール関連部分の面積） 
ホール定員 ：２，０１３席（１～３階席） 
使用時間  ：午前９時から午後９時３０分まで 
休館日   ：年末年始（１２月２９日～１月３日）、偶数月の第４月曜日 
楽屋    ：小楽屋（15.0 ㎡・１階）×４室、 

中楽屋（27.0 ㎡・１階）×４室（２室ごとに繋げることが可能）、 
大楽屋（35.0 ㎡・１階）×２室、楽屋控室（30.0 ㎡・１階）×１室 

トイレ   ：1 階楽屋（女子）洋便 2 台・和便 1 台、 
1 階楽屋（男子）小便 3 台・洋便 1 台・和便 1 台 
1 階楽屋多機能トイレ 1 室 
1 階（女子）洋便 12 台、和便 1 台 
1 階（男子）小便 8 台、洋便 4 台、和便 1 台 
1 階多機能トイレ 2 室 
2 階（女子）洋便 21 台 
2 階（男子）小便 10 台、洋便 5 台、和便 1 台 
2 階多機能トイレ 2 室 
3 階（女子）洋便 8 台、和便 1 台 
3 階（男子）小便 4 台、洋便 3 台、和便 1 台 
3 階多機能トイレ 1 室 
4 階（女子）洋便 6 台、和便 1 台 
4 階（男子）小便 4 台、洋便 3 台、和便 1 台 
4 階多機能トイレ 1 室  

搬入口   ：上手から直接搬入 
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≪位置図≫ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ≪内観≫ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

舞台① 舞台② 

客席① 客席② 
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  ≪利用料金≫ 

 
  ≪条例上の位置付け≫ 

設置目的 
   市民のスポーツ活動及び文化活動の振興を図るとともに、市民相互の交流の機会を

提供し、もって豊かな市民生活の形成及び活力ある地域社会の実現に寄与するため、川

崎市スポーツ・文化総合センターを設置する。 

 業務内容 
  ・施設及び設備を利用に供すること。 

・スポーツの指導及び助言に関すること。 
・スポーツ及び体力についての相談に関すること。 
・各種スポーツ教室の開催に関すること。 
・スポーツの指導者養成のための研修会及び講習会の開催に関すること。 
・音楽、演劇、美術等の鑑賞会、講演会、展示会等の開催に関すること。 
・スポーツ及び文化に係る情報提供に関すること。 

 
  ≪政策上の位置付け（総合計画第３期実施計画より）≫ 

基本政策４ 活力と魅力あふれる力強い都市づくり 
     政策４－８ スポーツ・文化芸術を振興する 
       施策４－８－１ スポーツのまちづくりの推進 
         事務事業 スポーツセンター等管理運営事業 
 
 
 
  

入場料の有無等 
9：00～ 
12：00 

13：00～ 
16：30 

17：30～ 
21：30 

全客席 無し 79,440 円 120,490 円 158,880 円 
（１～３階席） ３，０００円未満 119,160 円 180,680 円 238,330 円 
２，０１３席 ３，０００円以上 158,880 円 240,980 円 317,770 円 
１～２階席 無し 71,500 円 108,440 円 143,000 円 
 ３，０００円未満 107,250 円 162,610 円 214,500 円 
 ３，０００円以上 143,000 円 216,880 円 286,000 円 
１階席 無し 63,550 円 96,390 円 127,110 円 
 ３，０００円未満 95,330 円 144,540 円 190,660 円 
 ３，０００円以上 127,110 円 192,780 円 254,220 円 

政策 

施策 

事務事業 

基本政策 

政策体系イメージ 

市民の心身の健全な発達やスポーツの普及等に向け、子供から

高齢者まで、障害のあるなしに関わらず、身近な場所でスポーツ

などの活動に親しめる環境づくりに取り組みます。 
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 イ 施設レイアウト 
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ウ 利用状況 
  ア）稼動状況 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※本番利用率：利用コマ数全体の内、本番と本番に向けた準備で利用したコマ数の割合 
 
  イ）利用用途 
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  ウ）本番利用時の客席利用者数の状況 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  エ）利用用途別本番利用時の客席利用者数の分布（平成 30 年度） 
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（３）川崎能楽堂 

ア 施設概要 
  川崎能楽堂は、川崎駅前再開発による転出企業から寄付を受け、昭和６１年に開館しま

した。基本的には能舞台としての専門ホールであり、邦楽を中心に創意を生かしたパフォ

ーマンスの稽古、発表、鑑賞の場として利用されており、また、主催事業として定期能や

狂言全集、能楽教室などを実施しています。 
 
≪施設諸元≫ 

所在地  ：川崎市川崎区日進町１－３７ 
建築年月日 ：昭和６１（１９８６）年４月１日 【築３７年】 

   構造  ：鉄筋コンクリート造 
   階層  ：地上２階 
   敷地面積  ：５３５．５７㎡ 
   建物面積  ：５４３．８２㎡ 
   ホール面積 ：５４３．８２㎡ 

ホール定員 ：１４８席 
   使用時間  ：午前９時から午後９時まで 
   休館日   ：年末年始（１２月２９日～１月３日）、毎週水曜日 

楽屋等   ：和室（10 畳・１階）、和室（10 畳・２階） 
   トイレ   ：１階和室洋便（兼用）１台、女子洋便２台、男子小便器３台・洋便１

台、車椅子便所１室 
搬入口   ：上手から直接搬入 
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≪位置図≫ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

≪内観≫ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

舞台① 舞台② 

客席 
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  ≪利用料金≫ 

入場料の有無 
9：00～ 
12：00 

13：00～ 
17：00 

17：00～ 
21：00 

無料の場合 平日 15,700 円 25,100 円 22,000 円 
土日祝 18,800 円 30,400 円 26,200 円 

１，０００円未満 
（３割増） 

平日 20,410 円 32,630 円 28,600 円 
土日祝 24,440 円 39,520 円 34,060 円 

３，０００円未満 
（５割増） 

平日 23,550 円 37,650 円 33,000 円 
土日祝 28,200 円 45,600 円 39,300 円 

３，０００円以上 
（１０割増） 

平日 31,400 円 50,200 円 44,000 円 
土日祝 37,600 円 60,800 円 52,400 円 

 
  ≪条例上の位置付け≫ 
   公の施設ではないため、条例上の位置付けは無い。 
 
  ≪政策上の位置付け（総合計画第３期実施計画より）≫ 

基本政策４ 活力と魅力あふれる力強い都市づくり 
     政策４－８ スポーツ・文化芸術を振興する 
       施策４－８－２ 市民の文化芸術活動の振興 
         事務事業 市民文化活動支援事業 
 
 
 
 
 
 
   

政策 

施策 

事務事業 

基本政策 

政策体系イメージ 

市民の参加と文化芸術活動団体等との協働・連携により、高
齢者や障害のある方等、誰もが気軽に文化芸術に触れ、より多
くの市民が文化芸術の楽しさを享受し、本市に愛着と誇りを持
ち、創造的で人間らしく感性豊かに暮らせる地域づくりを進め
ます。 
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イ 施設レイアウト 
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ウ 利用状況 
  ア）稼動状況 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※本番利用率：利用コマ数全体の内、本番と本番に向けた準備で利用したコマ数の割合 
 
  イ）利用用途 
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  ウ）本番利用時の客席利用者数の状況 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  エ）利用用途別本番利用時の客席利用者数の分布（平成 28～30 年度） 
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（４）川崎市産業振興会館 

 ア 施設概要 
 川崎市産業振興会館は、本市産業の発展と地域経済の活性化に寄与することを目的と

し、昭和６３年に設立された会館です。小規模の会議室から、研修室、ホール等がありま

す。 
ホールの客席形式は、ロールバックチェアとなっており、平場として利用されることも

多く、幅広い活用が可能です。 
  ホールの利用用途としては、会議として使われるほか、施設全体を活用した１０００人

規模のロボット競技会等の開催などもあり、産業の発展等に寄与しています。 
 

≪施設諸元≫ 
所在地  ：川崎市幸区堀川町６６番地２０ 

   建築年月日 ：昭和６３（１９８８）年５月３１日 【築３５年】 
   構造  ：鉄骨鉄筋コンクリート造 
   階層  ：地上１３階、地下１階 
   敷地面積  ：１，４６０㎡ 
   建物面積  ：１０，０９５㎡ 
   ホール面積 ：８２７㎡（楽屋等含めたホール関連部分の面積） 
   ホール定員 ：４７８席【可動】 
   使用時間  ：午前９時から午後９時まで 
   休館日   ：年末年始（１２月２９日～１月３日）、電気設備点検日 

楽屋等   ：控室（34 ㎡・地下１階） 
   トイレ   ：控室女子洋便１台・男子洋便１台、女子洋便６台、 

男子小便器４台・洋便３台、車椅子便所１室 
   搬入口   ：上手から直接搬入 
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  ≪位置図≫ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ≪内観≫ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

舞台① 舞台② 

客席（平土間） 客席（可動席設置時） 
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  ≪利用料金≫ 

利用目的 
9：00～ 
12：00 

13：00～ 
17：00 

18：00～ 
21：00 

非営利目的 7,330 円 11,610 円 11,610 円 
営利目的 14,660 円 23,220 円 23,220 円 

 
  ≪条例上の位置付け≫ 

設置目的 
   経済の国際化、高度情報化、技術革新等による産業構造の変化に対応するため、企業

間における情報交流、企業の技術開発、販路開拓事業の推進等を図り、もって本市産業

の発展と地域経済の活性化に寄与する。 

 業務内容 
  ・企業間の情報交流の促進並びに産業情報の収集及び提供に関すること。 

・情報の高度化に対応する企業の技術振興及び人材育成に関すること。 
・市内企業の製品の展示及び販路開拓の相談に関すること。 
・施設及び設備を利用に供すること。 
・産業経済の調査研究に関すること。 

  ・その他設置目的を達成するために必要な事業を行うこと。 
 
  ≪政策上の位置付け（総合計画第３期実施計画より）≫ 

基本政策４ 活力と魅力あふれる力強い産業都市づくり 
     政策４－１ 川崎の発展を支える産業の振興 
       施策４－１－３ 中小企業の競争力強化と活力ある産業集積の形成 
         事務事業 中小企業経営支援事業 
 
 
 
 
  

政策 

施策 

事務事業 

基本政策 

政策体系イメージ 

中小企業の経営力・技術力の高度化や新事業創出を促進するため、

国や県、地域の産業支援機関等と連携を図り、多面的な支援を展

開します。 



26 
 

 イ 施設レイアウト 
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ウ 利用状況 
  ア）稼動状況 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
※本番利用率：利用コマ数全体の内、本番と本番に向けた準備で利用したコマ数の割合 
 

イ）利用用途 
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  ウ）本番利用時の客席利用者数の状況 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  エ）利用用途別本番利用時の客席利用者数の分布（平成 28～平成 30 年度） 
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（５）幸市民館 

 ア 施設概要 
  幸市民館は、市民の自主的な学習・文化活動を支援する生涯学習の場であり、ホール・

会議室などの貸し出しのほか、さまざまな世代や立場の人を対象とした各種事業を実施

して、地域住民の『学ぶ場、集う場づくり』を支援しています。 
  幸市民館の大ホールは、主に楽器演奏・合唱で利用されているが、会議、演劇、バレエ

等、多目的な利用がされています。 
 

≪施設諸元≫ 
所在地  ：川崎市幸区戸手本町１－１１－２ 
建築年月日 ：昭和５５（１９８０）年３月３１日 【築４３年】 
構造   ：鉄筋コンクリート造 
階層  ：地上３階、地下１階 
敷地面積  ：６，４３３㎡ 
建物面積  ：６，０７３㎡ 
ホール面積 ：１，４９２㎡（楽屋等含めたホール関連部分の面積） 
ホール定員 ：８４０席 
使用時間  ：午前９時から午後９時まで 
休館日   ：毎月第３月曜日及び年末年始（１２月２９日～１月３日） 

（第３月曜日が祝休日の場合は、翌日） 
楽屋等   ：楽屋１（11 ㎡・１階）、楽屋２（34 ㎡・１階）、 

楽屋３（34 ㎡・１階）、リハーサル室（41 ㎡・１階） 
トイレ   ：ロビー女子トイレ（洋便器 11 台）、 

ロビー男子トイレ（小便器 9 台、洋便器 4 台）、 
多目的トイレ２室 
楽屋女子トイレ（洋便器１台）、 
楽屋男子トイレ（洋便器１台）  

搬入口   ：上手から直接搬入 
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≪位置図≫ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ≪内観≫ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

舞台① 舞台② 

客席① 客席② 
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  ≪利用料金≫ 

入場料の有無 
9：00～ 
11：30 

12：30～ 
16：30 

17：30～ 
21：00 

無料の場合 平日 7,390 円 9,850 円 17,020 円 
土日祝 8,868 円 11,820 円 20,424 円 

１，０００円未満 
（平日単価の５割増） 

平日 11,085 円 14,775 円 25,530 円 
土日祝 12,563 円 16,745 円 28,934 円 

３，０００円未満 
（平日単価の１０割増） 

平日 14,780 円 19,700 円 34,040 円 
土日祝 16,258 円 21,670 円 37,444 円 

３，０００円以上 
（平日単価の２０割増） 

平日 22,170 円 29,550 円 51,060 円 
土日祝 23,648 円 31,520 円 54,464 円 

 
  ≪条例上の位置付け≫ 

設置目的 
   市民のために、実生活に即する教育、学術及び文化に関する各種の事業を行ない、も

って市民の教養の向上を図る。 

 

 業務内容 
  ・幼児、青少年及び成人に関する学級及び講座を開設すること。 

・討論会、講演会、講習会、実習会、展示会等を開催すること。 
・図書、記録、模型、資料等を備え、その利用を図ること。 
・体育、レクリエーション等に関する集会を開催すること。 
・文化活動の奨励を行なうこと。 
・視聴覚器材器具の貸出しを行なうこと。 
・社会教育関係団体の育成を図ること。 
・施設及び設備を市民の集会その他の公共的利用に供すること。 

 
  ≪政策上の位置付け（総合計画第３期実施計画より）≫ 

基本政策２ 子どもを安心して育てることのできるふるさとづくり 
     政策２－３ 生涯を通じて学び成長する 
       施策２－３－２ 自ら学び、活動するための支援 
         事務事業 社会教育振興事業 
 
 
 
  

政策 

施策 

事務事業 

市民の学習や活動の支援、社会教育を担う団体やボランティアの育
成、市民のネットワークづくりなどを行うとともに、学習の成果や地
域の人材資源の活用を図り、市民の力による地域の教育力とまちづく
り力の向上を図る 

基本政策 

政策体系イメージ 
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 イ 施設レイアウト 
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ウ 利用状況 
  ア）稼動状況 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※本番利用率：利用コマ数全体の内、本番と本番に向けた準備で利用したコマ数の割合 
 
  イ）利用用途 
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 ウ）本番利用時の客席利用者数の状況 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  エ）利用用途別本番利用時の客席利用者数の分布（平成 28～平成 30 年度） 
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（６）ラゾーナ川崎プラザソル 

 ア 施設概要 
  ラゾーナ川崎プラザソルは堀川町工場跡地の再開発事業において、市民の文化芸術活

動の振興のため、大規模商業施設内に平成１８年度に開館しました。 
公の施設ではなく、川崎市と事業者にて賃貸借契約を結び、本市が公益財団法人川崎市

文化財団へ貸付を行い運営しています。 
小規模公演や市民団体の発表会等、世代・ジャンルを超えて賑わいの場を作り出す多目

的ホールをコンセプトとしており、演劇での利用が最も多く、その他にも音楽コンサート

や、ロールバックチェアを壁面に収納することで平場にもなることから、ダンスなど多目

的に利用されています。 
 

≪施設諸元≫ 
所在地  ：川崎市幸区堀川町７２－１ ラゾーナ川崎プラザ５階 

   建築年月日 ：平成１８（２００６）年８月３１日 【築１６年】 
   建物面積  ：５９４．３３㎡ 
   ホール面積 ：５９４．３３㎡ 
   ホール定員 ：２００席【スタッキングチェア】 
   使用時間  ：午前１０時から午後１０時まで 
   休館日   ：ラゾーナ川崎プラザ全館休館日 

楽屋等   ：控室１（13.5 ㎡・５階）、控室２（14.8 ㎡・６階） 
   トイレ   ：控室女子洋便１台、控室男子洋便１台、女子洋便４台、 

男子小便器３台・洋便１台、多機能便所１室 
搬入口   ：共用の搬入用エレベーター 
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  ≪位置図≫ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ≪内観≫ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

客席 舞台 
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  ≪利用料金≫ 

利用料金 
10：00～ 
12：30 

13：00～ 
17：00 

18：00～ 
22：00 

全日 

文化・芸術およびそれに類する利用 
無料の場合 平日 7,700 円 13,200 円 22,000 円 33,000 円 

土日祝 8,800 円 15,400 円 26,400 円 39,600 円 
１，０００円以下 平日 16,500 円 27,500 円 38,500 円 66,000 円 

土日祝 19,800 円 33,000 円 46,200 円 79,200 円 
１，００１円～ 
３，０００円以下 

平日 24,200 円 36,300 円 60,500 円 88,000 円 
土日祝 28,600 円 42,900 円 72,600 円 110,000 円 

３，００１円～ 
５，０００円以下 

平日 36,300 円 55,000 円 90,200 円 132,000 円 
土日祝 42,900 円 66,000 円 107,800 円 165,000 円 

５，００１円以上 平日 60,500 円 91,300 円 148,500 円 220,000 円 
 土日祝 72,600 円 108,900 円 178,200 円 275,000 円 

文化・芸術およびそれに類する利用以外の利用 （全日利用のみ） 
商品発表会、 平日 220,000 円 
展示会等 土日祝 275,000 円 
会議、セミナー等 平日 88,000 円 
３，０００円以下 土日祝 110,000 円 
３，００１円～ 平日 132,000 円 
５，０００円以下 土日祝 165,000 円 
５，００１円以上 平日 220,000 円 
 土日祝 275,000 円 

 
  ≪条例上の位置付け≫ 
   公の施設ではないため、条例上の位置付けは無い。 
 
  ≪政策上の位置付け（総合計画第３期実施計画より）≫ 

基本政策４ 活力と魅力あふれる力強い産業都市づくり 
     政策４－８ スポーツ・文化芸術を振興する 
       施策４－８－２ 市民の文化芸術活動の振興 
         事務事業 市民文化活動支援事業 
 
 
 
  

政策 

施策 

事務事業 

市民の参加と文化芸術活動団体等との協働・連携により、高齢者

や障害のある方等、誰もが気軽に文化芸術に触れ、より多くの市

民が文化芸術の楽しさを享受し、本市に愛着と誇りを持ち、創造

的で人間らしく感性豊かに暮らせる地域づくりを進めます。 

基本政策 

政策体系イメージ 
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 イ 施設レイアウト 
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ウ 利用状況 
  ア）稼動状況 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※本番利用率：利用コマ数全体の内、本番と本番に向けた準備で利用したコマ数の割合 
 
  イ）利用用途 
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  ウ）本番利用時の客席利用者数の状況 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  エ）利用用途別本番利用時の客席利用者数の分布（平成 28～30 年度） 
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（７）川崎シンフォニーホール 

 ア 施設概要 
  ミューザ川崎シンフォニーホールは本市が進める「音楽によるまちづくり」のシンボル

として、平成１５年に建築されました。音楽ホールは、国内最大級のパイプオルガンを備

え、1997 席のらせん状の客席がステージを 360 度取り囲むヴィンヤード（ぶどう畑）形

式を採用しています。臨場感ある親密な空間が、ステージと客席に一体感を生み出してい

ます。世界的な音楽家からも高い評価を得ている音響空間で、世界水準のオーケストラ演

奏や多彩なジャンルのコンサートが行われています。主催・共催事業も多数開催し、ラン

チタイムコンサートなどカジュアルなプログラムも作ることで、市民の音楽に触れる機

会を提供しています。 
 

 
≪施設諸元≫ 

所在地  ：川崎市幸区大宮町１３１０ 
建築年月日 ：平成１５（２００３）年１２月１３日 【築１９年】 
構造  ：鉄骨造 
階層  ：地上２７階、地下２階 
敷地面積  ：１０，６６９㎡ 
建物面積  ：１６，１１５㎡ 
ホール面積 ：１２，９３６㎡（楽屋等含めたホール関連部分の面積） 
所有形態  ：区分所有 
ホール定員 ：１，９９７席 
使用時間  ：午前９時から午後１０時まで 
休館日   ：年末年始（１２月２９日～１月３日） 
楽屋等   ：楽屋１～５（41.7 ㎡、97.2 ㎡、65.9 ㎡、51.8 ㎡、23.2 ㎡） 
       個人楽屋１～７（15.6 ㎡、18.5 ㎡、25.5 ㎡、13.4 ㎡、21.5 ㎡、 

15.6 ㎡、13.2 ㎡） 
       応接室（28.6 ㎡）、スタッフ控室（25.3 ㎡） 
トイレ   ：個人楽屋には各部屋に洋便各１台（計 7 台）、 

市民交流室控室には洋便 2 台 
楽屋トイレは女子洋便 9 台、男子小便器 7 台、 男子洋便 3 台 、 
多目的便所 1 室 
共用部には女子洋便 74 台、男子小便器 48 台、男子洋便 16 台、 
多目的便所 5 室 

搬入口   ：専用エレベーター 
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  ≪位置図≫ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ≪内観≫ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

舞台 客席① 

パイプオルガン 客席② 
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  ≪利用料金≫ 

利用用途別 
9：00～ 
12：00 

13：00～ 
16：30 

17：30～ 
22：00 

本番利用 A タイプ 
(全席 1,997 席利用) 

平日 262,770 円 410,460 円 581,570 円 
土日祝 315,320 円 492,550 円 697,880 円 

本番利用 B タイプ 
(1,095～1,566 席利用) 

平日 236,490 円 369,410 円 523,410 円 
土日祝 283,780 円 443,290 円 628,090 円 

本番利用 C タイプ 
(1,094 席利用) 

平日 210,210 円 328,360 円 465,250 円 
土日祝 252,250 円 394,030 円 558,300 円 

練習／準備利用 
 

平日 105,100 円 164,180 円 232,620 円 
土日祝 126,120 円 197,020 円 279,150 円 

 
  ≪条例上の位置付け≫ 

設置目的 
   音楽の鑑賞の機会の提供、音楽活動の振興等を図り、もって市民文化の発展に寄与す

る。 

 業務内容 
  ・音楽の鑑賞会を開催すること。 
  ・音楽の鑑賞、音楽活動等のための施設及び設備を利用に供すること。 
  ・音楽活動の支援を行うこと。 
  ・その他設置目的を達成するために必要な事業に関すること。 
 
 
  ≪政策上の位置付け（総合計画第３期実施計画より）≫ 

基本政策４ 活力と魅力あふれる力強い都市づくり 
     政策４－８ スポーツ・文化芸術を振興する 
       施策４－８－３ 音楽や映像のまちづくりの推進 
         事務事業 川崎シンフォニーホール管理運営事業 
 
 
   

政策 

施策 

事務事業 

基本政策 

政策体系イメージ 

世界的な音楽家の指揮や演奏など良質な音楽鑑賞の機会や「市
民の晴れの舞台」を提供することで、市民の音楽活動の振興を図
るため、「音楽のまち・かわさき」の中核施設としてミューザ川崎
シンフォニーホールを運営します。 
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イ 施設レイアウト 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ホール１階 ホール２階 

ホール３階 ホール４階 
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ウ 利用状況 
  ア）稼動状況 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※本番利用率：利用コマ数全体の内、本番と本番に向けた準備で利用したコマ数の割合 
 
  イ）利用用途 
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  ウ）本番利用時の客席利用者数の状況 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  エ）利用用途別本番利用時の客席利用者数の分布（平成 28～30 年度） 
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（８）川崎市総合自治会館 

 ア 施設概要 
  総合自治会館は、小杉町３丁目東地区の再開発等、総合自治会館周辺の開発動向を踏ま

え、市民自治活動の振興を図るため、再開発ビル内に移転する形で令和２年度に開館しま

した。ホールのほか、会議室や多目的室の機能を有しており、ホールは防音機能があり、

全町連の会議などの市民自治活動のほか、楽器等の練習など多目的な用途で利用されて

います。 
 

≪施設諸元≫ 
所在地  ：川崎市中原区小杉町３丁目６００番 
建築年月日 ：令和２（２０２０）年６月２４日 【築３年】 

   構造    ：鉄骨造 
   階層    ：地上４階 
   敷地面積  ：４２６㎡（持分割合） 
   建物面積  ：１，５００㎡ 
   ホール面積 ：３４４㎡（楽屋等含めたホール関連部分の面積） 

所有形態  ：区分所有 
   ホール定員 ：２００席（スタッキングチェア） 
   使用時間  ：午前９時から午後９時まで 
   休館日   ：年末年始（12 月 29 日～１月３日）、施設点検日（原則毎月第３月曜日） 

楽屋    ：控室（12.0 ㎡） 
   トイレ   ：女子 洋便８台、男子 小便器５台・洋便３台、車椅子便所１室 
   搬入口   ：共用エレベーターでの搬入 
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≪位置図≫ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ≪内観≫ 
   

  

客席側から見た舞台方向 舞台 
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≪利用料金≫ 

入場料の有無 
9：00～ 
12：00 

13：00～ 
17：00 

17：30～ 
21：00 

無料の場合 平日 6,930 円 11,550 円 11,550 円 
土日祝 8,310 円 13,860 円 13,860 円 

１，０００円未満 
（５割増） 

平日 10,395 円 17,325 円 17,325 円 
土日祝 12,465 円 20,790 円 20,790 円 

３，０００円未満 
（１０割増） 

平日 13,860 円 23,100 円 23,100 円 
土日祝 16,620 円 27,720 円 27,720 円 

３，０００円以上 
（２０割増） 

平日 20,790 円 34,650 円 34,650 円 
土日祝 24,930 円 41,580 円 41,580 円 

 
  
 

  ≪政策上の位置付け（総合計画第３期実施計画より）≫ 
基本政策５ 誰もが生きがいを持てる市民自治の地域づくり 

     政策５－１ 参加と協働により市民自治を推進する 
        
 
         事務事業 地域振興事業 
 
 
  

政策 

施策 

事務事業 

施策５－１－１ 市民参加の促進と多様な主体との 
協働・連携のしくみづくり 

地域コミュニティの中核を担う重要な組織であり、行政との

協働のパートナーである町内会・自治会の活動を支援すること

により、市民が相互に協力しながら暮らしやすい地域社会づく

りを進めます。 

基本政策 

政策体系イメージ 
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 イ 施設レイアウト 
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ウ 利用状況 
  ア）稼動状況 

 令和２年度 

【稼動状況】 全体 平日 休日 

稼動コマ数 160 ｺﾏ 96 ｺﾏ 64 ｺﾏ 

稼動率 23.3% 20.6% 28.8% 

【利用目的】       

本番等コマ数 96 ｺﾏ 56 ｺﾏ 40 ｺﾏ 

練習コマ数 24 ｺﾏ 3 ｺﾏ 21 ｺﾏ 

不明コマ数 40 ｺﾏ 37 ｺﾏ 3 ｺﾏ 

本番利用率 60.0% 58.3% 62.5% 

  ※本番利用率：利用コマ数全体の内、本番と本番に向けた準備で利用したコマ数の割合 
  ※川崎市総合自治会館は令和２年度開館のため、平成 28～令和元年度データがない 
 
 
 
  イ）利用用途 
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  ウ）本番利用時の客席利用者数の状況 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  エ）利用用途別本番利用時の客席利用者数の分布（令和２年度） 
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（９）川崎市国際交流センター 

 ア 施設概要 
  国際交流センターは地域社会の国際化を担う市民の活動を支え、言葉や民族、文化の異

なる多くの世界の都市や市民との交流、協力を推進するため、学習と実践の拠点として、

平成６年にオープンしました。 
川崎市国際交流センターの施設は、本館建物及び別棟、和風別館からなり、本館はイベ

ントやパーティー、催し物が開催できるホールやレセプションルームを有するほか、打ち

合わせや各種の会議、語学講座などに利用できる会議室があります。 
 
≪施設諸元≫ 

所在地  ：川崎市中原区木月祗園町２－２ 
建築年月日 ：平成６（１９９４）年６月３０日 【築２９年】 
構造  ：鉄筋コンクリート造 
階層  ：地上３階、地下１階 
敷地面積  ：１５，７８７㎡ 
建物面積  ：９，０９１㎡ 
ホール面積 ：１，０２６㎡（楽屋等含めたホール関連部分の面積） 
ホール定員 ：２６４席 
使用時間  ：午前９時から午後９時まで 
休館日   ：年末年始（１２月２９日～１月３日）、設備点検日 
楽屋    ：無し 
トイレ   ：女子 洋便５台、男子 小便器６台・洋便３台、車椅子便所１室 
搬入口   ：下手から直接搬入 
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≪位置図≫ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ≪内観≫ 
   
 
 
 
  

舞台側（中央はスクリーン） 客席（平土間） 
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  ≪利用料金≫ 
利用料金 9：00～12：00 13：00～17：00 18：00～21：30 

平日 3,760 円 4,780 円 5,900 円 
土日祝 4,510 円 5,730 円 7,080 円 

 
  ≪条例上の位置付け≫ 

設置目的 
   市民の国際理解を増進するとともに、国際的な文化交流及び市民交流を促進するこ

とにより相互理解を深め、もって市民の文化の向上及び国際友好親善の発展に寄与す

る。 

 業務内容 
  ・国際交流に関する情報及び資料の収集及び提供を行うこと。 

・国際交流に関する研修会、講演会等を行うこと。 
・国際交流を促進するための行事を行うこと。 
・施設及び設備（以下「施設等」という。）を利用に供すること。 
・その他設置目的を達成するために必要な事業を行うこと。 

 
  ≪政策上の位置付け（総合計画第３期実施計画より）≫ 

基本政策４ 活力と魅力あふれる力強い産業都市づくり 
     政策４－９ 戦略的なシティプロモーション 
         
 
         事務事業 国際交流センター管理運営事業 
 
 
  

政策 

施策 

事務事業 

施策４－９－１ 都市イメージの向上と 
シビックプライドの醸成 

基本政策 

政策体系イメージ 

市民の国際理解の増進及び国際友好親善の発展等に寄与するた

め、「国際交流センター」を運営します。 
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 イ 施設レイアウト 
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 ウ 利用状況 
  ア）稼動状況 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※本番利用率：利用コマ数全体の内、本番と本番に向けた準備で利用したコマ数の割合 
 
  イ）利用用途 
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  ウ）本番利用時の客席利用者数の状況 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  エ）利用用途別本番利用時の客席利用者数の分布（平成 29～30 年度） 
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（１０）中原市民館 

 ア 施設概要 
  中原市民館は、市民の自主的な学習・文化活動を支援する生涯学習の場であり、ホール・

会議室などの貸し出しのほか、さまざまな世代や立場の人を対象とした各種事業を実施

して、地域住民の『学ぶ場、集う場づくり』を支援しています。 
  中原市民館は昭和４９年に開館し、平成１１年に川崎新時代 2010 プランにて武蔵小杉

駅周辺地区の開発事業の中で、再整備が決定し、平成２１年に現中原市民館が開館しまし

た。 
  現中原市民館は生涯学習の場としてだけでなく、市民活動やコミュニティ形成の場と

しても柔軟に有効活用できる施設としていくことを目指して「しなやかな利用ができる

新市民館」をコンセプトとしており、ホールの椅子席を壁収納としてフラットフロアにで

き、ダンス、楽器演奏、会議等、多目的な用途に利用されています。 
 

≪施設諸元≫ 
所在地  ：川崎市中原区新丸子東３丁目１１００番地１２ 

          パークシティ武蔵小杉ミッドスカイタワー１・２階 
   建築年月日 ：平成２１（２００９）年３月３１日 【築１４年】 
   構造  ：鉄骨鉄筋コンクリート造 
   階層  ：地上３階、地下１階 
   敷地面積  ：４９１㎡ 
   建物面積  ：３,３９４㎡ 
   ホール面積 ：７１４㎡（楽屋等含めたホール関連部分の面積） 
   所有形態  ：区分所有 
   ホール定員 ：３７５席（スタッキングチェア２１３席、 

ロールバックチェア（収納可）１６２席）【可動】 
   使用時間  ：午前９時から午後９時まで 
   休館日   ：毎月第３月曜日及び年末年始（１２月２９日～１月３日） 

楽屋等   ：控室（15 ㎡・２階） 
   トイレ   ：女子洋便９台、男子小便器８台・洋便２台、 

だれもトイレ１室 ※他施設利用者と共用 
搬入口   ：共用エレベーター搬入 
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  ≪位置図≫ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ≪内観≫ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

舞台① 舞台② 

客席（平土間） 客席後ろ（可動席格納庫） 
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  ≪利用料金≫ 

 
  ≪条例上の位置付け≫ 

設置目的 
   市民のために、実生活に即する教育、学術及び文化に関する各種の事業を行ない、も

って市民の教養の向上を図る 
 業務内容 

  ・幼児、青少年及び成人に関する学級及び講座を開設すること。 
・討論会、講演会、講習会、実習会、展示会等を開催すること。 
・図書、記録、模型、資料等を備え、その利用を図ること。 
・体育、レクリエーション等に関する集会を開催すること。 
・文化活動の奨励を行なうこと。 
・視聴覚器材器具の貸出しを行なうこと。 
・社会教育関係団体の育成を図ること。 
・施設及び設備を市民の集会その他の公共的利用に供すること。 

 
  ≪政策上の位置付け（総合計画第３期実施計画より）≫ 

基本政策２ 子どもを安心して育てることのできるふるさとづくり 
     政策２－３ 生涯を通じて学び成長する 
       施策２－３－２ 自ら学び、活動するための支援 
         事務事業 社会教育振興事業 
 
 
  

入場料の有無 
9：00～ 
11：30 

12：30～ 
16：30 

17：30～ 
21：00 

無料の場合 平日 4,140 円 6,160 円 10,190 円 
土日祝 4,968 円 7,392 円 12,228 円 

１，０００円未満 
（平日単価の５割増） 

平日 6,210 円 9,240 円 15,285 円 
土日祝 7,452 円 11,088 円 18,342 円 

３，０００円未満 
（平日単価の１０割増） 

平日 8,280 円 12,320 円 20,380 円 
土日祝 9,936 円 14,784 円 24,456 円 

３，０００円以上 
（平日単価の２０割増） 

平日 12,420 円 18,480 円 30,570 円 
土日祝 14,904 円 22,176 円 36,684 円 

政策 

施策 

事務事業 

市民の学習や活動の支援、社会教育を担う団体やボランティアの
育成、市民のネットワークづくりなどを行うとともに、学習の成果
や地域の人材資源の活用を図り、市民の力による地域の教育力とま
ちづくり力の向上を図る 

基本政策 

政策体系イメージ 



62 
 

 イ 施設レイアウト 
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ウ 利用状況 
  ア）稼動状況 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※本番利用率：利用コマ数全体の内、本番と本番に向けた準備で利用したコマ数の割合 
 
  イ）利用用途 
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  ウ）本番利用時の客席利用者数の状況 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  エ）利用用途別本番利用時の客席利用者数の分布（平成 28～令和２年度） 
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（１１）川崎市総合福祉センター 

 ア 施設概要 
  総合福祉センターは、市民が主体となる地域福祉の推進と市民の福祉の増進を図るこ

とを目的とし、平成１８年に「川崎市中原会館」の機能を転換して、「川崎市総合福祉セ

ンター」として設置されました。 
総合福祉センターでは様々な福祉情報を提供するとともに、福祉に携わる関係者のた

めの研修を実施するほか、地域福祉活動などの場としてホールや会議室の提供を行って

います。 
  総合福祉センターの大ホールは、楽器演奏や企業の会議・講習会のほか演劇など多目的

な用途で利用されています。 
 

≪施設諸元≫ 
所在地  ：川崎市中原区上小田中６丁目２２番５号 

   建築年月日 ：平成２（１９９０）年３月３０日 【築３３年】 
   構造  ：鉄骨鉄筋コンクリート造 
   階層  ：地上７階、地下１階 
   敷地面積  ：２,０８２㎡ 
   建物面積  ：８,４１９㎡（駐車場１,２９４㎡含む） 
   ホール面積 ：２,４１２㎡（楽屋等含めたホール関連部分の面積） 
   ホール定員 ：９２３席 
   使用時間  ：午前９時から午後９時３０分まで 
   休館日   ：年末年始（１２月２９日～１月３日）、電気設備点検日 
   楽屋    ：楽屋１（40.7 ㎡・１階）、楽屋２（29.7 ㎡・３階）、 

楽屋３（25.4 ㎡・３階） 
   トイレ   ：楽屋 兼用洋便１台、女子洋便１台、男子洋便１台、車椅子便所１室 
          ３階 女子洋便１台・和便６台、男子小便７台・洋便１台・和便２台 
          ４階 女子洋便１台・和便６台、男子小便７台・洋便１台・和便２台 
   搬入口   ：迫搬入 
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≪位置図≫ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ≪内観≫ 
   
 
 
 

 
 
 
 
 

  

舞台① 舞台②（松羽目） 

客席① 客席② 
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≪利用料金≫ 

入場料の有無 
9：00～ 
12：00 

13：00～ 
17：00 

18：00～ 
21：30 

無料の場合 平日 9,770 円 13,440 円 17,110 円 
土日祝 11,730 円 16,130 円 20,530 円 

１，０００円未満 
（平日単価の５割増） 

平日 14,650 円 20,160 円 25,660 円 
土日祝 17,590 円 24,190 円 30,790 円 

３，０００円未満 
（平日単価の１０割

増） 

平日 19,540 円 26,880 円 34,220 円 
土日祝 23,460 円 32,260 円 41,060 円 

３，０００円以上 
（平日単価の２０割

増） 

平日 29,310 円 40,320 円 51,330 円 
土日祝 35,190 円 48,390 円 61,590 円 

 
  ≪条例上の位置付け≫ 

設置目的 
   福祉に関する情報の収集及び提供等を行うとともに、市民による福祉活動を支援す

ることにより、市民の主体的な活動による地域福祉の推進を図り、もって市民の福祉の

増進に寄与する。 

 業務内容 
  ・福祉に関する情報の収集及び提供並びに相談に関すること。 

・市民による福祉活動を促進するための講習、講座等の開催に関すること。 
・施設及び設備（以下「施設等」という。）を利用に供すること。 
・その他設置目的を達成するために必要な事業に関すること。 

 
  ≪政策上の位置付け（総合計画第３期実施計画より）≫ 

基本政策１ 生命を守り生き生きと暮らすことができるまちづくり 
     
  
       施策１－４－１ 総合的なケアの推進 
         事務事業 地域福祉施設の運営 
 
 
  

政策 

施策 

事務事業 

基本政策 

政策体系イメージ 

各種団体や地域住民の活動の場として、総合福祉センター等
の運営を行う 

政策１－４ 誰もが安心して暮らせる 
地域のつながり・しくみをつくる 
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 イ 施設レイアウト 
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 ウ 利用状況 
  ア）稼動状況 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※本番利用率：利用コマ数全体の内、本番と本番に向けた準備で利用したコマ数の割合 
 
  イ）利用用途 
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  ウ）本番利用時の客席利用者数の状況 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  エ）利用用途別本番利用時の客席利用者数の分布（平成 28～30 年度） 
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（１２）川崎市コンベンションホール 

 ア 施設概要 
  川崎市コンベンションホールは企業や研究者の交流機会を創出し、ビジネスマッチン

グなどの多彩な連携を生み出すためのコンベンション施設として、高層マンションの一

部にオープンしました。 
ホールと会議室を有する施設であり、ホールは３区画にすることができ、規模に応じた

柔軟な利用が可能となっています。 
 

≪施設諸元≫ 
所在地  ：川崎市中原区小杉町２丁目２７６番地１ 
建築年月日 ：平成２９（２０１７）年１２月７日 【築５年】 
構造  ：鉄筋コンクリート造 
階層  ：地上２階、地下１階 
敷地面積  ：８，４９８．４６㎡ 
建物面積  ：３，０７０㎡ 
ホール面積 ：２，０８５㎡（楽屋等含めたホール関連部分の面積） 
所有形態  ：区分所有 
ホール定員 ：最大９６０席（ホール区画せずシアター形式の場合（椅子のみの設置）） 
使用時間  ：午前９時から午後１０時まで 
休館日   ：年末年始（１２月２９日～１月３日） 
楽屋等   ：控室１（20 ㎡）、控室２（17 ㎡）、控室３（18 ㎡） 

 ※控室１、２は一体利用可 
トイレ   ：・ホール用 男子洋便：4 台、男子小便器：11 台、女子洋便：12 台 

・会議室用 男子洋便：1 台、男子小便器：2 台、女子洋便：2 台 
・控室用 男子洋便：1 台、男子小便器：1 台、女子洋便：1 台 
・誰でもトイレ 洋便：1 台  
※ホール用の男子洋便と女子洋便は可動式による変動あり 

搬入口   ：専用エレベーター搬入 
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≪位置図≫ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ≪内観≫ 
   
 
 
 
 
 
 
 

  

内観① 内観② 

ホワイエ 



73 
 

≪利用料金≫ 

※他に市民利用、国際会議利用等の料金区分あり 
 

  ≪条例上の位置付け≫ 
設置目的 

   企業、研究機関、市民その他の多様な主体が交流する機会を創出することにより、こ

れらの者の間における連携を促進し、もって地域経済の活性化その他の地域の活力の

向上に寄与するため。 

 業務内容 
  ・コンベンション（会議、討論会、講習会、展示会その他これらに類する集会）等のた

めの施設及び設備を利用に供すること。 
  ・施設等を利用する者に対するコンベンションの開催に係る支援を行うこと。 
  ・コンベンションの誘致に関すること。 
 
  ≪政策上の位置付け（総合計画第３期実施計画より）≫ 

基本政策４ 活力と魅力あふれる力強い都市づくり 
      
 
        
 
         事務事業 川崎市コンベンションホール管理運営事業 
 
 
   

利用料金 
9：00 

～12：00 
13：00 

～17：00 
18：00 

～22：00 
全日 

一般利用 ホール区画無し 255,950 円 341,270 円 341,270 円 938,490 円 
 ホールＡ 96,110 円 128,150 円 128,150 円 352,410 円 
 ホールＢ 79,920 円 106,560 円 106,560 円 293,040 円 
 ホールＣ 79,920 円 106,560 円 106,560 円 293,040 円 
市内企業 ホール区画無し 230,330 円 307,130 円 307,130 円 844,590 円 
又は研究機関 ホールＡ 86,490 円 115,330 円 115,330 円 317,150 円 
 ホールＢ 71,920 円 95,900 円 95,900 円 263,720 円 
 ホールＣ 71,920 円 95,900 円 95,900 円 263,720 円 

政策 

施策 

事務事業 

オープンイノベーションの交流拠点として小杉町二丁目地区

において整備される、川崎市コンベンションホールの管理運営

を行います。 

政策４－２ 新たな産業の創出と革新的な技術による 
生活利便性の向上 

施策４－２－３ 科学技術を活かした 
研究開発基盤の強化 

政策体系イメージ 

基本政策 
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イ 施設レイアウト 
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ウ 利用状況 
  ア）稼動状況 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※本番利用率：利用コマ数全体の内、本番と本番に向けた準備で利用したコマ数の割合 
 
  イ）利用用途 
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  ウ）本番利用時の客席利用者数の状況 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  エ）利用用途別本番利用時の客席利用者数の分布（平成 30 年度） 
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（１３）川崎市民プラザ 

 ア 施設概要 
  川崎市民プラザは指定都市記念施設として昭和５４年に開館し、財団法人川崎市指定

都市記念事業公社所有施設として運営されてきましたが、公社が平成２３年度末で解散

したことにより、平成２４年度に市が寄付を受けました。 
屋内広場、ふるさとコーナー、ギャラリー、セミナールーム、大広間、囲碁・将棋室、

体育館、トレーニングルーム、茶室、日本庭園、レストラン、浴場などが揃った用途が多

彩な施設となっています。客席数 489 席のホール「ふるさと劇場」では、音楽、演劇など

に利用できる中規模ホールとして、さまざまな催し物が行われています。 
 

≪施設諸元≫ 
所在地  ：川崎市高津区新作１－１９－１ 

   建築年月日 ：昭和５４（１９７９）年１月３１日 【築４４年】 
   構造  ：鉄骨鉄筋コンクリート造 
   階層  ：地上４階、地下１階 
   敷地面積  ：３０，６３３㎡ 
   建物面積  ：１２，５０４㎡ 
   ホール面積 ：１，４４６㎡（楽屋等含めたホール関連部分の面積） 
   ホール定員 ：４８９席 
   使用時間  ：午前９時から午後９時３０分まで 
   休館日   ：年末年始（１２月２９日～１月３日）ほか 

楽屋    ：楽屋１（6.0 ㎡・地下１階）、楽屋２（6.0 ㎡・地下１階）、 
楽屋３（44.0 ㎡・地下１階） 

   トイレ   ：楽屋 １～３それぞれに兼用洋便１台、車椅子トイレ１室 
ホワイエ 女子洋便１台・和便８台、男子小便７台・洋便１台・和便２台 

   搬入口   ：迫搬入 
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≪位置図≫ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ≪内観≫ 
 
 
 
 
 
 
 
    

舞台① 舞台② 

舞台の裏側（屋内広場） 客席 
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≪利用料金≫ 

入場料の有無 
9：00～ 
12：00 

13：00～ 
17：00 

18：00～ 
21：30 

無料の場合 平日 9,500 円 14,300 円 18,100 円 
土日祝 11,400 円 17,100 円 21,700 円 

１，０００円未満 
（平日単価の５割増） 

平日 14,250 円 21,450 円 27,150 円 
土日祝 17,100 円 25,650 円 32,550 円 

３，０００円未満 
（平日単価の１０割増） 

平日 19,000 円 28,600 円 36,200 円 
土日祝 22,800 円 34,200 円 43,400 円 

３，０００円以上 
（平日単価の２０割増） 

平日 28,500 円 42,900 円 54,300 円 
土日祝 34,200 円 51,300 円 65,100 円 

 
  ≪条例上の位置付け≫ 

設置目的 
   市民の健康の増進及び文化の振興を図るとともに、市民相互の交流の機会を提供し、

もって市民の福祉の向上に寄与する。 

 業務内容 
  ・健康の増進に資する教室の開催に関すること。 

・文化及び教養に関する講座の開催に関すること。 
・市民相互の交流を促進するための行事等の開催に関すること。 
・施設及び設備（以下「施設等」という。）を利用に供すること。 
・その他設置目的を達成するために必要な事業に関すること。 
 

  ≪政策上の位置付け（総合計画第３期実施計画より）≫ 
基本政策４ 活力と魅力あふれる力強い都市づくり 

     政策４－８ スポーツ・文化芸術を振興する 
       施策４－８－２ 市民の文化芸術活動の振興 
         事務事業 市民プラザ管理運営事業 
 
 
  

政策 

施策 

事務事業 

基本政策 

政策体系イメージ 

文化・教養に関する講座や健康増進のための教室等の開催、

市民相互の交流機会の促進に向けた「市民プラザ」の運営。 
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 イ 施設レイアウト 
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ウ 利用状況 
  ア）稼動状況 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※本番利用率：利用コマ数全体の内、本番と本番に向けた準備で利用したコマ数の割合 
 

 イ）利用用途 
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  ウ）本番利用時の客席利用者数の状況 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  エ）利用用途別本番利用時の客席利用者数の分布（平成 28～30 年度） 
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（１４）高津市民館 

 ア 施設概要 
  高津市民館は、市民の自主的な学習・文化活動を支援する生涯学習の場であり、ホール・

会議室などの貸し出しのほか、さまざまな世代や立場の人を対象とした各種事業を実施

して、地域住民の『学ぶ場、集う場づくり』を支援しています。 
  かつては、現在の「川崎市男女共同参画センター」が高津市民館でしたが、溝口駅北口

地区市街地再開発事業に伴い高津市民館が機能移転（『ノクティ２』の１１階～１３階部

分を区分所有）し、平成９年９月から現在の施設が高津市民館となっています。 
なお、高津市民館の大ホールは、大音量の電子楽器を使った催し物や音振動を発生させ

る大太鼓、和太鼓、ティンパニー、ドラムなど、打楽器等の演奏を行った場合、振動音が

床を伝い、階下に響きわたってしまう構造となっており、これらの楽器を使用する場合は、

大ホールの階下にある３部屋（第３会議室、第４会議室、視聴覚室）を同時に予約するこ

とが条件となっています。 
 

≪施設諸元≫ 
所在地  ：川崎市高津区溝口１－４－１ 

   建築年月日 ：平成９（１９９７）年９月１２日 【築２５年】 
   構造  ：鉄骨鉄筋コンクリート造 
   階層  ：地上１３階、地下２階 
   敷地面積  ：１，０１８㎡ 
   建物面積  ：８，３７３㎡ 
   ホール面積 ：１，３２６㎡（楽屋等含めたホール関連部分の面積） 
   所有形態  ：区分所有 
   ホール定員 ：６００席（置き椅子を活用した場合は７００席まで増設可）【可動】 
   使用時間  ：午前９時から午後９時まで 
   休館日   ：毎月第３月曜日及び年末年始（１２月２９日～１月３日） 

楽屋等   ：楽屋１（25 ㎡・12 階）、楽屋２（24 ㎡・13 階）、 
楽屋３（24 ㎡・13 階）、楽屋４（21 ㎡・13 階）、 
リハーサル室（66 ㎡） 

   トイレ   ：楽屋男女兼用洋便１台、楽屋女子洋便１台、 
楽屋男子小便器１台・洋便１台、 
女子洋便 14 台、男子小便器７台・洋便４台、車椅子便所男女各１室 

   搬入口   ：共用荷物用エレベーター搬入 
   その他   ：舞台床面・客席床面及び客席椅子の一部が可動式となっており、催し

物によって舞台の形状等を変えることが可能 
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 ≪位置図≫ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ≪内観≫ 
 
 
 
 
 
 
 
  

舞台① 舞台② 

客席（全体） 客席（可動式） 
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  ≪利用料金≫ 

入場料の有無 
9：00～ 
11：30 

12：30～ 
16：30 

17：30～ 
21：00 

無料の場合 平日 7,390 円 9,850 円 17,020 円 
土日祝 8,868 円 11,820 円 20,424 円 

１，０００円未満 
（平日単価の５割増） 

平日 11,085 円 14,775 円 25,530 円 
土日祝 12,563 円 16,745 円 28,934 円 

３，０００円未満 
（平日単価の１０割増） 

平日 14,780 円 19,700 円 34,040 円 
土日祝 16,258 円 21,670 円 37,444 円 

３，０００円以上 
（平日単価の２０割増） 

平日 22,170 円 29,550 円 51,060 円 
土日祝 23,648 円 31,520 円 54,464 円 

展示販売 
（平日単価の９０割増） 

平日 73,900 円 98,500 円 170,200 円 
土日祝 75,378 円 100,470 円 173,604 円 

 
  ≪条例上の位置付け≫ 

設置目的 
   市民のために、実生活に即する教育、学術及び文化に関する各種の事業を行ない、も

って市民の教養の向上を図る。 

 業務内容 
  ・幼児、青少年及び成人に関する学級及び講座を開設すること。 

・討論会、講演会、講習会、実習会、展示会等を開催すること。 
・図書、記録、模型、資料等を備え、その利用を図ること。 
・体育、レクリエーション等に関する集会を開催すること。 
・文化活動の奨励を行なうこと。 
・視聴覚器材器具の貸出しを行なうこと。 
・社会教育関係団体の育成を図ること。 
・施設及び設備を市民の集会その他の公共的利用に供すること。 

 
  ≪政策上の位置付け（総合計画第３期実施計画より）≫ 

基本政策２ 子どもを安心して育てることのできるふるさとづくり 
     政策２－３ 生涯を通じて学び成長する 
       施策２－３－２ 自ら学び、活動するための支援 
         事務事業 社会教育振興事業 
 
 
  

政策 

施策 

事務事業 

基本政策 

政策体系イメージ 

市民の学習や活動の支援、社会教育を担う団体やボランティアの
育成、市民のネットワークづくりなどを行うとともに、学習の成果や
地域の人材資源の活用を図り、市民の力による地域の教育力とまち
づくり力の向上を図る 
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 イ 施設レイアウト 
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ウ 利用状況 
  ア）稼動状況 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※本番利用率：利用コマ数全体の内、本番と本番に向けた準備で利用したコマ数の割合 
 
  イ）利用用途 
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  ウ）本番利用時の客席利用者数の状況 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  エ）利用用途別本番利用時の客席利用者数の分布（平成 28～30 年度） 
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（１５）川崎市男女共同参画センター 

 ア 施設概要 
  男女共同参画センターは、男女があらゆる場において男女平等にかかわる人権の侵害

を受けることがなく、自立することができ、ともに働き、学び、及び生活することができ

る快適で平和な男女共同参画社会としての「男女平等のまち・かわさき」を創造するため

に制定した「男女平等かわさき条例」（2001（平成 13）年 10 月施行）第 16 条に基づく

男女平等施策を推進するための拠点施設です。 
男女共同参画センターでは、会議室、ホール等の施設貸出のほか、性別にかかわりなく

男女があらゆる分野で持てる力を発揮できる男女共同参画を推進する活動拠点として、

講座・研修・イベント事業、相談・居場所づくり事業、情報収集・提供事業、広報事業、

調査研究事業、連携・ネットワーク事業の６つの事業に取り組んでいます。 
 

≪施設諸元≫ 
所在地  ：川崎市高津区溝口２－２０－１ 

   建築年月日 ：昭和４９（１９７４）年３月３１日【築４９年】 
（男女共同参画センターとしては、平成１１年９月以降） 

   構造  ：鉄筋コンクリート造 
   階層  ：地上４階 
   敷地面積  ：２，８７４㎡ 
   建物面積  ：３，３３７㎡ 
   ホール面積 ：１，３１４㎡ 

（楽屋、トイレ等を含む、ホールの関連面積として試算） 
   所有形態  ：所有 
   ホール定員 ：８５０席 
   貸室時間  ：午前９時から午後９時３０まで（開館は８時３０分より） 
   休館日   ：毎月の第３火曜日及び年末年始（１２月２９日～１月３日） 
   楽屋    ：35.1 ㎡・１階、42.7 ㎡・２階 
   トイレ   ：第 1 楽屋洋便１台、第２楽屋洋便２台 

女子洋便４台・和便４台（扉部段あり）、 
男子小便器 10 台・洋便１台・和便２台（扉部段あり） 
車椅子便所１室（共用） 

   搬入口   ：上手から直接搬入 
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 ≪位置図≫ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ≪内観≫ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

舞台 客席（全体） 

客席（前方側） 客席（後方側） 
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  ≪利用料金≫ 

入場料の有無 
9：00～ 
12：00 

13：00～ 
17：00 

18：00～ 
21：30 

ホール（本番の場合） 平日 6,720 円 7,530 円 12,930 円 
土日祝 8,060 円 9,030 円 15,510 円 

ホール（練習の場合） 平日 3,360 円 3,760 円 6,460 円 
土日祝 4,030 円 4,510 円 7,750 円 

 
  ≪条例上の位置付け≫ 

設置目的 
   ●男女が社会の対等な構成員として、あらゆる分野における活動に参画する男女共

同参画社会の形成に寄与するため 
   ●青少年の主体的な舞台芸術活動の促進に寄与するため 

 業務内容 
  ・調査及び研究に関すること。 

・相談に関すること。 
・情報の収集及び提供に関すること。 
・研修会、講演会等の開催に関すること。 
・市民の学習、研修及び交流の活動の支援に関すること。 
・施設及び設備を利用に供すること。 

 
  ≪政策上の位置付け（総合計画第３期実施計画より）≫ 

基本政策５ 誰もが生きがいを持てる市民自治の地域づくり 
     政策５－２ 人権を尊重し共に生きる社会をつくる 
        
 
         事務事業 男女共同参画センター管理運営事業 
 
 
  

政策 

施策 

事務事業 

施策５－２－２ 男女共同参画社会の形成に 
向けた施策の推進 

性別に関わりなく男女があらゆる分野で力を発揮できるよう、男女
共同参画の意識啓発、相談、情報提供、調査研究など男女平等施策を
推進する拠点として「男女共同参画センター」を運営する。 

基本政策 

政策体系イメージ 
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 イ 施設レイアウト 
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ウ 利用状況 
  ア）稼動状況 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※本番利用率：利用コマ数全体の内、本番と本番に向けた準備で利用したコマ数の割合 
 
  イ）利用用途 
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  ウ）本番利用時の客席利用者数の状況 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※H28、H29 の記録が不存在のため、H30 以降の集計としている 
 
  エ）利用用途別本番利用時の客席利用者数の分布（平成 30 年度） 
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（１６）宮前市民館 

 ア 施設概要 
宮前市民館は、市民の自主的な学習・文化活動を支援する生涯学習の場であり、ホール・

会議室などの貸し出しのほか、さまざまな世代や立場の人を対象とした各種事業を実施

して、地域住民の『学ぶ場、集う場づくり』を支援しています。 
  現在、宮前市民館は、鷺沼駅周辺再開発の機会を捉えて移転の検討を進めています。 
 

≪施設諸元≫ 
所在地  ：川崎市宮前区宮前平２－２０－４ 

   建築年月日 ：昭和５９（１９８４）年１１月３０日 【築３８年】 
   構造  ：鉄筋コンクリート造 
   階層   ：地上３階、地下２階 
   敷地面積  ：４，０４９㎡ 
   建物面積  ：８，８６３㎡ 
   ホール面積 ：２，３１８㎡（楽屋等含めたホール関連部分の面積） 
   ホール定員 ：９１０席 
   使用時間  ：午前９時から午後９時まで 
   休館日   ：毎月第３月曜日及び年末年始（１２月２９日～１月３日） 

楽屋    ：楽屋１（37 ㎡・地下１階）、楽屋 2A（27 ㎡・地下１階）、 
楽屋 2B（16 ㎡・地下１階）、楽屋３（25 ㎡・地下１階） 

   トイレ   ：楽屋 女子洋便２台、男子小便器２台・洋便２台 
          ホワイエ 女子洋便６台、男子小便器 14 台・洋便３台、 

車椅子便所１室 
搬入口   ：下手から直接搬入 
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 ≪位置図≫ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ≪内観≫ 
 
 
 
 
 
 
 
   

舞台① 舞台② 

客席（全体） 客席（車椅子用） 
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 ≪利用料金≫ 

入場料の有無 
9：00～ 
11：30 

12：30～ 
16：30 

17：30～ 
21：00 

無料の場合 平日 7,390 円 9,850 円 17,020 円 
土日祝 8,868 円 11,820 円 20,424 円 

１，０００円未満 
（平日単価の５割増） 

平日 11,085 円 14,775 円 25,530 円 
土日祝 12,563 円 16,745 円 28,934 円 

３，０００円未満 
（平日単価の１０割増） 

平日 14,780 円 19,700 円 34,040 円 
土日祝 16,258 円 21,670 円 37,444 円 

３，０００円以上 
（平日単価の２０割増） 

平日 22,170 円 29,550 円 51,060 円 
土日祝 23,648 円 31,520 円 54,464 円 

 
  ≪条例上の位置付け≫ 

設置目的 
   市民のために、実生活に即する教育、学術及び文化に関する各種の事業を行ない、も

って市民の教養の向上を図る。 

 業務内容 
  ・幼児、青少年及び成人に関する学級及び講座を開設すること。 

・討論会、講演会、講習会、実習会、展示会等を開催すること。 
・図書、記録、模型、資料等を備え、その利用を図ること。 
・体育、レクリエーション等に関する集会を開催すること。 
・文化活動の奨励を行なうこと。 
・視聴覚器材器具の貸出しを行なうこと。 
・社会教育関係団体の育成を図ること。 
・施設及び設備を市民の集会その他の公共的利用に供すること。 

 
  ≪政策上の位置付け（総合計画第３期実施計画より）≫ 

基本政策２ 子どもを安心して育てることのできるふるさとづくり 
     政策２－３ 生涯を通じて学び成長する 
       施策２－３－２ 自ら学び、活動するための支援 
         事務事業 社会教育振興事業 
 
 
  

政策 

施策 

事務事業 

基本政策 

政策体系イメージ 

市民の学習や活動の支援、社会教育を担う団体やボランティアの育
成、市民のネットワークづくりなどを行うとともに、学習の成果や地
域の人材資源の活用を図り、市民の力による地域の教育力とまちづく
り力の向上を図る 
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 イ 施設レイアウト 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



99 
 

ウ 利用状況 
  ア）稼動状況 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※本番利用率：利用コマ数全体の内、本番と本番に向けた準備で利用したコマ数の割合 
 
  イ）利用用途 
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  ウ）本番利用時の客席利用者数の状況 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  エ）利用用途別本番利用時の客席利用者数の分布（平成 28～30 年度） 
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（１７）多摩市民館 

 ア 施設概要 
多摩市民館は、市民の自主的な学習・文化活動を支援する生涯学習の場であり、ホール・

会議室などの貸し出しのほか、さまざまな世代や立場の人を対象とした各種事業を実施

して、地域住民の『学ぶ場、集う場づくり』を支援しています。 
  多摩市民館は多摩区役所、多摩市民館、多摩図書館、多摩休日夜間急患診療所、多摩薬

事センター、多摩防災センターからなる総合庁舎内にあります。大ホールは、他市民館と

比べると舞台の奥行・袖が広く、楽器演奏・合唱だけではなく、バレエや演劇など幅広く

使用されています。 
 

≪施設諸元≫ 
所在地  ：川崎市多摩区登戸１７７５番地１ 

   建築年月日 ：平成８（１９９６）年９月３０日 【築２６年】 
   構造  ：鉄骨鉄筋コンクリート造 
   階層  ：地上１２階、地下２階 
   敷地面積  ：７，３４３㎡（多摩区総合庁舎として） 
   建物面積  ：２７，８７２㎡（多摩区総合庁舎として） 
   ホール面積 ：３，０７０㎡（楽屋等含めたホール関連部分の面積） 
   ホール定員 ：９０８席 
   使用時間  ：午前９時から午後９時まで 
   休館日   ：毎月第３月曜日及び年末年始（１２月２９日～１月３日） 

楽屋    ：楽屋１（40 ㎡・２階）、楽屋２（25 ㎡・２階）、 
楽屋３（20 ㎡・２階）、楽屋４（30 ㎡・３階） 

   トイレ   ：楽屋２階 女子洋便１台・和便１台、男子小便器３台・洋便１台 
          楽屋３階 女子洋便１台、男子小便器３台・洋便１台 
          ホワイエ 女子洋便 16 台・和便１台、 

男子小便器 16 台・洋便３台・和便１台、 
多機能トイレ２室 

搬入口   ：迫搬入 
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≪位置図≫ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ≪内観≫ 
 
 
  

舞台① 舞台② 

客席（全体） 客席（車椅子用） 
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  ≪利用料金≫ 

入場料の有無 
9：00～ 
11：30 

12：30～ 
16：30 

17：30～ 
21：00 

無料の場合 平日 7,390 円 9,850 円 17,020 円 
土日祝 8,868 円 11,820 円 20,424 円 

１，０００円未満 
（平日単価の５割増） 

平日 11,085 円 14,775 円 25,530 円 
土日祝 12,563 円 16,745 円 28,934 円 

３，０００円未満 
（平日単価の１０割増） 

平日 14,780 円 19,700 円 34,040 円 
土日祝 16,258 円 21,670 円 37,444 円 

３，０００円以上 
（平日単価の２０割増） 

平日 22,170 円 29,550 円 51,060 円 
土日祝 23,648 円 31,520 円 54,464 円 

 ※ホールを予約すると楽屋は無償で借りることが可能 
 
  ≪条例上の位置付け≫ 

設置目的 
   市民のために、実生活に即する教育、学術及び文化に関する各種の事業を行ない、も

って市民の教養の向上を図る。 

 業務内容 
  ・幼児、青少年及び成人に関する学級及び講座を開設すること。 

・討論会、講演会、講習会、実習会、展示会等を開催すること。 
・図書、記録、模型、資料等を備え、その利用を図ること。 
・体育、レクリエーション等に関する集会を開催すること。 
・文化活動の奨励を行なうこと。 
・視聴覚器材器具の貸出しを行なうこと。 
・社会教育関係団体の育成を図ること。 
・施設及び設備を市民の集会その他の公共的利用に供すること。 

 
  ≪政策上の位置付け（総合計画第３期実施計画より）≫ 

基本政策２ 子どもを安心して育てることのできるふるさとづくり 
     政策２－３ 生涯を通じて学び成長する 
       施策２－３－２ 自ら学び、活動するための支援 
         事務事業 社会教育振興事業 
 
 
  

政策 

施策 

事務事業 

基本政策 

政策体系イメージ 

市民の学習や活動の支援、社会教育を担う団体やボランティアの
育成、市民のネットワークづくりなどを行うとともに、学習の成果や
地域の人材資源の活用を図り、市民の力による地域の教育力とまち
づくり力の向上を図る 
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 イ 施設レイアウト 
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ウ 利用状況 
  ア）稼動状況 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※本番利用率：利用コマ数全体の内、本番と本番に向けた準備で利用したコマ数の割合 
 
  イ）利用用途 
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  ウ）本番利用時の客席利用者数の状況 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  エ）利用用途別本番利用時の客席利用者数の分布（平成 28～30 年度） 
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（１８）麻生市民館 

 ア 施設概要 
麻生市民館は、市民の自主的な学習・文化活動を支援する生涯学習の場であり、ホール・

会議室などの貸し出しのほか、さまざまな世代や立場の人を対象とした各種事業を実施

して、地域住民の『学ぶ場、集う場づくり』を支援しています。 
  麻生区は日本映画大学や昭和音楽大学、川崎市アートセンターなど芸術・文化関係の施

設が集積し、年間を通じて市民の手によるさまざまな芸術・文化の催しが開催されるなど、

豊かな芸術文化が身近に親しめる街になっています。そのため、麻生市民館では市の芸

術・文化関連事業も多く、麻生市民館の大ホールは川崎・しんゆり芸術祭実行委員会や麻

生音楽祭実行委員会でも使われています。 
 

≪施設諸元≫ 
所在地  ：川崎市麻生区万福寺１丁目５番２号 
建築年月日 ：昭和６０（１９８５）年３月３０日 【築３８年】 
構造  ：鉄筋コンクリート造 
階層  ：地上３階、地下１階 
敷地面積  ：８，５９３㎡ 
建物面積  ：６，９８５㎡ 
ホール面積 ：２，３０６㎡（楽屋等含めたホール関連部分の面積） 
ホール定員 ：１，０１０席 
使用時間  ：午前９時から午後９時まで 
休館日   ：毎月第３月曜日及び年末年始（１２月２９日～１月３日） 
楽屋    ：楽屋１（55 ㎡・地下１階）、楽屋２（10 ㎡・地下１階）、 

楽屋３（37 ㎡・地下１階） 
トイレ   ：楽屋 女子和便２台、男子小便器３台・洋便１台 
       ホワイエ 女子洋便９台・和便４台、 

男子小便器 10 台・洋便３台、和便１台、 
車椅子便所１室 

搬入口   ：下手から直接搬入 
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 ≪位置図≫ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ≪内観≫ 
  
 
 

  

舞台① 舞台② 

客席（全体） 客席（車椅子用） 
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 ≪利用料金≫ 

入場料の有無 
9：00～ 
11：30 

12：30～ 
16：30 

17：30～ 
21：00 

無料の場合 平日 7,390 円 9,850 円 17,020 円 
土日祝 8,868 円 11,820 円 20,424 円 

１，０００円未満 
（平日単価の５割増） 

平日 11,085 円 14,775 円 25,530 円 
土日祝 12,563 円 16,745 円 28,934 円 

３，０００円未満 
（平日単価の１０割増） 

平日 14,780 円 19,700 円 34,040 円 
土日祝 16,258 円 21,670 円 37,444 円 

３，０００円以上 
（平日単価の２０割増） 

平日 22,170 円 29,550 円 51,060 円 
土日祝 23,648 円 31,520 円 54,464 円 

※ホールを予約すると楽屋は無償で借りることが可能 
 

  ≪条例上の位置付け≫ 
設置目的 

   市民のために、実生活に即する教育、学術及び文化に関する各種の事業を行ない、も

って市民の教養の向上を図る。 

 業務内容 
  ・幼児、青少年及び成人に関する学級及び講座を開設すること。 

・討論会、講演会、講習会、実習会、展示会等を開催すること。 
・図書、記録、模型、資料等を備え、その利用を図ること。 
・体育、レクリエーション等に関する集会を開催すること。 
・文化活動の奨励を行なうこと。 
・視聴覚器材器具の貸出しを行なうこと。 
・社会教育関係団体の育成を図ること。 
・施設及び設備を市民の集会その他の公共的利用に供すること。 

 
  ≪政策上の位置付け（総合計画第３期実施計画より）≫ 

基本政策２ 子どもを安心して育てることのできるふるさとづくり 
     政策２－３ 生涯を通じて学び成長する 
       施策２－３－２ 自ら学び、活動するための支援 
         事務事業 社会教育振興事業 
 
  

政策 

施策 

事務事業 

市民の学習や活動の支援、社会教育を担う団体やボランティアの育
成、市民のネットワークづくりなどを行うとともに、学習の成果や地
域の人材資源の活用を図り、市民の力による地域の教育力とまちづく
り力の向上を図る 

基本政策 

政策体系イメージ 



110 
 

 イ 施設レイアウト 
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ウ 利用状況 
  ア）稼動状況 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※本番利用率：利用コマ数全体の内、本番と本番に向けた準備で利用したコマ数の割合 
 
  イ）利用用途 
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  ウ）本番利用時の客席利用者数の状況 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  エ）利用用途別本番利用時の客席利用者数の分布（平成 28～30 年度） 
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（１９）川崎市アートセンター 

 ア 施設概要 
川崎市アートセンターは市民の芸術文化の発展に寄与するため、新しい文化振興の拠

点として平成１９年１０月３１日にオープンしました。芸術文化に関する豊かな地域資

源を持つ新百合ヶ丘駅周辺地域を「しんゆり・芸術のまち」として、より一層活力のある

まちづくりを進めるために、川崎市アートセンターは、これまで行われてきた芸術のまち

づくりを継承し、さらに発展させることを基本理念としています。 
  
≪施設諸元≫ 

所在地  ：川崎市麻生区万福寺６－７－１ 
建築年月日 ：平成１９（２００７）年１０月１０日 【築１５年】 
構造  ：鉄筋コンクリート造一部鉄骨造 
階層  ：地上３階 
敷地面積  ：２，１３８㎡ 
建物面積  ：１，９１２㎡ 
ホール面積 ：６６７．３１㎡（映像館除く、楽屋等含めたホール関連部分の面積） 
ホール定員 ：１９５席（最大２１４席） 
使用時間  ：午前９時から午後１０時３０分まで 
休館日   ：年末年始（１２月２９日～１月３日） 

施設点検日は原則毎月第２月曜日（祝日の場合はその翌平日、 
入館不可・電話対応等可） 

楽屋    ：楽屋（１階） 
楽屋１（12.9 ㎡）、楽屋２（15.8 ㎡）、楽屋３（19.7 ㎡） 

トイレ   ：楽屋 男女兼用洋式３台、多目的トイレ１室 
工房 女子洋式１台、男子小便器１台・洋式１台 
共用部 女子洋式９台、男子小便器８台・洋式３台、多目的トイレ１室 

搬入口   ：下手から直接搬入 
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 ≪位置図≫ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ≪内観≫ 
 
 
  

舞台① 舞台② 

客席 工房 
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  ≪利用料金≫ 
時間帯別料金 9：00～12：00 13：00～17：00 18：00～22：30 

平日 14,250 円 28,150 円 35,640 円 
土日祝 17,100 円 34,210 円 42,760 円 

 
  ≪条例上の位置付け≫ 

設置目的 
   芸術文化の創造、発信及び交流を促進するとともに、芸術文化の鑑賞の機会を提供し、

もって市民の芸術文化の発展に寄与する。 

 業務内容 
・芸術文化の創造、発信及び交流を促進するための事業に関すること。 
・芸術文化の鑑賞会を開催すること。 
・施設及び設備を利用に供すること。 
・芸術文化に関する情報の収集及び提供に関すること。 
・芸術文化に関する活動の支援に関すること。 
・芸術文化に係る施設、芸術文化に関する活動を行う団体等との連携に関すること。 
・その他設置目的を達成するために必要な事業に関すること。 

 
  ≪政策上の位置付け（総合計画第３期実施計画より）≫ 

基本政策４ 活力と魅力あふれる力強い都市づくり 
     政策４－８ スポーツ・文化芸術を振興する 
       施策４－８－２ 市民の文化芸術活動の振興 
         事務事業 アートセンター管理運営事業 
 
 
 
 
  

政策 

施策 

事務事業 

基本政策 

政策体系イメージ 

芸術文化の創造・発信・交流を促進するとともに、芸術文化の
鑑賞の機会を提供することで、市民の芸術文化の発展に寄与する
ための創造・発信拠点として「アートセンター」を運営します。 
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 イ 施設レイアウト 
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ウ 利用状況 
  ア）稼動状況 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
※本番利用率：利用コマ数全体の内、本番と本番に向けた準備で利用したコマ数の割合 
 
  イ）利用用途 
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  ウ）本番利用時の客席利用者数の状況 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
  エ）利用用途別本番利用時の客席利用者数の分布（平成 29～30 年度） 
 



120 
 

４．各ホール利用者の居住エリアと周辺ホールの配置状況  

公共施設予約システム（ふれあいネット）により予約管理を行っているホールについて、

平成３０年度の利用者（利用団体の代表者）の居住エリア（郵便番号情報から把握可能な町

丁目単位）と当該ホール周辺の本市の公共ホールについて整理しました。 
整理にあたっては、各ホールから同心円を描き、その円の中に居住している利用者数が全

体の一定割合になる円の半径（当該ホールからの距離）を測定しています。 
 
（１）川崎市立労働会館 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

利用者の 

居住エリア 

利用者全体に 

占める割合 

 周辺の本市公共ホール 

（当該ホールから近い順） 

当該ホール

からの距離 

川崎市 ６１．１％ スポーツ・文化総合センター ３３０ｍ 
 川崎区 （４０．７％） 産業振興会館 １,２８０ｍ 
 幸区 （ ３．７％） ラゾーナ川崎プラザソル １,６００ｍ 
 中原区 （ ４．９％） 川崎能楽堂 １,６５０ｍ 
 高津区 （ ２．５％） 川崎シンフォニーホール １,６６０ｍ 
 宮前区 （ ２．５％） 幸市民館 ２,８５０ｍ 
 多摩区 （ ４．９％） 中原市民館 ６,９００ｍ 
 麻生区 （ １．９％）   
横浜市 １９．１％   
相模原市 １．２％   
東京２３区 ７．４％   
その他 １１．１％   

：利用者がいないエリア 

：利用者がいるエリア 

※図中の青色の棒線の長さは 

利用者数の多寡を示している 
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利用者の 5 割は当該ホールから半径 4.5 ㎞圏内に居住しています。また、利用者の約 40％
は川崎区に居住していることから、地域での利用が多いことが窺えます。 
 なお、隣接する横浜市鶴見区の居住者も一定程度利用しています。 

当該ホールの半径 2km 圏内に本市の公共ホールが 5 箇所立地しており、その内、労働会

館の利用用途上位である「楽器演奏・合唱」や「会議・研修・講演会等」が同程度の料金（時

間当たり 2,500 円前後）で利用が可能な施設として、産業振興会館とラゾーナ川崎プラザソ

ルが想定されます。 
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（２）川崎市産業振興会館 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

利用者の 

居住エリア 

利用者全体に 

占める割合 

 周辺の本市公共ホール 

（当該ホールから近い順） 

当該ホール

からの距離 

川崎市 ５２．３％ ラゾーナ川崎プラザソル ５００ｍ 
 川崎区 （１６．１％） 川崎シンフォニーホール ７５０ｍ 
 幸区 （１６．１％） スポーツ・文化総合センター ９８０ｍ 
 中原区 （ ６．５％） 川崎能楽堂 １,０４０ｍ 
 高津区 （ ５．５％） 労働会館 １,２８０ｍ 
 宮前区 （ ２．０％） 幸市民館 １,５７０ｍ 
 多摩区 （ ４．０％） 中原市民館 ５,６８０ｍ 
 麻生区 （ ２．０％）   
横浜市 １６．６％）   
相模原市 １．０％   
東京２３区 ９．５％   
その他 ２０．６％   
利用者の 5 割の居住圏域は、当該ホールから半径 8.9 ㎞と広く、他ホールと比して利用者

の居住エリアの分布が広くなっています。立地する川崎区の利用者がやや多い状況ですが

突出したものではなく、市域のみならず、隣接他都市の居住者を含めて広く利用されている

ことが窺えます。 
当該ホールの半径 2km 圏内に本市の公共ホールが 6 箇所立地しており、その内、産業振

興会館の利用用途上位である「会議・研修・講演会等」や「楽器演奏・合唱」が同程度の料

金（時間当たり 2,500 円前後）で利用が可能な施設として、労働会館とラゾーナ川崎プラザ

ソルが想定されます。

：利用者がいないエリア 

：利用者がいるエリア 

※図中の青色の棒線の長さは 

利用者数の多寡を示している 
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（３）幸市民館 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

利用者の 
居住エリア 

利用者全体に 
占める割合 

 周辺の本市公共ホール 
（当該ホールから近い順） 

当該ホール
からの距離 

川崎市 ７７．１％ ラゾーナ川崎プラザソル １,４２０ｍ 
 川崎区 （１３．３％） 産業振興会館 １,５７０ｍ 
 幸区 （３０．５％） 川崎シンフォニーホール １,６２０ｍ 
 中原区 （１５．２％） 川崎能楽堂 １,９８０ｍ 
 高津区 （ ５．７％） スポーツ・文化総合センター ２,５５０ｍ 
 宮前区 （ ２．９％） 労働会館 ２,８５０ｍ 
 多摩区 （ ４．８％） 中原市民館 ４,１５０ｍ 
 麻生区 （ ４．８％） 総合自治会館 ４,３９０ｍ 
横浜市 ６．７％ 国際交流センター ４,４４０ｍ 
相模原市 １．０％ コンベンションホール ４,６００ｍ 
東京２３区 ６．７％   
その他 ８．６％   
利用者の 5 割は当該ホールから半径 3.5 ㎞圏内に居住しています。利用者の約 30％は幸

区に居住し、利用者の約 60％は幸区と隣接区（川崎・中原）の居住者であることから、地

域での利用および隣接区の居住者の利用が多いことが窺えます。 
当該ホールの半径 2km 圏内に本市の公共ホールが 4 箇所立地しており、その内、幸市民

館の利用用途上位である「楽器演奏・合唱」や「会議・研修・講演会等」と同程度の料金（時

間当たり 2,500 円前後）で利用が可能な施設として、産業振興会館とラゾーナ川崎プラザソ

ルが想定されます。 
 
  

：利用者がいないエリア 

：利用者がいるエリア 

※図中の青色の棒線の長さは 

利用者数の多寡を示している 



124 
 

（４）川崎市国際交流センター 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

利用者の 

居住エリア 

利用者全体に 

占める割合 

 周辺の本市公共ホール 

（当該ホールから近い順） 

当該ホール

からの距離 

川崎市 ７４．８％ 総合自治会館 １,２４０ｍ 
 川崎区 （ ６．０％） コンベンションホール １,２８０ｍ 
 幸区 （ ４．６％） 中原市民館 １,３１０ｍ 
 中原区 （３９．７％） 総合福祉センター １,５１０ｍ 
 高津区 （１２．６％） 川崎市民プラザ ３,９１０ｍ 
 宮前区 （ ６．０％） 幸市民館 ４,４４０ｍ 
 多摩区 （ ４．０％） 高津市民館 ４,６９０ｍ 
 麻生区 （ ２．０％）   
横浜市 １２．６％   
東京２３区 ５．３％   
その他 ７．３％   
利用者の 5 割は当該ホールから半径 2.7 ㎞圏内の居住しています。利用者の約 40％は中

原区に居住しており、地域での利用が多いことが窺えます。 
当該ホールの半径 2km 圏内に本市の公共ホールが 4 箇所立地しており、その内、国際交

流センターの利用用途上位である「楽器演奏・合唱」や「ダンス」、「会議・研修・講演会等」

が比較的安価な利用料（時間当たり 2,500 円程度以下）で利用可能な施設として、総合自治

会館（練習のみ）や中原市民館が想定されます。 
  

：利用者がいないエリア 

：利用者がいるエリア 

※図中の青色の棒線の長さは 

利用者数の多寡を示している 
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（５）中原市民館 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

利用者の 

居住エリア 

利用者全体に 

占める割合 

 周辺の本市公共ホール 

（当該ホールから近い順） 

当該ホール

からの距離 

川崎市 ８５．６％ 総合自治会館 ２５０ｍ 
 川崎区 （ ９．０％） コンベンションホール ４５０ｍ 
 幸区 （ ８．０％） 国際交流センター １,３１０ｍ 
 中原区 （３３．８％） 総合福祉センター １,８００ｍ 
 高津区 （１６．４％） 幸市民館 ４,１５０ｍ 
 宮前区 （ ９．０％） 川崎市民プラザ ４,７００ｍ 
 多摩区 （ ６．５％）  
 麻生区 （ ３．０％） 
横浜市 ８．０％ 
東京２３区 ３．５％ 
その他 ３．０％   
利用者の 5 割は当該ホールから半径 3.7 ㎞圏内に居住しています。利用者の約 30％は中

原区に居住していますが、川崎区、幸区、高津区、宮前区の居住者も一定程度利用している

ことから、地域での利用が中心であるものの、他の市民館と比して市域全体での利用が多い

ことが窺えます。 
当該ホールの半径 2km 圏内に本市の公共ホールが 4 箇所立地しており、その内、中原市

民館の利用用途上位である「ダンス」や「楽器演奏・合唱」、「会議・研修・講演会等」が比

較的安価な利用料（時間当たり 2,500 円程度以下）で利用可能な施設として、総合自治会館

や国際交流センターが想定されます。  

：利用者がいないエリア 

：利用者がいるエリア 

※図中の青色の棒線の長さは 

利用者数の多寡を示している 
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（６）川崎市総合福祉センター 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

利用者の 

居住エリア 

利用者全体に 

占める割合 

 周辺の本市公共ホール 

（当該ホールから近い順） 

当該ホール

からの距離 

川崎市 ７７．４％ コンベンションホール １,４００ｍ 
 川崎区 （ ８．０％） 国際交流センター １,５１０ｍ 
 幸区 （ ６．１％） 総合自治会館 １,５６０ｍ 
 中原区 （３２．５％） 中原市民館 １,８００ｍ 
 高津区 （１５．１％） 川崎市民プラザ ２,９３０ｍ 
 宮前区 （ ６．６％） 高津市民館 ３,３５０ｍ 
 多摩区 （ ５．７％） 男女共同参画センター ３,９８０ｍ 
 麻生区 （ ３．３％） 宮前市民館 ５,７６０ｍ 
横浜市 ８．０％ 幸市民館 ５,７８０ｍ 
相模原市 ０．９％  
東京２３区 ５．７％ 
その他 ８．０％   
利用者の 5 割は当該ホールから半径 3.5 ㎞圏内に居住しています。利用者の約 30％は中

原区に居住していますが、隣接する高津区や川崎区の居住者も一定程度利用していること

から、地域での利用が中心であるものの、他のホールと比して市域全体での利用が多いこと

が窺えます。 
当該ホールの半径 2km 圏内に本市の公共ホールが 4 箇所立地しており、その内、総合福

祉センターの利用用途上位である「楽器演奏・合唱」、「会議・研修・講演会等」、「バレエ」

が、同程度の料金（時間当たり 3,000 円前後）以下で利用が可能な施設として、国際交流セ

ンター、総合自治会館、中原市民館が想定されます。  

：利用者がいないエリア 

：利用者がいるエリア 

※図中の青色の棒線の長さは 

利用者数の多寡を示している 
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（７）川崎市民プラザ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

利用者の 

居住エリア 

利用者全体に 

占める割合 

 周辺の本市公共ホール 

（当該ホールから近い順） 

当該ホール

からの距離 

川崎市 ６６．１％ 高津市民館 １,５６０ｍ 
 川崎区 （ ０．０％） 男女共同参画センター ２,１７０ｍ 
 幸区 （ １．６％） 宮前市民館 ２,８３０ｍ 
 中原区 （１４．５％） 総合福祉センター ２,９３０ｍ 
 高津区 （１７．７％） 国際交流センター ３,９１０ｍ 
 宮前区 （１６．１％） コンベンションホール ４,３２０ｍ 
 多摩区 （１１．３％） 総合自治会館 ４,４７０ｍ 
 麻生区 （ ４．８％） 中原市民館 ４,７００ｍ 
横浜市 １６．１％  
相模原市 １．６％ 
東京２３区 １４．５％ 
その他 １．０％   
利用者の 5 割は当該ホールから半径 4.6 ㎞圏内に居住しています。突出して利用者が多

い居住エリアはないものの、利用者の約 60％は立地する高津区と隣接区（中原・宮前・多

摩）の居住者であることから、地域および隣接区の居住者の利用が多いことが窺えます。 
当該ホールの半径 2km 圏内に立地する本市の公共ホールは 1 施設（高津市民館）であり、

近接する高津市民館においても、川崎市民プラザの利用用途上位である「楽器演奏・合唱」

が、同程度の料金（時間当たり 3,000 円前後）で利用が可能です（空間上の制約はありま

す）。  

：利用者がいないエリア 

：利用者がいるエリア 

※図中の青色の棒線の長さは 

利用者数の多寡を示している 
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（８）高津市民館 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

利用者の 

居住エリア 

利用者全体に 

占める割合 

 周辺の本市公共ホール 

（当該ホールから近い順） 

当該ホール

からの距離 

川崎市 ７９．９％ 男女共同参画センター ７００ｍ 
 川崎区 （１０．３％） 川崎市民プラザ １５６０ｍ 
 幸区 （ ２．３％） 宮前市民館 ３,１８０ｍ 
 中原区 （１０．３％） 総合福祉センター ３,３５０ｍ 
 高津区 （２５．３％） コンベンションホール ４,６８０ｍ 
 宮前区 （１８．４％） 国際交流センター ４,６９０ｍ 
 多摩区 （１０．９％） 総合自治会館 ４,８７０ｍ 
 麻生区 （ ２．３％） 多摩市民館 ５,１４０ｍ 
横浜市 ６．３％  
相模原市 １．１％ 
東京２３区 ６．３％ 
その他 ６．３％   
利用者の 5 割は当該ホールから半径 4.0 ㎞圏内に居住しています。立地する高津区の利

用者がやや多いですが突出したものではなく、他の市民館ホールと比して、市域全体での利

用が多いことが窺えます。 
当該ホールの半径 2km 圏内に立地する本市の公共ホールは 2 施設であり、いずれの施設

（男女共同参画センター、川崎市民プラザ）も、高津市民館の利用用途上位である「楽器演

奏・合唱」や「会議・研修・講演会等」が、同程度の料金（時間当たり 3,000 円前後）で利

用が可能です。  

：利用者がいないエリア 

：利用者がいるエリア 

※図中の青色の棒線の長さは 

利用者数の多寡を示している 
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（９）川崎市男女共同参画センター 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

利用者の 

居住エリア 

利用者全体に 

占める割合 

 周辺の本市公共ホール 

（当該ホールから近い順） 

当該ホール

からの距離 

川崎市 ８０．４％ 高津市民館 ７００ｍ 
 川崎区 （ ０．７％） 川崎市民プラザ ２,１７０ｍ 
 幸区 （ １．４％） 宮前市民館 ３,１６０ｍ 
 中原区 （１３．０％） 総合福祉センター ３,９８０ｍ 
 高津区 （３５．５％） 多摩市民館 ４,５８０ｍ 
 宮前区 （１４．５％） コンベンションホール ５,２９０ｍ 
 多摩区 （１２．３％） 国際交流センター ５,３７０ｍ 
 麻生区 （ ２．９％） 総合自治会館 ５,４９０ｍ 
横浜市 ８．０％ 中原市民館 ５,７３０ｍ 
相模原市 ０．７％  
東京２３区 ５．１％ 
その他 ５．８％   
利用者の 5 割は当該ホールから半径 3.4 ㎞圏内に居住しています。利用者の約 40％は高

津区に居住し、利用者の約 80％弱は高津区と隣接区（中原・宮前・多摩）の居住者である

ことから、地域での利用および隣接区の居住者の利用が多いことが窺えます。 
当該ホールの半径 2km 圏内に立地する本市の公共ホールは 1 施設（高津市民館）ですが、

高津市民館は、男女共同参画センターの利用用途上位である「楽器演奏・合唱」や「太鼓」

についても利用が可能ではあるものの、一定の制限（大音量の電子楽器や太鼓など振動音の

影響が及ぶ会議室の予約をあわせて行う必要）があります。  

：利用者がいないエリア 

：利用者がいるエリア 

※図中の青色の棒線の長さは 

利用者数の多寡を示している 
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（１０）宮前市民館 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

利用者の 

居住エリア 

利用者全体に 

占める割合 

 周辺の本市公共ホール 

（当該ホールから近い順） 

当該ホール

からの距離 

川崎市 ７１．８％ 川崎市民プラザ ２,８３０ｍ 
 川崎区 （ ３．８％） 男女共同参画センター ３,１６０ｍ 
 幸区 （ １．５％） 高津市民館 ３,１８０ｍ 
 中原区 （ ４．６％） 多摩市民館 ３,７２０ｍ 
 高津区 （ ７．６％） 総合福祉センター ５,７６０ｍ 
 宮前区 （４４．３％） 国際交流センター ６,６５０ｍ 
 多摩区 （ ４．６％）   
 麻生区 （ ５．３％） 
横浜市 １２．２％ 
相模原市 ０．８％ 
東京２３区 ６．９％ 
その他 ８．４％   
利用者の 5 割は当該ホールから半径 3.0 ㎞圏内に居住しています。利用者の約 40％は宮

前区に居住しており、地域での利用が多いことが窺えます。 
当該ホールの半径 2km 圏内に立地する本市の公共ホールはないため、鷺沼駅周辺への移

転後においても、引き続き新たな市民館として、利用状況を踏まえながら、宮前区エリア内

において市民に利用機会の提供を行う必要があるものと考えられます。 
 
  

：利用者がいないエリア 

：利用者がいるエリア 

※図中の青色の棒線の長さは 

利用者数の多寡を示している 
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（１１）多摩市民館 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

利用者の 

居住エリア 

利用者全体に 

占める割合 

 周辺の本市公共ホール 

（当該ホールから近い順） 

当該ホール

からの距離 

川崎市 ７５．８％ 宮前市民館 ３,７２０ｍ 
 川崎区 （ ６．０％） 男女共同参画センター ４,５８０ｍ 
 幸区 （ １．３％） 高津市民館 ５,１４０ｍ 
 中原区 （ ２．７％） アートセンター ５,３４０ｍ 
 高津区 （ ４．７％） 麻生市民館 ５,４３０ｍ 
 宮前区 （ ６．７％） 川崎市民プラザ ５,８２０ｍ 
 多摩区 （４７．７％） 総合福祉センター ８,４４０ｍ 
 麻生区 （ ６．７％）  
横浜市 ８．１％ 
相模原市 １．３％ 
東京２３区 ７．４％ 
その他 ７．４％ 
利用者の 5 割は当該ホールから半径 3.0 ㎞圏内に居住しています。利用者の約 50％は多

摩区に居住しており、地域での利用が多いことが窺えます。 
当該ホールの半径 2km 圏内に立地する本市の公共ホールはないため、引き続き、利用状

況を踏まえながら、多摩区エリア内において市民に利用機会の提供を行う必要があるもの

と考えられます。 
 
  

：利用者がいないエリア 

：利用者がいるエリア 

※図中の青色の棒線の長さは 

利用者数の多寡を示している 
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（１２）麻生市民館 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

利用者の 

居住エリア 

利用者全体に 

占める割合 

 周辺の本市公共ホール 

（当該ホールから近い順） 

当該ホール

からの距離 

川崎市 ６８．３％ アートセンター １８０ｍ 
 川崎区 （ ５．０％） 多摩市民館 ５,４１０ｍ 
 幸区 （ ０．６％） 宮前市民館 ６,９３０ｍ 
 中原区 （ ３．１％） 男女共同参画センター ９,４００ｍ 
 高津区 （ ２．５％） 高津市民館 ９,７５０ｍ 
 宮前区 （ ５．６％） 川崎市民プラザ ９,７５０ｍ 
 多摩区 （ ８．７％）  
 麻生区 （４２．９％） 
横浜市 １０．６％ 
相模原市 ３．７％ 
東京２３区 ４．３％ 
その他 １３．０％ 
利用者の 5 割は当該ホールから半径 3.5 ㎞圏内に居住しています。利用者の約 40％は麻

生区に居住しており、地域での利用が多いことが窺えます。 
当該ホールの半径 2km 圏内に立地する本市の公共ホールとしてはアートセンターが 1 施

設ありますが、麻生市民館の利用用途上位である「楽器演奏・合唱」や「会議・研修・講習

会等」が同程度の料金で利用が可能な施設ではないため、引き続き、利用状況を踏まえなが

ら、麻生区エリア内において市民に利用機会の提供を行う必要があるものと考えられます。 

：利用者がいないエリア 

：利用者がいるエリア 

※図中の青色の棒線の長さは 

利用者数の多寡を示している 
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利用者の居住エリアの状況（まとめ） 
 

図中の点線赤囲みは、各ホールの利用者（利用団体の代表者）の 50％が居住するエリア 



.
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各施設の利用者の居住エリアの特徴等（まとめ） 

施設名 
利用者の５割が居住する 

当該ホールからの距離 
利用者の居住エリアの特徴 

半径２km圏内の本市の公共ホール 

（カッコ内は当該ホールからの距離） 

川崎市立労働会館 半径４５００ｍ圏内 ●利用者の 5 割は当該ホールから半径 4.5 ㎞圏内に居住している。利用者の約 40％は川

崎区に居住しており、地域での利用が多いことが窺える。 
●隣接する横浜市鶴見区の居住者も一定程度利用している。 

●スポーツ・文化総合センター（３３０ｍ）／●産業振興会館（１２８０ｍ） 
●ラゾーナ川崎プラザソル（１６００ｍ）／●川崎能楽堂（１６５０ｍ） 
●川崎シンフォニーホール（１６６０ｍ） 

川崎市産業振興会館 半径８９００ｍ圏内 ●利用者の 5 割の居住圏域は、当該ホールから半径 8.9 ㎞と広く、他ホールと比して利用

者の居住エリアの分布が広い。立地する川崎区の利用者がやや多いが突出したものではな

く、市域のみならず、隣接他都市の居住者を含めて広く利用されていることが窺える。 
●隣接する横浜市鶴見区の居住者も一定程度利用している。 

●ラゾーナ川崎プラザソル（５００ｍ） 
●川崎シンフォニーホール（７５０ｍ） 
●スポーツ・文化総合センター（９８０ｍ） 
●川崎能楽堂（１０４０ｍ） 
●労働会館（１２８０ｍ）／●幸市民館（１５７０ｍ） 

幸市民館 半径３５００ｍ圏内 ●利用者の 5 割は当該ホールから半径 3.5 ㎞圏内に居住している。利用者の約 30％は幸区

に居住し、約 60％は幸区と隣接区（川崎・中原）の居住者であることから、地域での利用

および隣接区の居住者の利用が多いことが窺える。 

●ラゾーナ川崎プラザソル（１４２０ｍ） 
●産業振興会館（１５７０ｍ） 
●川崎シンフォニーホール（１６２０ｍ）／●川崎能楽堂（１９８０ｍ） 

川崎市国際交流センター 半径２７００ｍ圏内 ●利用者の 5 割は当該ホールから半径 2.7 ㎞圏内の居住している。利用者の約 40％は中

原区に居住しており、地域での利用が多いことが窺える。 
●隣接する横浜市港北区の居住者も一定程度利用している。 

●総合自治会館（１２４０ｍ） 
●コンベンションホール（１２８０ｍ） 
●中原市民館（１３１０ｍ）／●総合福祉センター（１５１０ｍ） 

中原市民館 半径３７００ｍ圏内 ●利用者の 5 割は当該ホールから半径 3.7 ㎞圏内に居住している。利用者の約 30％は中原

区に居住しているが、川崎区、幸区、高津区、宮前区の居住者も一定程度利用しているこ

とから、地域での利用が中心であるものの、他の市民館と比して市域全体での利用が多い

ことが窺える。 

●総合自治会館（２５０ｍ） 
●コンベンションホール（４５０ｍ） 
●国際交流センター（１３１０ｍ） 
●総合福祉センター（１８００ｍ） 

川崎市総合福祉センター 半径３５００ｍ圏内 ●利用者の 5 割は当該ホールから半径 3.5 ㎞圏内に居住している。利用者の約 30％は中

原区に居住しているが、隣接する高津区や川崎区の居住者も一定程度利用していることか

ら、地域での利用が中心であるものの、他のホールと比して市域全体での利用が多いこと

が窺える。 

●コンベンションホール（１４００ｍ） 
●国際交流センター（１５１０ｍ） 
●総合自治会館（１５６０ｍ） 
●中原市民館（１８００ｍ） 

川崎市民プラザ 半径４６００ｍ圏内 ●利用者の 5 割は当該ホールから半径 4.6 ㎞圏内に居住している。突出して利用者が多い

居住エリアはないものの、利用者の約 60％は立地する高津区と隣接区（中原・宮前・多

摩）の居住者であることから、地域および隣接区の居住者の利用が多いことが窺える。 
●東京都区部や横浜市の居住者も一定程度利用している。 

●高津市民館（１５６０ｍ） 

高津市民館 半径４０００ｍ圏内 ●利用者の 5 割は当該ホールから半径 4.0 ㎞圏内に居住している。立地する高津区の利用

者がやや多いが突出したものではなく、他の市民館ホールと比して、市域全体での利用が

多いことが窺える。 

●男女共同参画センター（７００ｍ） 
●川崎市民プラザ（１５６０ｍ） 

川崎市男女共同参画センター 半径３４００ｍ圏内 ●利用者の 5 割は当該ホールから半径 3.4 ㎞圏内に居住している。利用者の約 40％は高津

区に居住し、利用者の約 80％弱は高津区と隣接区（中原・宮前・多摩）の居住者であるこ

とから、地域での利用および隣接区の居住者の利用が多いことが窺える。 

●高津市民館（７００ｍ） 

宮前市民館 半径３０００ｍ圏内 ●利用者の 5 割は当該ホールから半径 3.0 ㎞圏内に居住している。利用者の約 40％は宮

前区に居住しており、地域での利用が多いことが窺える。 
なし 

※最も近いホールは川崎市民プラザ（２８３０ｍ） 

多摩市民館 半径３０００ｍ圏内 ●利用者の 5 割は当該ホールから半径 3.0 ㎞圏内に居住している。利用者の約 50％は多摩

区に居住しており、地域での利用が多いことが窺える。 

なし 

※最も近いホールは宮前市民館（３７２０ｍ） 
麻生市民館 半径３５００ｍ圏内 ●利用者の 5 割は当該ホールから半径 3.5 ㎞圏内に居住している。利用者の約 40％は麻生

区に居住しており、地域での利用が多いことが窺える。 

●アートセンター（１８０ｍ） 



.
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市内公共ホールと民間ホールの配置状況（参考） 

 
 
 

凡例 

  
  
  
  
  

：本市の公共ホール 

 

：民間ホール（一般貸出有り） 

 

：民間ホール（一般貸出無し） 



.
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-100,000
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-60,000

-40,000

-20,000

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000 施設管理者（指定管理者等）の収支（平成28〜30年度平均）

指定管理料等 利用料金収入 その他収入 自主事業等収入 人件費等 電気代
ガス代 水道代 委託費等 自主事業等支出 収支

５．各ホールの収支状況 

 各ホールの収支状況については以下の通りです。 
 収支の整理にあたっては、新型コロナウィルス感染症の影響が出る前の平成 28～30 年度の３か年で整理しています。 
 市の収支としては、新築・改修関連の支出に加え管理・運営関連の支出がありますが、各年度の管理・運営収支だけを見ても、全ての施設で市の費用負担が必要な状況となっています。 

管理運営者（指定管理者等）の収支については、ほとんどの施設が、指定管理料や市からの補助がなければ運営が難しい状況となっています。 
市の収支状況（管理運営経費は平成 28～30 年度平均） 

 
労働会館 

ｽﾎﾟｰﾂ・文化 
総合ｾﾝﾀｰ 

川崎能楽堂 産業振興会館 幸市民館 
ﾗｿﾞｰﾅ川崎 

ﾌﾟﾗｻﾞｿﾙ 
川崎ｼﾝﾌｫﾆｰﾎｰﾙ 総合自治会館 国際交流ｾﾝﾀｰ 中原市民館 

新築・改修関連 市の支出 262,661 千円 3,205,591 千円 42,870 千円 437,964 千円 714,512 千円 279,608 千円 15,610,389 千円 413,589 千円 595,349 千円 490,119 千円 
市の収入 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

管理・運営関連 

(H28～H30 平均) 

市の支出（年間） 29,349 千円 90,152 千円 25,941 千円 13,086 千円 52,358 千円 24,658 千円 586,509 千円 10,271 千円 18,370 千円 53,660 千円 
市の収入（年間） ― ― ― ― 6,426 千円 ― ― ― ― 7,413 千円 

 
総合福祉ｾﾝﾀｰ 

コンベンション 
ホール 

川崎市民プラザ 高津市民館 
男女共同 

参画センター 
宮前市民館 多摩市民館 麻生市民館 アートセンター 

 
新築・改修関連 市の支出 1,098,903 千円 814,103 千円 126,968 千円 934,384 千円 467,907 千円 432,064 千円 630,993 千円 1,021,128 千円 370,243 千円 

市の収入 ― ― ― ― ― ― ― ― ― 
管理・運営関連 

(H28～H30 平均) 

市の支出（年間） 44,237 千円 7,680 千円 31,777 千円 65,639 千円 44,303 千円 61,045 千円 45,267 千円 77,435 千円 53,410 千円 
市の収入（年間） ― 6,985 千円 ― 12,214 千円 ― 11,973 千円 13,858 千円 9,779 千円 ― 

※ホール以外の機能（会議室など）と複合した施設については、ホール部分とそれ以外で明確に区分できる支出・収入を除き、ホール部分（楽屋、ホール専用トイレ等を含む）とそれ以外の部分の面積割合により按分して算出した。 
※按分にあたっての面積は、ホール部分が複数階層にわたり吹き抜けで設置されている場合があるため、見かけ上の面積ではなく、本市の建築確認申請時に想定される面積を使用した。 
※スポーツ・文化総合センター（平成 29 年６月完成）とコンベンションホール（平成 29 年 12 月完成）の収支は平成 30 年度分のみ、総合自治会館（令和２年６月完成）の収支は令和２年８月～令和３年３月にて算出した。 
 
 

 

-1,000,000

-500,000

0

500,000

1,000,000 施設管理者（指定管理者等）の収支（平成28〜30年度平均）

指定管理料等 利用料金収入 その他収入 自主事業等収入 人件費等 電気代
ガス代 水道代 委託費等 自主事業等支出 収支

収入 

支出 

川崎市スポーツ・文化総合センターと川崎シンフォニーホールを除いてグラフ拡大 千円 
千円 

支出 

収入 
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６．今後想定される修繕内容 

施設を適切に維持していくためには、計画的な修繕が必要となります。ホールは舞台機構、舞

台照明、舞台音響、舞台床などから構成されており、15 年程度で部分修繕、30 年程度でホール全

体の大規模な修繕が必要となります。 
ホール以外では屋根・外壁などの建築部位、受変電設備や一般照明などの電気設備、空調設備

やエレベーターなどの機械設備があり、これらについても耐用年数や劣化状況等を鑑み、適切に

修繕を行っていく必要があります。 
ホールに関わる修繕費は、1,000 名規模の多目的ホールを想定した場合、部分修繕には舞台機構

のワイヤー交換等に約５千万円、舞台照明の調光卓更新に約３千万円、舞台音響の音響調整卓更

新に約２千万円など、ホール全体の大規模改修（舞台機構、舞台照明、舞台音響、舞台床、客席な

ど）には約９億円の費用が想定され、60 年間の概算修繕費の合計は約 30 億円となる試算結果が

あります（過去実績から試算した結果）。 
ホール以外では、建築部位、設備ともに 15～30 年程度が計画更新年数となっており、約 8,000

㎡の建物を想定したとき、60 年間の概算修繕費の合計は約 35 億円となる試算結果があります（国

土交通省大臣官房営繕部監修の「建築物のライフサイクルコスト（第２版）」から試算）。 
 
【主な部位の計画更新年数】 

部位 計画更新年数 

舞台 機構 ・15 年：ワイヤや電気制御盤など 

・30 年：モーター、滑車など 

 照明 ・15 年：調光卓、調光器盤、器具など 

 音響 ・10 年：音響調整卓、ワイヤレスマイクなど 

 その他 ・30 年：舞台床、客席など 

舞台以外 建築 ・15～30 年：屋根（保護防水）、外壁（吹付け材）など 

 電気 ・25 年：受変電設備など 

・20 年：自動火災報知設備など 

 機械 ・15～20 年：空調設備など 

・30 年：エレベーターなど 

 ※計画更新年数は、舞台関連の部位についてはメーカー等へのヒアリング、舞台以外の部位につい

ては、国土交通省大臣官房営繕部監修の「建築物のライフサイクルコスト（第２版）」を参照 
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今後想定される主な修繕内容（不具合等が判明している部分のみ）は下表のとおりです。 
 各年度とも５～10 億円程度の修繕費用が必要となる見込みですが、実施時期が未定となってい

る修繕が多く、それら修繕に要する費用は 40 億円以上となっています。これらはあくまでも不具

合等が判明している部分のみであり、この他に計画更新年数を超えている設備が多く存在してい

る状況です。 
施設名 改修目的 内容 

川崎市立労働会館 機能見直し 市民館機能との合築 
川崎能楽堂 機能維持 舞台照明設備改修､舞台機構設備改修など 
川崎市産業振興会館 機能維持 舞台機構設備改修など 
幸市民館 機能維持 調光装置改修など 
ﾗｿﾞｰﾅ川崎ﾌﾟﾗｻﾞｿﾙ 機能維持 舞台機構設備改修､舞台音響設備改修など 
川崎市国際交流ｾﾝﾀｰ 機能維持 舞台音響設備改修など 
中原市民館 機能維持 舞台機構設備改修､舞台照明設備改修など 
川崎市総合福祉ｾﾝﾀｰ 機能維持・機能見直し 舞台設備改修､ﾄｲﾚ洋式化など 
川崎市民ﾌﾟﾗｻﾞ 機能維持・機能見直し 舞台照明設備改修､ﾄｲﾚ洋式化など 
高津市民館 機能維持・機能見直し 吊物ﾜｲﾔｰ更新､ﾄｲﾚ洋式化など 
川崎市男女共同参画ｾﾝﾀｰ 機能維持・機能見直し 舞台照明設備改修､ﾄｲﾚ洋式化など 
宮前市民館 機能維持 調光装置改修 
多摩市民館 機能維持・機能見直し 舞台照明設備改修､ﾄｲﾚ洋式化など 
麻生市民館 機能維持・機能見直し 特定天井改修､ﾄｲﾚ洋式化など 
川崎市ｱｰﾄｾﾝﾀｰ 機能維持 舞台音響設備改修など 

 
 

億円 
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７．ホールの利用実態等を踏まえた課題 

（１）稼動率について 

多くの施設では稼動率は比較的高い状況となっていますが、稼動率が 50％に満たないな

ど、必ずしも効果的な活用ができているとは言えない施設があり、効果的な活用に向けた改

善が必要となっています。 
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施設別稼動率の状況 
施設名 H28 H29 H30 R1 R2 

労働会館 51.7% 51.9% 53.9% 47.7% 30.0% 
スポーツ文化総合センター ― ― 79.6% 82.1% 33.0% 
川崎能楽堂 28.4% 26.0% 28.1% 27.1% 34.2% 
産業振興会館 74.3% 81.3% 68.7% 65.5% 28.6% 
幸市民館 48.3% 48.9% 56.8% 54.3% 40.3% 
ラゾーナ川崎プラザソル 88.0% 81.3% 94.0% 83.8% 43.2% 
川崎シンフォニーホール 88.3% 84.5% 94.3% 76.8% 60.7% 
総合自治会館 ― ― ― ― 23.3% 
国際交流センター データ無し 73.1% 70.2% 71.6% 53.3% 
中原市民館 82.1% 77.6% 84.1% 75.6% 45.9% 
総合福祉センター 80.0% 78.2% 80.2% 74.7% 35.4% 
コンベンションホール ― ― 22.7% 26.5% 14.4% 
川崎市民プラザ 31.4% 30.4% 25.2% 30.5% 20.5% 
高津市民館 75.7% 71.7% 71.2% 65.5% 40.9% 
男女共同参画センター 89.7% 83.2% 85.0% 77.0% 63.7% 
宮前市民館 78.8% 78.2% 75.9% 76.4% 51.3% 
多摩市民館 79.8% 78.2% 78.7% 74.5% 48.8% 
麻生市民館 77.7% 77.2% 79.1% 73.1% 53.4% 
アートセンター データ無し 60.7% 53.4% 55.2% 37.0% 
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（２）利用客席数について 

本番利用時の利用客席数について、多くの施設（19 施設中 11 施設）で定員の５割以下の

利用が半数以上（利用コマ数ベース）なっています。 
また、多くの施設では客席を利用する本番利用が多い傾向にありますが、客席を利用しな

い練習利用が半数以上を占める施設もあります。 
利用客席数が少ない場合や客席を利用しない場合であっても、施設内の内装等（客席シー

ト交換、壁のクロス補修、床の張り替えなど）の維持管理コストが生じるとともに、施設規

模が大きいほど光熱水費等の支出が必要となることから、利用実態と利用施設のミスマッ

チを解消する必要があります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

全体の 70％以上 
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主な利用用途における利用客席数の状況等（H28～H30） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

全体の約 70％ 全体の約 50％ 

全体の約 60％ 

利用客席数 1000 人超の利用用途のうち、 
約 80％が「楽器演奏・合唱」となっている。 
（次点は、「会議・研修・講習会等」の約 6％） 
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円 



144 
 

（３）利用用途に応じた設備について 

ホール単体で捉えた場合には、多くの市民の利用機会を設ける観点で多目的な利用を促

すことが有効であると考えられますが、多目的な利用を行うためには設備を網羅的に備え

る必要があり、それぞれに維持管理経費が必要となるとともに、ホールによっては利用頻度

が少ない設備がある（施設管理者へのヒアリングによる）ことから、本市の公共ホール全体

を俯瞰しつつ、各施設に必要な設備等を検証する必要があります。 
 

舞台設備の例 
設備 音響反射板 所作台 松羽目 

イメージ 
写真 

   

概要 

演奏者の音声を客席へ

向けて効率的に反射さ

せるために使用される。 

舞台の上に敷かれる台。 
桧の板で作られていて、

足のすべりをよくするの

と、足拍子の響きをよく

するため等に使用され

る。 

能舞台をまねて舞台の

正面に老松を描いた舞

台装置。 

主な用途 
ピアノ演奏など 日本舞踊、歌舞伎舞踊な

ど 
能、狂言、歌舞伎など 

設備を 
持つ 

ホール 

川崎市立労働会館 
ｽﾎﾟｰﾂ･文化総合ｾﾝﾀｰ 
川崎市産業振興会館 
幸市民館 
川崎市総合福祉ｾﾝﾀｰ 
川崎市民ﾌﾟﾗｻﾞ 
高津市民館 
川崎市男女共同参画ｾﾝﾀｰ 
宮前市民館 
多摩市民館 
麻生市民館 

川崎市立労働会館 
ｽﾎﾟｰﾂ･文化総合ｾﾝﾀｰ 
幸市民館 
中原市民館 
川崎市総合福祉ｾﾝﾀｰ 
川崎市民ﾌﾟﾗｻﾞ 
高津市民館 
宮前市民館 
多摩市民館 
麻生市民館 

川崎市立労働会館 
ｽﾎﾟｰﾂ･文化総合ｾﾝﾀｰ 
川崎市総合福祉ｾﾝﾀｰ 
川崎市民ﾌﾟﾗｻﾞ 
宮前市民館 
多摩市民館 
麻生市民館 

更新に 
係る 

概算費用 
5,000～6,000 万円程度 1,000～1,500 万円程度 800～900 万円程度 
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各ホールの利用用途別利用割合（まとめ）（平成２８～令和２年度） 

 利用用途別利用割合（休館日や保守点検日等を除き、利用のあったコマ数全体のうちの各利用用途で使用したコマ数の割合） 

楽器演奏・合唱 
会議・研修 

・講演会等 
展示会 

演劇・ 

ミュージカル 
ダンス バレエ 表彰式 健康診断 日本舞踊・能 カラオケ 映画会 

幼稚園等の 

生活発表会 
不明 その他 

川崎市立労働会館 27.5% 31.3% 0.0% 2.4% 4.4% 1.4% 2.9% 0.0% 15.8% 0.0% 1.4% 7.4% 0.8% 4.7% 

スポーツ・文化総合センター 47.3% 13.1% 0.8% 10.7% 4.8% 8.1% 2.1% 0.0% 3.7% 0.3% 0.2% 0.7% 1.3% 7.0% 

川崎能楽堂 9.7% 0.0% 0.0% 1.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 86.8% 0.0% 0.0% 0.0% 1.1% 1.3% 

川崎市産業振興会館 22.6% 54.9% 1.3% 1.5% 1.6% 0.0% 2.6% 0.0% 0.1% 0.4% 0.4% 1.0% 1.4% 12.1% 

幸市民館 34.0% 15.4% 0.0% 16.3% 3.2% 2.9% 1.3% 3.6% 5.1% 0.0% 0.7% 4.1% 1.4% 12.0% 

ラゾーナ川崎プラザソル 10.2% 6.0% 5.5% 57.7% 7.8% 0.1% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 1.0% 0.7% 3.6% 7.4% 

川崎シンフォニーホール 96.0% 0.0% 0.0% 0.6% 0.1% 0.1% 1.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1% 2.1% 

川崎市総合自治会館 16.3% 45.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.6% 3.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.6% 6.3% 27.5% 

川崎市国際交流センター 30.3% 15.9% 0.0% 5.3% 22.2% 16.7% 0.9% 0.0% 0.3% 0.0% 2.2% 1.6% 1.5% 3.1% 

中原市民館 20.9% 21.0% 0.0% 5.5% 36.0% 0.2% 1.2% 0.0% 3.1% 0.7% 0.3% 1.8% 1.2% 8.2% 

川崎市総合福祉センター 25.2% 23.4% 0.0% 10.5% 5.2% 11.9% 4.1% 0.0% 2.7% 1.3% 2.5% 6.8% 1.6% 4.7% 

川崎市コンベンションホール 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 

川崎市民プラザ 50.7% 8.3% 0.0% 10.2% 9.4% 4.2% 1.5% 5.7% 0.6% 0.3% 1.1% 3.2% 2.2% 2.8% 

高津市民館 40.7% 34.3% 2.4% 3.4% 4.2% 0.3% 1.4% 0.1% 2.1% 0.0% 1.8% 0.3% 1.6% 7.4% 

川崎市男女共同参画センター 33.8% 2.7% 0.1% 3.8% 4.3% 0.9% 0.2% 8.6% 1.1% 0.9% 0.5% 3.9% 6.4% 32.8% 

宮前市民館 28.3% 10.9% 0.0% 6.1% 6.9% 15.7% 0.2% 9.4% 1.2% 0.1% 1.2% 4.3% 4.3% 11.3% 

多摩市民館 29.5% 13.2% 0.0% 10.0% 5.2% 21.4% 0.9% 4.5% 1.0% 0.1% 0.9% 1.8% 0.6% 11.1% 

麻生市民館 41.8% 15.7% 0.0% 8.1% 4.5% 6.7% 0.6% 3.8% 2.1% 0.5% 1.0% 2.1% 3.0% 10.2% 

川崎市アートセンター 5.7% 0.6% 0.0% 73.8% 5.8% 2.5% 0.0% 0.0% 1.0% 0.0% 4.1% 0.4% 0.0% 6.1% 
 
※利用割合は、保守点検日等を除き、利用のあったコマ数全体のうちの各利用用途で使用したコマ数の割合により算出 
※本データは施設が保管する利用者の申請書類（一部欠損あり）を基に集計している。 
※利用申請書に記載された利用目的のみからでは利用用途が明らかではない場合であっても、利用団体名や利用機材等の情報から利用用途を類推しているものがある（利用者名「劇団○○」 ⇒ 用途「演劇」など）。 
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各ホールの利用用途（平成 28 年度～令和２年度）を見ると、ほとんどの施設において「楽

器演奏・合唱」の用途での利用が上位となっています（下図参照）。川崎能楽堂における「日

本舞踊・能」、ラゾーナ川崎プラザソルやアートセンターにおける「演劇・ミュージカル」、

コンベンションホールにおける「会議・セミナー等」の利用割合に見られるように「楽器演

奏・合唱」以外の特定用途の利用割合が突出している施設がありますが、ほとんどの施設で

は「楽器演奏・合唱」を中心に多目的な利用が進んでいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）収支の状況と今後想定される修繕コストについて 

各施設の収支状況（管理運営経費だけでも毎年 10 億円以上の支出）や今後想定される主

な修繕内容を踏まえると、現在の設備・規模を維持し続ける場合、膨大な費用負担が継続し

て発生することになります。 
 また、本市の公共ホールは築 30 年以上の施設が多く老朽化が進行していることから、近

い将来、大規模改修や建替えを行う必要性が生じる可能性があり、今後、大規模改修等を行

う施設が発生した場合には、さらに費用負担が増嵩することとなります。 
 これらの負担は将来世代への負担につながるため、今後見込まれる人口減少や厳しい財

政環境等を踏まえると、本市の財政支出の削減に努めることが非常に重要となります。 
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（５）ホールの配置について 

交通利便性の高い産業振興会館（約半数が市外利用者）を除き、各ホールとも、利用者（利

用団体の代表者）の半数以上は当該ホールから概ね半径５km 圏内に居住しており、「生活

行動圏」内での移動が半数以上となっています。 
産業振興会館についても、市内利用者に着目すると、「生活行動圏」での移動が多数（川

崎・幸で半数以上）となっています。 
利用者へのアンケートやヒアリングにおいても、ホールへのアクセス手段については、ほ

とんどの利用者が公共交通機関を利用しており、ホールを選ぶ際に重視する項目としては、

「公共交通機関でのアクセス性」が「利用料金」を上回って１位となっています。 
このような状況を踏まえると、ホールの適正配置を検討する際には、地域のニーズにきめ

細やかに対応する観点から、市民の生活行動圏を踏まえる必要があります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

生活行動圏とは 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

生活行動圏とは、市民の日常的な生活エリアのことです。 
本市がめざす都市像や、まちづくりの基本目標などを定める「川崎市総合計画」の中では、

「『生活行動圏』を川崎駅・臨海部周辺エリア、川崎・小杉駅周辺エリア、中部エリア、北部エリ
アの概ね４つに大別し、地域の特性を活かしたまちづくりを進めることが重要」としています。 
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各施設の一般利用者の交通アクセス手段、ホールを選ぶ際に重視する項目等についてアンケート調査を

実施しました。 
 
 
 
 
 
 
 
 

回答属性 

回答者はホール利用者が全体の約 47％、年齢層は 50 代以上が約 71%でした。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ホールへの交通アクセス手段について（複数回答あり） 

利用者全体（ホール以外の利用者を含む）及びホール利用者の交通手段については、公共交通機関（電

車・バス）を利用している方が多い結果となりました。 
ホールへのアクセス手段として、公共交通機関（電車とバスいずれか又は両方）利用している方は、

利用者全体の約 60％（96 名中 58 名）、ホール利用者に限定すると約 55％（45 名中 25 名）でした。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ホールを選ぶ際に重視する項目（最大３つまで回答とした）※選択及び自由回答式 
ホール利用者がホールを選ぶ際に重視する項目としては、主催者・観客ともに「公共交通機関でのアク

セスのしやすさ」が最も多く、「利用料金」を上回っています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
他に利用するホールについて（複数回答あり）※選択及び自由回答式 
各ホールの利用者が普段から利用する他のホールについて回答があったものは以下のとおりです。 

回答した利用施設 他に利用するホール 

川崎市スポーツ・文化総合センター 労働会館、川崎シンフォニーホール、その他 

幸市民館 労働会館 

ラゾーナ川崎プラザソル 幸市民館、宮前市民館、多摩市民館、スポーツ・文化総合セン
ター、 

川崎シンフォニーホール スポーツ・文化総合センター、高津市民館、多摩市民館、麻生
市民館、 
サントリーホール、東京文化会館、東京芸術劇場）、東京オペラ

シティ、新国立劇場、すみだトリフォニーホール、横浜みなと
みらいホール 川崎市総合自治会館 中原市民館、高津市民館、国際交流センター 

川崎市総合福祉センター 国際交流センター、多摩市民館、麻生市民館、宮前市民館 

川崎市男女共同参画センター 高津市民館、川崎市民プラザ 

宮前市民館 幸市民館、多摩市民館、麻生市民館 

多摩市民館 労働会館、スポーツ・文化総合センター、高津市民館、宮前市
民館、 

麻生市民館 幸市民館、宮前市民館、多摩市民館、男女共同参画センター、 
アートセンター、その他 

川崎市アートセンター 麻生市民館 
 

施設利用者へのアンケート調査結果（概要） 

 
 
 

調査対象 ：ホール機能を有する本市公共施設を利用する全ての利用者 
調査方法 ：各ホールに二次元バーコード付きアンケート用紙を配架し、Web 上で回答を収集する

他、これまでヒアリングを実施した団体代表者等を通じて、団体内の利用者へ回答依頼 
調査日程 ：令和４年２月１７日（木）～令和４年４月２２日（金） 
回答総数 ：９６人（うち、ホール利用者４５人） 
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８．公共ホールの機能整理・適正配置等を行う上での基本方針 

各ホールの機能整理・適正配置等にあたっては、総合計画に定める本市がめざす都市像や

まちづくりの基本目標、『効率的・効果的な行財政運営による「持続可能な最幸のまち」の

実現』などを基本理念とする行財政改革の視点を踏まえるとともに、川崎市文化芸術振興計

画との整合を図りながら、以下の考え方で取組を進めるものとします。 

 

（１）利用実態を踏まえた効率的・効果的な利活用に向けて 

公共施設は施設単体で捉えた場合には、多目的な利用を促すことが市民の利用機会の拡

大や資産マネジメントの観点から有効であると考えられますが、同一機能を有する施設そ

れぞれを多目的化することが必ずしも有効であるとは限りません。 
ホール機能を有する１９施設をそれぞれ多目的化しようとした場合、利用用途それぞれ

に応じた設備を備える必要があります。 
また、各ホールの利用実態等を踏まえると、今後将来にわたって現在の機能・規模を維持

していくことは合理的ではないと考えられます。 
加えて、資産マネジメントの観点からも、今後見込まれる人口減少、厳しい財政環境、将

来世代の負担等を踏まえると、ホール機能を有する施設についてもこれまでと同様の設備・

規模で更新していくことは非常に困難な状況です。 
一方で、多様化・増大化する市民ニーズに的確に対応するとともに、現在の利用実態や将

来の利用想定等を踏まえながら引き続き市民サービスを提供することも必要です。 
そこで、各ホールの設備・規模等の検討にあたっては、市内の公共ホール全体の利用実態

や配置状況を踏まえながら、現在の機能・規模の適正化を念頭に各ホールで適切に役割分担

を行っていきます。 
 
（２）各ホールの役割分担の検討にあたってのエリア設定の考え方 

各ホールの利用者の居住エリアや交通アクセス手段等を踏まえると、川崎市総合計画（都

市構造・交通体系）における「生活行動圏」（川崎駅・臨海部周辺エリア、川崎・小杉駅周

辺エリア、中部エリア、北部エリア）内での利用が多いことが分かります。 
本市のまちづくりの考え方においても、「市民の身近な日常生活は、住まいを起点に、近

隣地域から身近な駅やターミナル駅周辺など、鉄道路線に沿ったエリアで展開」しているこ

とを念頭に、「地域生活拠点及び交通利便性の高い身近な駅周辺のまちづくり」を推進する

こととしております。 
そこで、各ホールでの役割分担の検討にあたっては、「生活行動圏」をエリアとして設定

し、それぞれのエリア内での各ホールでの役割分担を行っていきます。 
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生活行動圏と公共ホールの配置状況 
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（３）本市の公共ホール以外の施設との連携 

資産マネジメント第３期実施方針においては、「必要な機能の整備を図るため、公共施設

については、全てを本市が保有するのではなく、賃借を含めた適切な手法も使用する」こと

としています。 
 ホール機能を有する１９施設の利用状況を見ると、練習利用や少数での利用など、ホール

以外でも対応可能と思われる利用もあります。 
 そこで、利用目的に応じて、本市の他の公共施設や民間の施設への誘導を図るなど、本市

の公共ホール以外の施設との連携も視野に入れて検討を進めます。 
 

他の公共施設への誘導の可能性について 

 
 公共ホールの利用状況を見ると、、練習利用や少人数での利用など、ホール以外で

も対応可能と思われる利用もあります。 
例えば、１９の公共ホールから半径２ｋｍ圏内には１１４の公共施設（区役所支

所・出張所、学校施設除く）があり、条件付き（年齢制限や居住地の制限など）での

利用可能性を含めると、９割以上の施設で一般利用が可能となっています。 
また、公共ホールでの主な利用用途（音楽、演劇、ダンス、会議、カラオケ等）で

の利用が可能な諸室も多く、中には稼働率が５０％に満たないも諸室も一定数あり

ます。 
 これらの施設についても、利用者制限等の緩和や防音機能の整備など、より利用し

やすい環境を整えることで、現在のホール利用者を含めた市民サービスの向上につ

ながる可能性があります。 
市内の公共施設の分布状況 

  ：公共ホール 
  ：他の公共施設 
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９．具体的検討を進める上での前提条件の整理（利用用途に応じた必要な設備等） 

ホールには舞台機構設備、舞台照明設備、舞台音響設備などの設備がありますが、利用用

途毎に必要とする設備に違いがあります。 

ホールの役割分担検討にあたっては、利用用途に応じて必要となる設備を整理する必要

があります。 

 

（１）主なホールの設備 

ホール設備の種類は、舞台機構設備、舞台照明設備、舞台音響設備など利用目的に応じて

多岐にわたります。 

主な設備は以下の通りです。 

 ア 舞台機構 

 用途 写真 

吊物機構 大道具や舞台幕、照明器具など

を吊り、昇降させる機構である。

吊物機構の種類には照明バトン

や幕バトンなどがあり、動作方

法には手動または動力のシステ

ムがある。 

 

床機構 舞台床に設置された昇降、走行、

回転を行う機構であり、スピー

ディーな舞台転換、効果的な演

出、立体的な舞台を構成するた

めに使用される。また、大道具

等の搬入・搬出に使用する場合

もある。 
 

 

音響反射板 音響反射板はプロセニアム形式

の多目的ホールを、コンサートホ

ール形式に変えるための舞台機

構設備である。舞台上の演奏音を

客席側へ反射させて、また同時に

演奏者自身にも音を返し、演奏に

適した音質の空間を作る。 
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 用途 写真 

緞帳類 舞台と客席を仕切る幕であり、舞

台の一番前に吊られており、開演

時、終演時及び休憩時などに使用

される。緞帳類には、緞帳、絞り

緞帳、オペラカーテン、定式幕が

あり、演目により使う緞帳の種類

が異なる。 

 

黒幕類 黒い幕は、見えないように隠す目

的や、両角（間口とタッパ）を構

成する。照明器具の明かりが抜け

ないことが重要である。１つの施

設においては、袖幕・一文字幕を

はじめ、同じ布地を使用すること

が通例である。 
 

 

白幕類 白い幕は演出意図に合わせて照

明や映像を投影し、演出効果を高

める目的で使用される。照明や映

像を投影して演出効果を高める

ホリゾント幕、映写機やプロジェ

クターで映像を写すスクリーン

がある。 
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イ 舞台照明  

 用途 写真 

照明（舞台側） 舞台照明は単に舞台を明るくす

るということ以上に、舞台芸術に

おける様々な演出に応える情景

を照明によってつくり出すため

のものである。 

 舞台側には、舞台上部から舞台

上を照射するためのサスペンシ

ョンライト、舞台全体を均一に照

らすボーダーライト、舞台後部の

ホリゾント幕や背景幕に均一に

照明して、明るさや色を与えるホ

リゾントライトなどがある。ま

た、客席側には、客席の左右両側

から舞台へ投射するフロントサ

イドライト、客席正面の上部から

舞台を照射するシーリングライ

ト、客席側から舞台上の出演者の

動きに合わせて動かすフォロー

スポットなどがある。 

 舞台照明は観客の目に触れる

のは、照明器具から出る光であ

り、照明デザインを計画する上

で、用途や目的、上演演目、演出

方針の違いによる、照明器具や光

源の特性、性能、数量などの選択

が重要である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

照明（客席側）  

調光操作卓 オペレーターが操作することに

よって、作品における照明シーン

を再生するための装置である。多

様な照明器具の照度を調整する

ことによって、多種多様な舞台照

明デザインの実現を可能にする。 
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ウ 舞台音響  

 用途 写真 

音響装置 ホールの観客と舞台音響設備の

接点であるスピーカー、スピー

カーを駆動するために電力増幅

に特化したパワーアンプ、空気

振動を音声電気信号に変えるマ

イクなどがある。スピーカーに

は、客席の壁面に設置されるウ

ォールスピーカー、客席天井部

に設置されるシーリングスピー

カーなどの常設スピーカー、自

由に設置できる移動スピーカー

がある。 

 

録音再生機 ＣＤレコーダー、ＭＤレコーダ

ー、ハードディスクレコーダー、

メモリーレコーダーなどがある。

舞台音響では録音された音を再

生することも重要である。 
        

 

音響調整卓 多数のマイクや再生機器類から

の入力信号をミキシングして、常

設スピーカーや移動スピーカー

など、多数の出力系統へ送ってい

る。 
       

 

三点吊マイク ３本のワイヤーで吊り下げるマ

イクロホン装置のことで、主にホ

ールや劇場の客席前部の天井に

設置されている。三点吊マイクロ

ホンは、演奏など録音のメインマ

イクのほか、ノイズ収音用、エア

モニター用のマイクとしても使

用される。 
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エ その他 

 用途 写真 

プロジェクター 映像コンテンツの投影だけでは

なく、舞台美術や照明の補助的な

役割や、映像ならではの演出効果

を担うなど、様々な目的で使用さ

れている。 
       

 

ピアノ 音域や音量の幅、用途の幅広さな

どが長所であり、独奏だけではな

く、オーケストラ等との協演も得

意とし、オールマイティーな性能

を持つ。 
        

 

平台 舞台の上で高低をつける為の床

（二重・山台）で、主にオーケス

トラ他演奏者のひな段・屋台造り

に使用される。 
         

 

所作台 

 

主に能・歌舞伎・日舞等で使用す

る、足拍子がよく鳴るよう設計し

製作された台。天板の材質は桧系

無節材が使用される。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

松羽目、竹羽目 松羽目は大きな松の絵が描いて

あるもので、歌舞伎や能、日本舞

踊など日本の伝統芸能を上演す

るときに使用される。「所作台」と

ともに使用するのが一般的であ

る。 
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（２）各施設の設備の保有状況 

各施設の設備の保有状況は下表の通りです。 

※設備の有無の判定に際して、設備の性能・仕様は考慮していない。 

  

約２割の施設（労働会館、スポーツ・文化総合センター、総合福祉センターの３施設）で全ての設備を保有しており、多目的な利用が可能となっています。 

 その他の設備も含め、多くの設備を保有しているホールが多い状況ですが、ホールによっては利用頻度の少ない設備があることから、利用用途の観点から役割分担を行うことで、保有する設備の適正化を図る余地があると

考えられます。 

 

  

施設 

舞台機構 照明設備 音響設備 その他（備品） 

吊物機構 床機構 
音響 

反射板 
緞帳類 黒幕類 白幕類 

照明 

(舞台側) 

照明 

(客席側) 

調光 

操作卓 
音響装置 

録音 

再生器 

音響 

調整卓 

三点吊り 

マイク 
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ ピアノ 平台 所作台 

松羽目、 

竹羽目 

川崎市立労働会館 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 

スポーツ・文化総合センター 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 

川崎能楽堂 有 無 無 無 無 無 有 有 有 有 有 有 無 有 無 有 有 有 

川崎市産業振興会館 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 無 有 有 有 無 無 

幸市民館 有 無 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 無 

ラゾーナ川崎プラザソル 有 無 無 無 有 有 有 有 有 有 有 有 無 有 有 有 無 無 

川崎シンフォニーホール 有 有 有 無 無 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 無 無 

川崎市総合自治会館 有 無 無 無 無 有 有 有 有 有 有 有 無 有 有 有 無 無 

川崎市国際交流センター 有 有 無 無 無 有 有 有 有 有 有 有 無 有 有 有 無 無 

中原市民館 有 無 無 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 無 

川崎市総合福祉センター 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 

川崎市コンベンションホール 有 無 無 無 無 有 無 無 有 有 有 有 無 有 無 有 無 無 

川崎市民プラザ 有 無 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 

高津市民館 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 無 

川崎市男女共同参画センター 有 無 有 有 有 無 有 有 有 有 有 有 有 無 有 有 無 無 

宮前市民館 有 無 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 

多摩市民館 有 無 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 

麻生市民館 有 無 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 

川崎市アートセンター 有 無 無 無 有 有 有 有 有 有 有 有 無 有 有 有 無 無 



.
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調査対象 ：４５団体（文化芸術団体１０団体、利用団体１６団体、施設管理者１９者） 
調査方法 ：上記調査対象団体へメール、郵送等によりアンケート調査票を送付し、回答を集計 
調査期間 ：令和４年７月１２日（火）～令和４年７月２７日（水） 
回答総数 ：３２団体 
 

アンケートは、利用実績の多い１７の利用用途を対象とし、各設備の利用頻度を４段階（右表）で回答をしていただきました。 
各団体から複数の回答があるため、利用頻度を点数化（「◎：３点 、○：２点 、▲：１点 、×：０点）」）し、平均点から 
「2.50 点以上：◎ 、1.50 点以上 2.50 点未満：○ 、0.50 点以上 1.50 点未満：▲ 、0.50 点未満：×」として評価しました。 

 

（３）利用用途に応じた必要な設備 

 利用用途に応じた必要な設備を整理するために、ホール利用団体を対象にアンケートを実施しました。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

分
類 

利用用途 

舞台機構 照明設備 音響設備 その他 

吊物機構 床機構 音響反射板 緞帳類 黒幕類 白幕類 舞台側照明 客席側照明 調光操作卓 音響装置 録音再生器 音響調整卓 三点吊ﾏｲｸ ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ ﾋﾟｱﾉ 平台 所作台 
松羽目、 

竹羽目 

音
楽 

オーケストラ × ▲ ○ ▲ × × ▲ ▲ ▲ ○ ▲ ▲ ○ × ○ ○ × × 

吹奏楽 × ▲ ○ × × × × ▲ ▲ ○ ▲ ▲ ○ × ○ ○ × × 

合唱 × ▲ ○ × × × ▲ ▲ ▲ ○ ▲ ▲ ○ × ○ ○ × × 

ピアノ × ▲ ○ × × × ▲ ▲ ▲ ○ ▲ ▲ ○ × ○ × × × 

演
劇
・
ダ
ン
ス
等 

演劇・ミュージカル ○ × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ▲ ○ × × 

ダンス ○ × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × × × × × 

バレエ ○ × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × × × × × 

幼稚園等生活発表会 ○ × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ▲ ○ ○ × × 

伝
統
芸
能
等 

日本舞踊・能 ○ × × ▲ ▲ ▲ ○ ○ ◎ ○ ▲ ○ × × × ○ ○ ○ 

邦楽 ○ × × ▲ ○ ▲ ○ ▲ ○ ○ ▲ ○ ○ × × ○ × × 

落語 ○ × × ▲ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ × × × ○ × × 

太鼓 ○ × × ▲ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ▲ ▲ ▲ × × × × × 

そ
の
他 

会議・セミナー等 ▲ × × × ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ○ ▲ ○ × ▲ × ▲ × × 

カラオケ ▲ × × ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ○ ○ ○ ○ × × × ▲ × × 

映画会 × × × × ▲ ○ ▲ × ▲ ○ ○ ○ × ○ × × × × 

展示会 × × × × × × ▲ ▲ × ○ × ○ × × × × × × 

健康診断 × × × × × × ▲ × × ▲ × ▲ × × × × × × 
 
 アンケートの結果、利用用途に応じて必要な設備がことなっていること、さらに利用用途を上表のように分類（「音楽」、「演劇・ダンス等」、「伝統芸能等」、「その他」）すると、各分類で必要な設備に傾向があることがわか

ります。 
 例えば、「音楽」は、音響反射板、三点吊マイク、ピアノが必要で、舞台機構の吊物機構や幕類は不要ですが、「演劇・ダンス等」では、舞台機構、照明設備、音響設備は必要で、床機構、音響反射板、三点吊マイクは不要

となるなど、「音楽」と「演劇・ダンス等」では必要な設備が異なっている場合が多いことがわかります。 
 「伝統芸能等」は、「演劇・ダンス等」で必要となる設備に加え、用途によっては平台、所作台、松羽目が必要となっています。 

現在は、多目的な利用が可能な施設が多い状況ですが、各ホールで保有している設備を考慮するとともに、利用用途毎の必要な設備の傾向を踏まえた上で、役割分担の検討を行っていく必要があります。 

４段階の回答分類 

 

◎ ：必ず使用する 

○ ：使用することが多い 

▲ ：あまり使用しない 

× ：使用しない 
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１０．具体的検討を進める上での前提条件の整理（利用用途に応じた施設規模） 

本市の公共ホールは、客席規模が 148 席の川崎能楽堂のような小規模なホールから、 

2,013 席のスポーツ・文化総合センターの様な大規模なホールがあり、施設規模にバラつき

があります。 

ホールの役割分担を行う際には、利用用途に応じて求められる施設規模を踏まえる必要

があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）利用用途別の利用客席数 

利用用途によって、利用客席数の規模に傾向が見られる可能性があることから、利用者デ

ータを用いて、本番利用時の各用途に必要な客席規模について分析を行いました。 

分析にあたっては、新型コロナウィルス感染症拡大の影響を考慮し、平成 28 年度～平成

30 年度の３か年実績データを母集団とし、練習利用や本番の為の準備などは母集団から除

いています。 

主な利用用途別の利用客席数の状況は以下の通りです。 

なお、図中の赤枠は、実際の利用コマを利用人数が小さい順に並べた時の、中央値の前後

25％分（全体の 50％）の利用コマを囲っています。 

 

 

人 
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データの中央 50％部分の範囲 

データの中央 50％部分の範囲 

人 

人 
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データの中央 50％部分の範囲 

データの中央 50％部分の範囲 

人 

人 
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データの中央 50％部分の範囲 

データの中央 50％部分の範囲 

人 

人 
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データの中央 50％部分の範囲 

データの中央 50％部分の範囲 

人 

人 
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データの中央 50％部分の範囲 

データの中央 50％部分の範囲 

人 

人 



165 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

データの中央 50％部分の範囲 

データの中央 50％部分の範囲 

人 

人 
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データの中央 50％部分の範囲 

データの中央 50％部分の範囲 

人 

人 
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データの中央 50％部分の範囲 

データの中央 50％部分の範囲 

人 

人 
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分析の結果、利用用途により、必要となる利用客席数が集中する範囲があるとともに、用

途別の違いもあることがわかります。 

そのため、市内の公共ホールは客席数にバラつきがあることを踏まえると、利用用途別の

客席規模の視点から役割分担を行うことが必要となります。 

 

データの中央 50％部分の範囲 

人 
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（２）利用用途別の利用客席数の傾向 

（１）の結果を見ると、利用用途によっては極端に大きい（または小さい）値がある場合があります。 

そこで、データのバラつき程度を考慮しながら、利用用途別の傾向を把握するために下表のとおり「箱ひげ図」で整理を行いました（「箱ひげ図」の見方については次ページ参照）。 

オーケストラ、吹奏楽、バレエ、太鼓の様に同一用途における利用客席数にバラつきが大きい利用用途がある一方で、ピアノ、会議・セミナー等、健康診断の様に同一用途における利用客席数にバラつきが少ない利用用途があります。 

また、オーケストラでの利用（中央値 1,200 席利用コマ）においては、半数以上の本番利用コマで 1,000 人規模以上のホール（該当するホールはスポーツ・文化総合センターと川崎シンフォニーホールのみ）が必要となっていますが、

オーケストラ以外の利用用途においては、半数以上の利用コマについては、客席定員 700 席の高津市民館以上の席数を有するホール（11 施設が該当）の客席規模で対応可能となっていることがわかります。 

このように、利用用途によって必要とする客席規模に違いがあることから、各ホールの役割分担検討においては、利用用途別の必要客席数の傾向を踏まえる必要があります。 

 

 
 

半数以上の本番利用コマで、 

1000 人規模以上のホールが必要 

スポーツ・文化総合センター 

川崎シンフォニーホール 

麻生市民館 
コンベンションホール 
総合福祉センター 
多摩市民館・宮前市民館 男女共同参画センター 
幸市民館 

労働会館 

高津市民館 

市民プラザ 
産業振興会館 

中原市民館 

国際交流センター 

プラザソル 総合自治会館 
アートセンター 
能楽堂 

人 
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最大値 

最小値 

中央値 

第１四分位数 

第３四分位数 

上
位 

 

デ
ー
タ 

25 
% 

上
位 

 

デ
ー
タ 

50 
% 

下
位 

 

デ
ー
タ 

50 
% 下

位 
 

デ
ー
タ 

25 
% 

四
分
位
範
囲 

参考 箱ひげ図の見方 

中央値   ：データを小さい順に並べた時、順位が真ん中となる値。 

第１四分位数：データを小さい順に並べた時、下から 1/4 の位置にある値。 

第３四分位数：データを小さい順に並べた時、下から 3/4 の位置にある値。 

四分位範囲 ：データの真ん中の 50%の分布であり、この範囲が狭ければ 

データのバラつきが少なく、広ければデータのバラつきが 

大きいことを示している。 
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 舞台機構 照明設備 音響設備 その他 

バ
ト
ン 

音
響
反
射
板 

緞
帳 

黒
幕
類 

白
幕
類 

照
明
設
備
（
舞
台
側
） 

照
明
設
備
（
客
席
側
） 

調
光
操
作
卓 

音
響
装
置 

録
音
再
生
器 

音
響
調
整
卓 

三
点
吊
マ
イ
ク 

松
羽
目
・
竹
羽
目 

平
台 

所
作
台 

音
楽 

ｵｰｹｽﾄﾗ × ○ ▲ × × ▲ ▲ ▲ ○ ▲ ▲ ○ × ○ × 

吹奏楽 × ○ × × × × ▲ ▲ ○ ▲ ▲ ○ × ○ × 

合唱 × ○ × × × ▲ ▲ ▲ ○ ▲ ▲ ○ × ○ × 

ピアノ × ○ × × × ▲ ▲ ▲ ○ ▲ ▲ ○ × × × 

演
劇
・
ダ
ン
ス
等 

演劇・ﾐｭｰｼﾞｶﾙ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ × 

ダンス ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × × × 

バレエ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × × × 

幼稚園発表会 ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ × 

１１．役割分担検討の具体的な進め方について 

各ホールの役割分担のパターンは多岐にわたるため、検討にあたっては、各ホールの現状

の特性（特定利用用途への対応可能性）を把握した上で、利用合理性や経済合理性の観点か

ら検討の軸となる課題施設等を抽出し、「機能向上」、「機能縮小」、「規模拡大」、「規模縮小」

など実現可能性のあるシナリオを複数パターン想定し検討することが必要となります。 

さらに、機能・規模の見直し検討にあたっては、利用用途毎に施設間の需要移転の可能性

を検証しつつ、コスト比較による客観的な評価を行うことが必要ですが、利用のしやすさ

（交通アクセスの状況等）などを総合的に検証することが重要となります。 
 

（１）設備面から見た各ホールの特定利用用途への対応可能性について 

今後の改修等により機能向上や機能縮小を行う場合が想定されますが、効果的に検討を

進めるために、設備面から各ホールの現状の特性（特定利用用途への“向き不向き”）を把

握します。 

具体的には、前述の各ホールの保有設備の状況を踏まえて、利用用途毎に利用頻度の高い

設備の保有状況を整理し、保有率の状況から各ホールの対応可能性を相対的に評価します。 

例えば、ダンスでの利用頻度が高い設備（○または◎となっている設備）は 10設備あり

（下図参照）、ホール毎にどのくらい充足しているのかを確認し、３段階で評価します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本検討では、評価基準を以下の通り設定し、評価結果は次ページのとおりとなります。 

ダンス利用の場合は、８つ以上充足している場合はＡ、５つ以上不足している場合はＣと

いう評価になります。 

 

 

 

評価基準 
・利用頻度の高い設備が８割以上充足している  ⇒ A 
・上記または下記以外             ⇒ B 
・利用頻度の高い設備が半数以上不足している  ⇒ C 
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設備面から見た各ホールの特定利用用途への対応可能性 

施設 

音楽 演劇・ダンス 伝統芸能など その他 

オーケストラ 吹奏楽 合唱 ピアノ 
演劇・ 

ミュージカル 
ダンス バレエ 

幼稚園等 
生活発表会 

日本舞踊・ 
能 

邦楽 落語 太鼓 
会議・ 

セミナー等 
カラオケ 映画会 展示会 健康診断 

川崎市立労働会館 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ 

スポーツ・文化総合センター Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ 

川崎能楽堂 Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ 

川崎市産業振興会館 Ａ Ａ Ａ Ｂ Ａ Ａ Ａ Ａ Ｂ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ 

幸市民館 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ 

ラゾーナ川崎プラザソル Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ａ Ａ Ａ Ａ Ｂ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ 

川崎シンフォニーホール Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ｂ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ 

川崎市総合自治会館 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ａ Ａ Ａ Ａ Ｂ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ 

川崎市国際交流センター Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ａ Ａ Ａ Ａ Ｂ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ 

中原市民館 Ａ Ａ Ａ Ｂ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ 

川崎市総合福祉センター Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ 

川崎市コンベンションホール Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ａ Ｂ Ｂ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ 

川崎市民プラザ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ 

高津市民館 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ 

川崎市男女共同参画センター Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ｂ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ｂ Ａ Ａ 

宮前市民館 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ 

多摩市民館 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ 

麻生市民館 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ 

川崎市アートセンター Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ａ Ａ Ａ Ａ Ｂ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ 
 

上表を見ると、約半数の施設（19 施設中９施設）で全ての用途の評

価がＡ評価となっています。また、約９割の施設（19 施設中１７施設）

で全ての用途の評価がＢ評価以上（Ａ又はＢ）となっており、多くの施

設で設備が充足している状況がわかります。 

 役割分担検討にあたっては、利用用途毎に他施設への需要移転の可能

性を検証することになりますが、例えば、音楽利用がＣ評価となってい

る川崎能楽堂や川崎市コンベンションホールに別ホールの音楽利用を

誘導しようとすると設備を大幅に拡充する必要が出てくる（音楽利用の

移転元ホールは元々ある設備を撤去することになる）とともに、利用し

にくい施設となる可能性があります。一方で、特定の利用用途に向いて

いる施設に当該需要を移転していくことで、需要の無くなった設備を撤

去することが可能となり、空きスペースを活用して必要な設備をより一

層充実させるなど、利用者がより利用しやすい環境を整えることが可能

となり、稼動率の改善にもつながります。 

そのため、役割分担検討では、現状、既に特定利用用途に向いている

施設に当該利用用途の別ホールの需要移転ができるかどうかを優先的

に検証することとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

需要移転の検討イメージ 

音楽利用コマ① 

演劇利用コマ① 

演劇利用コマ② 

音楽利用コマ② 

多目的ホールＡ 

多目的ホールＢ 

音楽利用コマ① 

音楽利用コマ② 

音楽利用に特化したホールＡ 

演劇利用コマ② 

演劇利用コマ① 

演劇利用に特化したホールＢ 

将来 現在 

≪現在≫ 

 ホールＡ、ホールＢともに多目的に利用され

ており、あらゆる利用用途を想定して、標準的

な設備が網羅的に備えられている。 
 
≪将来≫ 

 ホールＡ：音楽設備を充実させ、音楽利用に

特化したホールへ転換（演劇設備

を撤去・縮小する等によりコスト

抑制も図る）。 
     ⇒ 音楽利用がしやすい環境へ転換 
 
 ホールＢ：演劇設備を充実させ、演劇利用に

特化したホールへ転換（音楽設備

を撤去・縮小する等によりコスト

抑制も図る）。 
⇒ 演劇利用がしやすい環境へ転換 

 

 ※ホールＡ、ホールＢともに、特定利用用途以

外の利用を必ずしも排除するものではない 
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（２）客席規模から見た各ホールの特定利用用途への対応可能性について 

設備面と同様に、客席規模についても今後の改修・改築等により規模拡大や規模縮小を行

う場合が想定されますが、効果的に検討を進めるために、客席規模の観点から各ホールの現

状の特性（特定利用用途への“向き不向き”）を把握します。 

具体的には、前述の各ホールの客席規模の状況を踏まえて、利用用途毎に対応可能な利用

コマ数（平成 28～30 年度実績データ）の割合を整理し、各ホールの対応可能性を相対的に

評価します。 

例えば、合唱利用の場合、総合福祉センターでは実績の８割以上のコマに対応可能ですが、

産業振興会館では、対応可能なコマ数は実績の３割に満たない状況（下図参照）となってお

り、客席規模の面だけで見ると産業振興会館より総合福祉センターの方が合唱利用に向い

ていることがわかります。 

このように各ホールでの利用用途毎の対応可能コマ数の割合から各ホールの対応可能性

を３段階で相対的に評価します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本検討では、評価基準を以下の通り設定し、評価結果は次ページのとおりとなります。 

 
 

総合福祉センター（定員 923 人） 

産業振興会館（定員 478 人） 

全 732 コマ中 606 コマ（82.8％）で対応可 

全 732 コマ中 171 コマ（23.4％）で対応可 

評価基準 
・本番実績８割以上で対応可     ⇒ A 
・上記または下記以外        ⇒ B 
・本番実績の半数以上に対応できない ⇒ C 

人 
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客席規模から見た各ホールの特定利用用途への対応可能性評価の結果 

施設 

音楽 演劇・ダンス 伝統芸能など その他 

オーケストラ 吹奏楽 合唱 ピアノ 
演劇・ 

ミュージカル 
ダンス バレエ 

幼稚園等 
生活発表会 

日本舞踊・ 
能 

邦楽 落語 太鼓 
会議・ 

セミナー等 
カラオケ 映画会 展示会 健康診断 

川崎市立労働会館 Ｃ Ｂ Ｂ Ａ Ａ Ａ Ｂ Ｂ Ａ Ａ Ｂ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ 

スポーツ・文化総合センター Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ 

川崎能楽堂 Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｂ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｂ Ａ 

川崎市産業振興会館 Ｃ Ｃ Ｃ Ａ Ｂ Ｂ Ｂ Ｃ Ｂ Ａ Ｃ Ｂ Ｂ Ａ Ｃ Ｂ Ａ 

幸市民館 Ｃ Ｂ Ｂ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ｂ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ 

ラゾーナ川崎プラザソル Ｃ Ｃ Ｃ Ｂ Ｂ Ｂ Ｃ Ｃ Ｃ Ｂ Ｃ Ｂ Ｃ Ｂ Ｃ Ｂ Ａ 

川崎シンフォニーホール Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ 

川崎市総合自治会館 Ｃ Ｃ Ｃ Ｂ Ｂ Ｂ Ｃ Ｃ Ｃ Ｂ Ｃ Ｂ Ｃ Ｂ Ｃ Ｂ Ａ 

川崎市国際交流センター Ｃ Ｃ Ｃ Ｂ Ｂ Ｂ Ｃ Ｃ Ｃ Ｂ Ｃ Ｂ Ｂ Ｂ Ｃ Ｂ Ａ 

中原市民館 Ｃ Ｃ Ｃ Ａ Ｂ Ｂ Ｃ Ｃ Ｂ Ｂ Ｃ Ｂ Ｂ Ａ Ｃ Ｂ Ａ 

川崎市総合福祉センター Ｃ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ 

川崎市コンベンションホール Ｃ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ 

川崎市民プラザ Ｃ Ｃ Ｃ Ａ Ｂ Ｂ Ｂ Ｃ Ｂ Ａ Ｃ Ｂ Ｂ Ａ Ｂ Ｂ Ａ 

高津市民館 Ｃ Ｂ Ｂ Ａ Ａ Ａ Ｂ Ｂ Ａ Ａ Ｂ Ｂ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ 

川崎市男女共同参画センター Ｃ Ａ Ｂ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ｂ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ 

宮前市民館 Ｃ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ 

多摩市民館 Ｃ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ 

麻生市民館 Ｃ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ 

川崎市アートセンター Ｃ Ｃ Ｃ Ｂ Ｃ Ｂ Ｃ Ｃ Ｃ Ｂ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｂ Ａ 

 
オーケストラ利用におけるＡ評価は２施設のみ（スポーツ・文化総合センター、川崎シンフォニーホール）となっており、オーケストラの本番利用の多くで１,０００名規模以上の客席数が必要となっています。 

 オーケストラ以外の用途に着目すると、全てＡ評価となっている施設は約４割（１９施設中７施設）ある一方で、約４割の施設（１９施設中８施設）で、用途の半数以上がＢ評価以下となっており、施設規模により利用用途が限定さ

れる傾向にあることがわかります。 
役割分担検討にあたっては、利用用途毎に他施設への需要移転の可能性を検証することになりますが、例えば、バレエ利用がＣ評価となっている川崎市総合自治会館や川崎市国際交流センターにバレエ利用を誘導しようとするとハー

ド面で客席数を増やす必要が出てくることから建替えや大規模な改修が必要となります。 
そのため、設備面と同様に客席規模から見た役割分担検討においても、現状のホールで既に特定利用用途に向いている施設に当該利用用途の別ホールの需要移転ができるかどうかを優先的に検証することとします。 
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（３）２つの対応可能性評価を踏まえた総合評価の考え方について 

前述のように、各ホールの特定利用用途への対応可能性（向き不向き）には、設備面と客

席規模の２つの視点があるため、２つの側面からの各ホールの現状の特性（特定利用用途へ

の対応可能性）を総合的に捉える必要があります。 

そこで、本検討では、以下の通り２つの評価結果を掛け合わせて総合評価を行うことにし

ます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 総合評価の結果を相対的に確認し、「〇〇ホールは合唱には向いているが、演劇には向い

ていない」など、現在の各ホールに向いている利用用途の傾向を把握します。 
 実際の評価結果は次ページのとおりとなります。 

【 対応可能性評価① 】 

特定の利用用途での 
利用設備の充足状況 

【 対応可能性評価② 】 

各ホールの客席規模に対する 
特定の利用用途の対応可能性 

本番利用時の利用頻度の高い設備

の充足状況を３段階で評価 
本番利用時の客数（実績）に対して

の対応可能性を３段階で評価 

設備が８割以上充足している：Ａ 

上記または下記以外    ：Ｂ 

設備が半数以上不足している：Ｃ 

実績の８割以上に対応できる ：Ａ 

上記または下記以外     ：Ｂ 

実績の半数以上に対応できない：Ｃ 

【 利用用途別の対応可能性評価（総合評価） 】 

対応可能性評価① 対応可能性評価②  総合評価 

Ａ Ａ Ａ 
Ａ Ｂ Ｂ＋ 
Ａ Ｃ Ｂ 
Ｂ Ａ Ｂ＋ 
Ｂ Ｂ Ｂ 
Ｂ Ｃ Ｂ－ 
Ｃ Ａ Ｂ 
Ｃ Ｂ Ｂ－ 
Ｃ Ｃ Ｃ 
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２つの対応可能性評価を踏まえた総合評価の結果 

施設 

音楽 演劇・ダンス 伝統芸能など その他 

オーケストラ 吹奏楽 合唱 ピアノ 
演劇・ 

ミュージカル 
ダンス バレエ 

幼稚園等 
生活発表会 

日本舞踊・ 
能 

邦楽 落語 太鼓 
会議・ 

セミナー等 
カラオケ 映画会 展示会 健康診断 

川崎市立労働会館 Ｂ Ｂ＋ Ｂ＋ Ａ Ａ Ａ Ｂ＋ Ｂ＋ Ａ Ａ Ｂ＋ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ 

スポーツ・文化総合センター Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ 

川崎能楽堂 Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｂ－ Ｂ Ｂ－ Ｂ－ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ＋ Ａ 

川崎市産業振興会館 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ＋ Ｂ＋ Ｂ＋ Ｂ＋ Ｂ Ｂ Ａ Ｂ Ｂ＋ Ｂ＋ Ａ Ｂ Ｂ＋ Ａ 

幸市民館 Ｂ Ｂ＋ Ｂ＋ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ｂ＋ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ 

ラゾーナ川崎プラザソル Ｂ－ Ｂ－ Ｂ－ Ｂ Ｂ＋ Ｂ＋ Ｂ Ｂ Ｂ－ Ｂ＋ Ｂ Ｂ＋ Ｂ Ｂ＋ Ｂ Ｂ＋ Ａ 

川崎シンフォニーホール Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ｂ＋ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ 

川崎市総合自治会館 Ｂ－ Ｂ－ Ｂ－ Ｂ Ｂ＋ Ｂ＋ Ｂ Ｂ Ｂ－ Ｂ＋ Ｂ Ｂ＋ Ｂ Ｂ＋ Ｂ Ｂ＋ Ａ 

川崎市国際交流センター Ｂ－ Ｂ－ Ｂ－ Ｂ Ｂ＋ Ｂ＋ Ｂ Ｂ Ｂ－ Ｂ＋ Ｂ Ｂ＋ Ｂ＋ Ｂ＋ Ｂ Ｂ＋ Ａ 

中原市民館 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ＋ Ｂ＋ Ｂ＋ Ｂ Ｂ Ｂ＋ Ｂ＋ Ｂ Ｂ＋ Ｂ＋ Ａ Ｂ Ｂ＋ Ａ 

川崎市総合福祉センター Ｂ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ 

川崎市コンベンションホール Ｃ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ＋ Ｂ＋ Ｂ＋ Ｂ＋ Ｂ＋ Ａ Ｂ＋ Ｂ＋ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ 

川崎市民プラザ Ｂ Ｂ Ｂ Ａ Ｂ＋ Ｂ＋ Ｂ＋ Ｂ Ｂ＋ Ａ Ｂ Ｂ＋ Ｂ＋ Ａ Ｂ＋ Ｂ＋ Ａ 

高津市民館 Ｂ Ｂ＋ Ｂ＋ Ａ Ａ Ａ Ｂ＋ Ｂ＋ Ａ Ａ Ｂ＋ Ｂ＋ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ 

川崎市男女共同参画センター Ｂ Ａ Ｂ＋ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ｂ＋ Ａ Ｂ＋ Ａ Ａ Ａ Ｂ＋ Ａ Ａ 

宮前市民館 Ｂ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ 

多摩市民館 Ｂ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ 

麻生市民館 Ｂ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ 

川崎市アートセンター Ｂ－ Ｂ－ Ｂ－ Ｂ Ｂ Ｂ＋ Ｂ Ｂ Ｂ－ Ｂ＋ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ＋ Ａ 

 
オーケストラ以外の用途に着目すると、約３割の施設（19 施設中５施設）で全てＡ評価となっており、約５割の施設（19 施設中 10 施設）でＢ＋評価以上（Ａ又はＢ＋）となっており、これらの施設においては多目的な利用が可能と

なっています。これらの施設は、需要の受け入れ先としての可能性が相対的に高い可能性があります。 
一方で、音楽利用に着目すると、用途の半分以上がＢ評価以下（Ｂ、Ｂ－又はＣ）の施設が約５割（19 施設中９施設）となっており、音楽利用の需要移転先は限定的になる可能性があります。 
役割分担検討にあたっては、これらの各施設の傾向（特定利用用途への向き不向き）を踏まえた上で検討を進めることが重要になります。 
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（４）具体的な検討の進め方について 

特定の利用用途に向いているホールについては、現在の設備等を活かしながら改修等を

通じた機能分担を行うことが有効であることから、前述の総合評価の結果（利用用途への向

き不向き）を念頭に置きつつ、以下のステップで検討を進めます。 
 

ＳＴＥＰ１ 課題施設の抽出 
 役割分担検討は、各ホールの特定利用用途への対応可能性を踏まえた上で行うことが必

要ですが、想定される役割分担のパターンを比較し評価する上では指標が必要となります。 
 また、理論上、検討可能な役割分担パターンは膨大な数になることから、検討の軸となる

課題施設を抽出することが必要です。 
 そこで、前述のホールの利用実態を踏まえ、利用合理性（より効果的に使われているか）

と経済合理性（ホールを建設・維持・運営していく上でどの程度コストが抑えられているか）

の多寡に着目し、指標を設定します。 
 
 ア 指標①『利用合理性』 

  前述のホールの利用実態を踏まえると、利用合理性の観点では、稼働率の低さと客席利

用率の低さが課題として挙げられます。また、客席を利用しない練習利用については必ず

しもホールを利用する必要がないことが考えられます。 
そこで、利用合理性を測る指標として、『本番の稼働率【本番での利用コマ数÷利用可

能コマ数】』を設定し、各ホールの指標の多寡から検討の軸となる課題施設を抽出します。 
 
 
 
  なお、本番の利用コマ数には、本番前のリハーサルや準備のコマ数を含めるものとしま

す。 
 
 イ 指標②『経済合理性』 

  前述のホールの利用実態を踏まえると、経済合理性の観点では、建設コスト、年間運営

コスト、維持管理コストの高さなどが課題として挙げられます。また、施設規模の大きな

施設ほどコストが高い傾向にありますが、同時に、施設規模の大きな施設ほど観客として

の多くの市民を呼び込める施設となり、より多くの市民サービスを提供できる可能性が

あると言えます。 
  そこで、経済合理性を測る指標として、利用者一人あたりのコストの多寡の観点から、

『客席利用者あたりの年間予測コスト【（年間予測支出－年間予測収入）÷年間客席利用

者数】』を設定し、指標が低いホールを検討の軸となる課題施設として抽出（コストが低

いほど指標を高く設定）します。 

利用合理性：本番の稼働率 

【本番での利用コマ数÷利用可能コマ数】 
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  なお、施設毎に築年数や老朽化の状況が異なることから、コスト算出にあたっては、現

在の機能・規模を維持した場合に必要な各ホールの今後 60 年間の予測コストを算出しま

す。 
資産マネジメント第３期実施方針では、庁舎等建築物の目標耐用年数を 60 年以上とし

ていることから、コスト算出においては、舞台・舞台以外（屋根・外壁・機械設備・電気

設備等）のコストを解体費、建設費、計画修繕費、維持管理費の４つの項目に分類し、各

施設を 60 年間使用した後に現状の規模・機能に建替を行うこととして機械的に算出する

こととします。 
なお、ホール以外の諸室との複合施設については、施設全体の金額を算出した上で、施

設全体の面積に対するホール部分の面積により按分して積算することを基本とします。 
 

各項目のコスト算出方法例 
項目 内容 算出方法 

解体費 現建物の解体費 国土交通省大臣官房営繕部監修の「建築

物のライフサイクルコスト」等から算出 

建設費 現建物の再建築費 取得価格から建設工事費デフレータを勘

案して算出 

計画修繕費 舞台 過去実績や見積もりから単価を設定。更

新時期はメーカー推奨年数を根拠に設定 

舞台以外 国土交通省大臣官房営繕部監修の「建築

物のライフサイクルコスト」等から算出 

維持管理費 人件費、光熱水費、保守管理費等 平成 28～30 年度の実績の平均値より算

出 

利用料収入 ホールに係る利用料金収入 平成 28～30 年度の実績の平均値より算

出 

 
 

経済合理性：客席利用者あたりの年間予測コスト 

【（年間予測支出－年間予測収入）÷年間客席利用者数】 
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２つの指標の算出後、それぞれの指標が相対的に他の施設より低い施設を検討の軸とな

る課題施設とし、機能・規模の見直しを検討します。 
なお、機能・規模の見直しにあたっては、利用用途毎に、他施設への需要移転の可能性を

検証しながら進めるものとします。 
 
 

課題施設の抽出イメージ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

指標① 利用合理性 

（本番稼働率が高いほど指標を高く設定） 

指
標
② 

経
済
合
理
性 

 
 

 
 

（
コ
ス
ト
が
低
い
ほ
ど
指
標
を
高
く
設
定
） 

経済合理性の偏差値 50 ライン 

利
用
合
理
性
の
偏
差
値
50
ラ
イ
ン 

施設Ａ 

施設Ｂ 

施設Ｃ 

施設Ｄ 

施設Ｅ 

施設Ｆ 
施設Ｇ 

施設Ｈ 

施設Ｉ 

施設Ｊ 

相対的に、利用合理性・経済合理性が低い施設 

 
 

検討の軸となる課題施設として抽出し、機能・規模の見直しを検討 
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ＳＴＥＰ２ 課題施設の需要量の算出 
       利用実績から、利用用途別、本番・練習別、平日・休日別の利用コマ数（≒

需要量）に分類し、本番利用については、さらに利用人数別（利用客席数別）

にコマ数（≒需要量）を分類します。 
 

     需要量の算出イメージ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

利用実績コマ数全体 

利用用途Ａ 利用用途Ｂ 

本番 練習 

平日 休日 

・・・・・ 

本番 練習 

平日 休日 

利用実績を利用用途別、本番・練習別、平日・休日別

（本番利用についてはさらに人数別）に分類する 

平日 休日 平日 

人数別 

休日 

人数別 

平日 休日 平日 

人数別 

休日 

人数別 

需要量を細分化 



181 
 

ＳＴＥＰ３ 各ホールの需要受け入れ可能枠の算出 
移転候補先の受け入れ枠を把握するため、利用実績から各ホールの需要

受け入れ可能枠（≒非稼働コマ数）を平日・休日別に整理します。なお、休

館日や保守点検日などは非稼働コマには含みません（算定上は稼働コマ扱

いとします）。 
需要受け入れ可能枠の算出イメージ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ＳＴＥＰ４ 課題施設から課題施設以外のホールへの需要移転可能性検討 
       ＳＴＥＰ２で算出した需要量とＳＴＥＰ３で算出した需要受け入れ可能

枠のマッチングを実施し、実現可能な検討パターンを抽出します。 
このとき、実現可能な需要移転パターンとなるように、以下の条件に基づ

き検討を進めるものとします。 
 

 
 
 
 
 
       なお、全ての需要を移転させることを優先して検討を行いますが、全ての

需要が移転できない場合であっても、課題施設の機能・規模の適正化の可能

性を検証することとします。検討のイメージは次のとおりです（Ｐ172 にも

需要移転イメージを掲載しています）。 

周辺ホールの利用実績コマ数全体 

ホールＡ（定員 800 名） 

非稼働コマ 稼働コマ 

ホールＢ（定員 500 名） 

非稼働コマ 稼働コマ 

・・・・・ 

利用実績をホール別（定員別）の非稼働コマ（需要受け入れ可

能枠）を平日・休日別に分類する 

平日 休日 平日 休日 

需要受け入れ可能枠を細分化 

条件① 全ての利用客を収容する必要があることから、需要移転先の客席定員数が移転

するコマの客席利用人数を下回らない 
条件② 利用者の利便性を考慮すると、現在利用している施設が有する設備と同等以上

の設備を有する施設へ移転する必要があることから、需要移転先の設備の充足

状況が移転元の充足状況を下回らない 
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課題施設の需要移転検討イメージ 
 

利用用途 

移転元 課題施設Ａ 

（定員 400 席） 

移転元 課題施設Ｂ 

（定員 800 席） 

 
設備 

適性 

需要量 設備 

適性 

需要量 

 ～100 101～200 201～300 301～400 計 合計 ～100 101～200 201～300 301～400 401～500 501～600 601～700 701～800 計 合計 

音
楽 

オーケストラ Ａ 0 ｺﾏ 2 ｺﾏ 0 ｺﾏ 0 ｺﾏ 2 ｺﾏ 

144 ｺﾏ 

Ａ 4 ｺﾏ 0 ｺﾏ 3 ｺﾏ 0 ｺﾏ 4 ｺﾏ 0 ｺﾏ 0 ｺﾏ 0 ｺﾏ 11 ｺﾏ 

182 ｺﾏ 

吹奏楽 Ａ 2 ｺﾏ 0 ｺﾏ 0 ｺﾏ 1 ｺﾏ 3 ｺﾏ Ａ 3 ｺﾏ 0 ｺﾏ 4 ｺﾏ 0 ｺﾏ 3 ｺﾏ 2 ｺﾏ 1 ｺﾏ 0 ｺﾏ 13 ｺﾏ 

合唱 Ａ 0 ｺﾏ 1 ｺﾏ 0 ｺﾏ 0 ｺﾏ 1 ｺﾏ Ａ 0 ｺﾏ 0 ｺﾏ 0 ｺﾏ 0 ｺﾏ 0 ｺﾏ 0 ｺﾏ 0 ｺﾏ 0 ｺﾏ 0 ｺﾏ 

ピアノ Ａ 24 ｺﾏ 27 ｺﾏ 12 ｺﾏ 7 ｺﾏ 70 ｺﾏ Ａ 6 ｺﾏ 0 ｺﾏ 16 ｺﾏ 2 ｺﾏ 5 ｺﾏ 0 ｺﾏ 0 ｺﾏ 0 ｺﾏ 29 ｺﾏ 

演
劇
・
ダ
ン
ス 

演劇・ミュージカル Ａ 2 ｺﾏ 8 ｺﾏ 0 ｺﾏ 0 ｺﾏ 10 ｺﾏ Ａ 4 ｺﾏ 0 ｺﾏ 3 ｺﾏ 0 ｺﾏ 4 ｺﾏ 0 ｺﾏ 0 ｺﾏ 0 ｺﾏ 11 ｺﾏ 

ダンス Ａ 17 ｺﾏ 5 ｺﾏ 2 ｺﾏ 6 ｺﾏ 30 ｺﾏ Ａ 9 ｺﾏ 0 ｺﾏ 18 ｺﾏ 2 ｺﾏ 3 ｺﾏ 0 ｺﾏ 1 ｺﾏ 1 ｺﾏ 34 ｺﾏ 

バレエ Ａ 1 ｺﾏ 2 ｺﾏ 2 ｺﾏ 0 ｺﾏ 5 ｺﾏ Ａ 1 ｺﾏ 0 ｺﾏ 0 ｺﾏ 0 ｺﾏ 2 ｺﾏ 0 ｺﾏ 1 ｺﾏ 0 ｺﾏ 4 ｺﾏ 

幼稚園等生活発表会 Ａ 1 ｺﾏ 1 ｺﾏ 1 ｺﾏ 1 ｺﾏ 4 ｺﾏ Ａ 3 ｺﾏ 0 ｺﾏ 6 ｺﾏ 2 ｺﾏ 2 ｺﾏ 0 ｺﾏ 0 ｺﾏ 2 ｺﾏ 15 ｺﾏ 

伝
統
芸
能
等 

日本舞踊・能 Ａ 2 ｺﾏ 1 ｺﾏ 0 ｺﾏ 0 ｺﾏ 3 ｺﾏ Ｂ 2 ｺﾏ 0 ｺﾏ 6 ｺﾏ 1 ｺﾏ 2 ｺﾏ 1 ｺﾏ 1 ｺﾏ 0 ｺﾏ 13 ｺﾏ 

邦楽 Ａ 0 ｺﾏ 0 ｺﾏ 0 ｺﾏ 0 ｺﾏ 0 ｺﾏ Ａ 0 ｺﾏ 0 ｺﾏ 0 ｺﾏ 0 ｺﾏ 0 ｺﾏ 0 ｺﾏ 0 ｺﾏ 0 ｺﾏ 0 ｺﾏ 

落語 Ａ 0 ｺﾏ 0 ｺﾏ 0 ｺﾏ 0 ｺﾏ 0 ｺﾏ Ａ 0 ｺﾏ 0 ｺﾏ 0 ｺﾏ 0 ｺﾏ 0 ｺﾏ 0 ｺﾏ 0 ｺﾏ 0 ｺﾏ 0 ｺﾏ 

太鼓 Ａ 0 ｺﾏ 0 ｺﾏ 0 ｺﾏ 0 ｺﾏ 0 ｺﾏ Ａ 7 ｺﾏ 0 ｺﾏ 13 ｺﾏ 4 ｺﾏ 9 ｺﾏ 0 ｺﾏ 1 ｺﾏ 0 ｺﾏ 34 ｺﾏ 

そ
の
他 

会議・セミナー等 Ａ 4 ｺﾏ 3 ｺﾏ 5 ｺﾏ 0 ｺﾏ 12 ｺﾏ Ａ 0 ｺﾏ 0 ｺﾏ 4 ｺﾏ 0 ｺﾏ 0 ｺﾏ 0 ｺﾏ 0 ｺﾏ 0 ｺﾏ 4 ｺﾏ 

カラオケ Ａ 0 ｺﾏ 0 ｺﾏ 2 ｺﾏ 0 ｺﾏ 2 ｺﾏ Ａ 4 ｺﾏ 0 ｺﾏ 3 ｺﾏ 0 ｺﾏ 4 ｺﾏ 0 ｺﾏ 1 ｺﾏ 0 ｺﾏ 12 ｺﾏ 

映画会 Ａ 0 ｺﾏ 0 ｺﾏ 0 ｺﾏ 0 ｺﾏ 0 ｺﾏ Ｂ 0 ｺﾏ 0 ｺﾏ 2 ｺﾏ 0 ｺﾏ 0 ｺﾏ 0 ｺﾏ 0 ｺﾏ 0 ｺﾏ 2 ｺﾏ 

展示会 Ａ 0 ｺﾏ 0 ｺﾏ 0 ｺﾏ 0 ｺﾏ 0 ｺﾏ Ａ 0 ｺﾏ 0 ｺﾏ 0 ｺﾏ 0 ｺﾏ 0 ｺﾏ 0 ｺﾏ 0 ｺﾏ 0 ｺﾏ 0 ｺﾏ 

健康診断 Ａ 2 ｺﾏ 0 ｺﾏ 0 ｺﾏ 0 ｺﾏ 2 ｺﾏ Ａ 0 ｺﾏ 0 ｺﾏ 0 ｺﾏ 0 ｺﾏ 0 ｺﾏ 0 ｺﾏ 0 ｺﾏ 0 ｺﾏ 0 ｺﾏ 

 

 

利用用途 

移転候補先 ホールａ 

(定員 200 席) 

移転候補先 ホールｂ 

(定員 400 席) 

移転候補先 ホールｃ 

(定員 600 席) 

移転候補先 ホールｄ 

(定員 900 席) 

 
設備 

適性 

ホールＡ ホールＢ 
受入 

合計 

受入 

可能枠 

設備 

適性 

ホールＡ ホールＢ 
受入 

合計 

受入 

可能枠 

設備 

適性 

ホールＡ ホールＢ 
受入 

合計 

受入 

可能枠 

設備 

適性 

ホールＡ ホールＢ 
受入 

合計 

受入 

可能枠  移転 
可否 

移転 
ｺﾏ数 

移転 
可否 

移転 
ｺﾏ数 

移転 
可否 

移転 
ｺﾏ数 

移転 
可否 

移転 
ｺﾏ数 

移転 
可否 

移転 
ｺﾏ数 

移転 
可否 

移転 
ｺﾏ数 

移転 
可否 

移転 
ｺﾏ数 

移転 
可否 

移転 
ｺﾏ数 

音
楽 

オーケストラ Ｂ 不可   不可   

46 ｺﾏ 158 ｺﾏ 

Ａ   2 ｺﾏ     

19 ｺﾏ 27 ｺﾏ 

Ａ 可   可   

24 ｺﾏ 27 ｺﾏ 

Ａ 可   可 4 ｺﾏ 

30 ｺﾏ 34 ｺﾏ 

吹奏楽 Ｂ 不可   不可   Ａ   3 ｺﾏ     Ａ 可   可   Ａ 可   可 1 ｺﾏ 

合唱 Ｂ 不可   不可   Ａ   1 ｺﾏ     Ａ 可   可   Ａ 可   可   

ピアノ Ｂ 不可   不可   Ｂ 不可   不可   Ａ 可 7 ｺﾏ 可   Ａ 可   可 5 ｺﾏ 

演
劇
・
ダ
ン
ス 

演劇・ミュージカル Ａ   10 ｺﾏ     Ａ         Ａ 可   可   Ａ 可   可 4 ｺﾏ 

ダンス Ａ   22 ｺﾏ     Ａ   3 ｺﾏ     Ａ 可   可   Ａ 可 3 ｺﾏ 可 5 ｺﾏ 

バレエ Ａ   3 ｺﾏ     Ａ   2 ｺﾏ     Ａ 可   可   Ａ 可 2 ｺﾏ 可   

幼稚園等生活発表会 Ａ   1 ｺﾏ     Ａ   1 ｺﾏ     Ａ 可   可   Ａ 可 4 ｺﾏ 可   

伝
統
芸
能
等 

日本舞踊・能 Ｂ 不可       Ａ         Ａ 可 3 ｺﾏ 可   Ａ 可   可   

邦楽 Ａ         Ａ         Ａ 可   可   Ａ 可   可   

落語 Ａ         Ａ         Ａ 可   可   Ａ 可   可   

太鼓 Ａ         Ａ         Ａ 可   可 9 ｺﾏ Ａ 可   可   

そ
の
他 

会議・セミナー等 Ａ   8 ｺﾏ     Ａ   5 ｺﾏ     Ａ 可   可   Ａ 可   可   

カラオケ Ａ         Ａ   3 ｺﾏ     Ａ 可   可 5 ｺﾏ Ａ 可   可   

映画会 Ａ         Ａ         Ａ 可   可   Ａ 可 2 ｺﾏ 可   

展示会 Ａ         Ａ         Ａ 可   可   Ａ 可   可   

健康診断 Ａ   2 ｺﾏ     Ａ         Ａ 可   可   Ａ 可   可   

 
 

移転不可 

需要人数を受入れることができない 

移転可能 

移転可能 移転不可 

設備適性が下回る 
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ホール A 
築 20 年 

ホール B 
築 30 年 

 

ホール C 
築 40 年 

ホール A 
築 20 年 

ホール B 
築 30 年 

 

ホール C 
築 40 年 

ホール A 
築 20 年 

ホール B 
築 30 年 

 

ホール C 
築 40 年 

パターン A 
１施設に機能集約し、 

他施設を他用途へ転換等 

パターン B 
機能を複数施設に移転し、 

移転元の施設を他用途へ転換等 

パターン C 
複数施設を一つの施設に集約し、 

現施設を他用途へ転換等 

10 年後 
 
20 年後 
 
30 年後 
 
40 年後 

建替 

他用途へ
の転換等 

機能強化 
（改修等） 

他用途へ
の転換等 

建替 

機能強化 
（改修等） 他用途へ

の転換等 

建替 

機能強化 
（改修等） 

築 60 年経過時点 

築 60 年経過時点 

築 60 年経過時点 

築 60 年経過時点 

築 60 年経過時点 

築 60 年経過時点 

他用途へ
の転換等 

建替 
築 60 年経過時点 

建替 

建替え時期を早め 
その間の修繕は縮小 

築 60 年経過時点 

ＳＴＥＰ５ パターン別の 60年間将来予測コストの算出 
       ＳＴＥＰ４の検討においては、実現可能な需要移転パターンが複数抽出

できる場合があります。 
そこで、各パターンの 60 年間将来予測コストを算出し、比較検討を行い

ます。 
       検討パターンのイメージは以下の通りです。 
 

検討パターンのイメージ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

パターンＡ 特定の機能をホールＢに集中し、ホールＡ、ホールＣの関連設備の改修・修繕は限定的な

ものに留めることで総コストを抑制する。さらに、ホールＡ、ホールＣは耐用年限の到来

時期を見据えて今後のあり方を検討する。 
 

パターンＢ ホールＣの機能と需要量に応じて、ホールＡとホールＢの機能強化を行い、ホールＣは

耐用年限の到来時期を見据えて今後のあり方を検討する。 
 

パターンＣ ホールＣの耐用年限の到来時期にホールＢを建替えて機能統合する。この場合、ホール

Ｂの当面の大規模修繕・計画修繕の規模を縮小する。   
 比較の結果、需要移転が可能なパターンの中で、60 年間将来予測コストが最も有利なパ

ターンを基本として、詳細な検討を進めます。 
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6 7 8 9 第３四半期 第４四半期

資
産
保
有
の
最
適
化
の
取
組

令和５年度
令和６年度 令和７年度 令和８年度以降

公
共
ホ
ー
ル
の
あ
り
方
（
案
）

パブリック

コメント

公
共
ホ
ー
ル
の
あ
り
方

●課題施設の抽出

●生活行動圏内ごとに、各ホールの役割分担を検討 等

地域ごとの資産保有の最適化検討

（施設・地域分析、ワークショップ等の意見交換など）

最
適
化
方
針

施設の改

修時期に

応じて個

別検討

個
別
施
設
の
あ
り
方

※双方で連携して検討を進める。

（５）今後の取組の進め方について 

将来的な各ホールの具体的な機能等については、今後取組を進める「地域ごとの資産保有の最適化検討」と連携を図りながら、前述までの

ステップを経て、個別施設ごとに詳細な検討を進めるものとします。 
なお、取組の推進にあたっては、交通アクセスのしやすさなど利用者の利便性を考慮するとともに、利用者の御意見を丁寧に伺いながら進

めるものとします。 
 

今後のスケジュール 
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参考資料１ ホールのあり方検討専門部会 

 公共ホールのあり方をとりまとめるにあたり、学識者等による見識や市民意見を反映す

るため、７名の委員で構成する附属機関「川崎市公共施設マネジメント推進委員会 ホール

のあり方検討専門部会」を設置し、現地見学会を含め７回にわたる審議を行いながら進めま

した。 
 

委員名簿（50 音順） 
氏名 役職等 

李 祥準  関東学院大学 建築・環境学部 准教授 
稲生 信男  早稲田大学 社会科学総合学術院 教授 
勝又 英明 ◎ 東京都市大学 名誉教授 
貞包 知也  公募委員（～R5.3.31） 
佐藤 敦子  高崎経済大学 経済学部国際学科 准教授 
佐藤 忠  公益財団法人川崎市文化財団 新百合ﾄｳｪﾝﾃｨﾜﾝﾎｰﾙ館長（～R5.3.31） 

公益財団法人川崎市文化財団 新百合ﾄｳｪﾝﾃｨﾜﾝﾎｰﾙ勤務（R5.4.1～） 
関 昭三  川崎市総合文化団体連絡会 理事 

◎：部会長 
 
 
 

～これまでの開催経過～ 
 

≪第１回検討専門部会 令和３年９月２日開催≫ 

  【主な検討内容】 
   ・部会設置の趣旨について 
   ・検討の内容と進め方について 

 
 ≪ホール見学会 令和３年１２月２１日開催≫ 

   ・高津市民館、川崎市男女共同参画センターのホール見学 
 

 ≪第２回検討専門部会 令和４年２月１日開催≫ 

  【主な検討内容】 
   ・各施設の利用状況等について（中間報告） 
   ・各ホールで想定する演目と他ホールでの対応可能性 
   ・市内ホールの配置状況等について 
   ・各施設の改修予定について 
   ・補助金等適正化法について 
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 ≪第３回検討専門部会 令和４年５月６日開催≫ 

  【主な検討内容】 
   ・各施設の利用状況等について 
   ・適正配置検討にあたってのエリア設定について 
   ・ホールのあり方検討にあたっての基本的な考え方について 
 

≪第４回検討専門部会 令和４年１０月２５日開催≫ 

 【主な検討内容】 
・役割分担検討にあたっての条件整理について 
・役割分担検討の具体的な進め方について 

  
≪第５回検討専門部会 令和５年２月１６日開催≫ 

 【主な検討内容】 
  ・各ホールの対応可能用途について 
  ・課題ホールの抽出について 
  ・役割分担の検討について 
 
≪第６回検討専門部会 令和５年５月１日開催≫ 

 【主な検討内容】 
  ・公共ホールのあり方（素案）について 
 
 
≪第７回検討専門部会 令和５年８月４日開催≫ 

 【主な検討内容】 

  ・公共ホールのあり方について 
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参考資料２ 利用団体等へのヒアリング等について 

令和３年 12 月～令和４年３月にかけて、文化芸術団体や利用団体等、計 20 団体へホー

ルの使い方などについて、ヒアリングやアンケートを実施しました。また、令和４年６月～

７月にかけて、「公共ホールのあり方検討にあたっての基本的な考え方（案）」について、文

化芸術団体や利用団体、民間ホール運営者等、計 23 団体へ説明及び意見交換を実施しまし

た。 
主に、立地・交通利便性（駅からの距離が近いこと）、舞台の広さ（舞台が広いこと）、搬

入・搬出のしやすさ、楽屋の広さと数が重要であるという御意見、また、トイレの使いにく

さや数が少ない（特に女性用）という御意見が多くありました。 
客席規模については、1,000 席規模のホールを求める御意見があった一方で、300 席程度

の中小規模ホールを求める御意見もあり、利用用途により意見にバラつきがありました。 
舞台設備については、音楽利用の団体からは音響反射板を整備してほしいという御意見

があった一方で、現在の設備で十分であるという御意見、逆に過剰であるという御意見もあ

りました。 
その他には練習場所が不足しているという御意見もありました。 
利用料金については、利用団体からは使いやすい利用料金となっているという御意見が

あった一方で、民間ホール運営者からは公共ホールは利用料金が安すぎる、利用料金の観点

で公共ホールと天秤にかける利用者がおり、困ることがあるという御意見がありました。 
公共ホールの役割分担の検討については、利用用途を明確にしたホールが整備され、選択

できるようになるのがよいなど、本市の検討の方向性に肯定的な御意見が多く聞かれまし

た。
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項目 主な意見（文化芸術団体・利用団体） 

公共ホールの 
役割分担 

●中途半端な多目的ホールではなく、利用用途を明確にしたホールが必要。様々な
意見が出ると思うが、自信を持って、ホールの役割分担を決めてほしい。 

（合唱関係 他同趣旨２団体） 
●利用用途を明確にしたホールが整備され、選択できるようになるのがよい。 
（関係団体） 

配置状況 ●集客にも影響があるため、立地・交通利便性（駅からの距離）が重要。 
（関係団体 他同趣旨１４団体） 

舞台 ●高津市民館はステージが狭くなったため、本番利用ができなくなったので、客席
数だけではなく、ステージの広さを考慮すべき。 
（オーケストラ関係 他同趣旨５団体） 
●演者の待機場所などとして、舞台袖が広いことが重要。 
（演劇関係 他同趣旨４団体） 

客席 ●300 人を超える集客は少ないため、小中規模ホールがほしい。 
（演劇関係 他同趣旨６団体） 
●客席が全て埋まる大規模な発表会もあり、1000 席規模のホールが必要。 
（バレエ関係他同趣旨３団体） 

舞台設備 ●使い方のわからない設備もあり、オーバースペックのように感じる。 
（和太鼓関係） 
●音響反射板が一部不足しており、本番利用ができないため、整備してほしい。 
（オーケストラ関係 他同趣旨１団体） 

トイレ ●トイレ休憩の際、特に女子トイレの待ち時間が長くなっており、トイレの数が少
ない。（文化芸術団体 他同趣旨４団体） 
●トイレが旧式（和式）で使いづらい。（文化芸術団体 他同趣旨４団体） 

楽屋等 ●講師控室及び事務局作業室として、楽屋の広さと数が重要。 
（講習関係 他同趣旨５団体） 

利用料金 ●減免もあり、使いやすい利用料金になっている。（和太鼓関係 他同趣旨９団体） 
搬入・搬出 ●搬入・搬出ができず、本番利用ができなかったことがあり、搬入・搬出のしやす

さが重要。（演劇関係 他同趣旨７団体） 
練習会場 ●練習会場が不足している。（オーケストラ関係 他同趣旨４団体） 
その他 ●追加料金でも構わないので終了時間をフレキシブルに対応してほしい。 

（バレエ関係他同趣旨１団体） 
●駐車場は台数と料金の安さが重要。（和太鼓関係 他同趣旨３団体） 

 
項目 主な意見（民間ホール運営者） 

公共ホールの 
役割分担 

●何でもできるホールを整備していくより、役割分担を考えた方がよいと思う。 
（他同趣旨２事業者） 

配置状況 ●川崎市のホールは多すぎると思う。（他同趣旨１事業者） 
●200～300 席程度の良いホールがない。 

民間ホールの 
利用状況等 

●特に平日の稼働率が低く、稼働率を上げていきたい。（他同趣旨３事業者） 
●人件費や光熱水費などの運営コストを考えると、稼働率を上げると収支が悪化す
る可能性がある。（他同趣旨１事業者） 

市との連携 ●民間ホールへの利用者の誘導など、市との連携は歓迎する。（他同趣旨４事業者） 

利用料金 ●公共ホールの利用者としても、利用料金は安すぎると思う。（他同趣旨４事業者） 
●公共ホールの予約が取れたため、民間ホールを急遽キャンセルするなど、公共ホ
ールと天秤にかける利用者がおり、困ることがある。 
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参考資料３ 指定管理者等へのヒアリング等について 

令和３年 11 月～令和４年１月にかけて、各ホールの施設管理者（指定管理者等）に使い

やすさなどについて、ヒアリングやアンケートを実施しました。 
約５割の施設（19 施設中９施設）で築 30 年以上となっていることもあり、施設の課題と

して、バリアフリー（舞台までの経路に段差がある等）、照明や音響設備等の老朽化、トイ

レの老朽化や数が少ない（特に女性用）などの御意見が多くありました。 
機能面としては、舞台が狭く使いづらいいという御意見が多くありました。設備は不足し

ているという御意見は少なく、逆に使用していない設備があるという御意見がありました。 
客席規模については、適切・不足・過剰と御意見にバラつきがありました。 
その他として、新型コロナウィルス感染症拡大を契機に利用者から WEB 配信の要望が

多く、ネット環境の整備が必要との御意見が多くありました。 
運用面については、市内利用者が優先予約となっていない、本番利用者が優先予約となっ

ていないことを課題として挙げる施設がありました。また、本番利用は本番に向けた準備も

あることから、複数コマを連続で確保する必要があり、練習利用が間に入ると本番利用がで

きなくなってしまうことがあり、収益面での課題があるとの御意見がありました。 
その他、立地に関して、駅から近い施設ほど運営上優位性のある施設であると捉える管理

者が多く、立地が重要であるという御意見が多くありました。 
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項目 主な意見（施設管理者・指定管理者等） 

配置状況 ●立地条件が重要（駅からの距離など）。（同趣旨１１件） 
舞台 ●舞台、舞台袖が狭くて使いづらい。また、バックヤードが狭く、待機場所がない。 

（同趣旨９件） 
客席 ●利用用途を踏まえると、現在の客席の規模は適切。（同趣旨３件） 

●客席数が少ない。（１件） 
●客席数が多い。小中規模が使いやすい。（１件） 

舞台設備 ●設備のデジタル化や LED 化が進んでいない。故障、破損なども多く、設備の老
朽化が課題。（同趣旨８件） 
●使っていない設備や設備機能がある。使っていない設備は老朽化によるリスク、
またスペースの有効活用のためにも撤去したい。（同趣旨４件） 
●新型コロナウィルス感染症拡大以降、WEB 配信が多くなっており、ネット環境
の整備が重要。（同趣旨４件） 

トイレ ●トイレが使いづらく、数が少ない（特に女性用）。（同趣旨４件） 
楽屋等 ●楽屋の数が少なく、狭い。（同趣旨２件） 

●楽屋と舞台の距離が重要（遠くて使いづらい）。（同趣旨２件） 
搬入・搬出 ●搬入方法が人荷用エレベーターしかなく搬入がしにくいため、搬出入のしやすさ

が重要。（同趣旨４件） 
バリアフリー ●客席から舞台までの動線にスロープが無く、段差無しで舞台まで上がれない。バ

リアフリーへの対応が重要。（同趣旨６件） 
運用面 ●市内優先予約が無く、市内の方が抽選に外れることがある。（１件） 

●リハーサルだけ（本番は他のホール）の利用が多くなっている。（１件） 
●練習利用も本番利用もフラットな抽選となっており、本番利用者が抽選に外れる
ことがある。運営の立場としても、本番利用は設備利用料も見込めるが、練習利用
は光熱水費・人工等を考えると、収支がマイナスになってしまう。（１件） 

その他 ●駐車場の広さが重要（利用者から駐車場が狭い、もしくは広くて良いという意見
がある）。（同趣旨４件） 
●防音性能が悪く、利用用途によっては他の会議室も予約してもらう必要がある。
防音性能が重要。（同趣旨５件） 
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参考資料４ 各ホールの地域防災計画上の位置付け  

本市では、災害対策基本法第 42 条の規定に基づく地域防災計画として、震災対策編、風

水害対策編、都市災害対策編の３編を策定しています。この中で、公共ホールのあり方検討

の対象としている 19 施設において、帰宅困難者用一時滞在施設や広域避難場所などに指定

されている施設もあります。今後、ホールのあり方を踏まえた具体的な検討を進める上では、

地域防災計画上の位置付けを踏まえ、代替施設の有無などを考慮していきます。 
 
●地域防災計画上の主な位置付け 

施設名 
避難所 

補完施設 

広域 

避難場所 

帰宅困難者用 

一時滞在施設 

川崎市災害 

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ支援ｾﾝﾀｰ 

区災害 

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ 

労働会館 ●    ● 

ｽﾎﾟｰﾂ・文化 

総合ｾﾝﾀｰ 
  ●   

能楽堂      

産業振興会館   ●   

幸市民館   ●  ● 

ﾗｿﾞｰﾅ川崎 

ﾌﾟﾗｻﾞｿﾙ 
     

川崎ｼﾝﾌｫﾆｰﾎｰﾙ      

総合自治会館   ●  ● 

国際交流ｾﾝﾀｰ      

中原市民館 ●  ●  ● 

総合福祉ｾﾝﾀｰ ●  ● ● ● 

ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝﾎｰﾙ   ●   

市民ﾌﾟﾗｻﾞ  ● ●   

高津市民館 ●  ●   

男女共同参画 

ｾﾝﾀｰ 
  ●  ● 

宮前市民館 ●  ●  ● 

多摩市民館 ●  ●  ● 

麻生市民館 ●  ●  ● 

ｱｰﾄｾﾝﾀｰ   ●   

 
「避難所補完施設」 
住民が容易に避難できるよう地域の実情に応じて、緊急性や危険度から判断の上、避難所を補完するも

のとして、一時使用する施設。 
「広域避難場所」 
震災またはその二次災害等により、広域にわたって大きな被害が予測される場合、被害から逃れるため

の場所。 
「帰宅困難者用一時滞在施設」 
大地震の発生により鉄道等の公共交通機関が運行停止となり、帰宅が困難となって、行きどころのない

人を一時的に受け入れる施設。 
「川崎市災害ボランティア支援センター、区災害ボランティアセンター」 
災害ボランティアの活動調整等を実施する組織の設置が必要と認めたとき、ボランティアの活動拠点と

して設置する。 
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凡例 

参考資料５ 各ホール周辺の公共施設の配置状況  

公共ホールの利用状況を見ると、練習利用や少人数での利用など、ホール以外でも対応可

能と思われる利用があります。 
今後、将来的な各ホールの具体的な機能や配置等の検討を進めていく上では、他の公共施

設との連携を視野に入れる必要があることから、各ホール周辺の公共施設（各ホールから半

径２km 圏内に位置する公共施設）の配置状況等について整理を行いました。 
19 の公共ホールから半径２km 圏内に位置する公共施設は 114 あり（区役所、学校施設

等を除く）、利用者の年齢や居住地の制限がある場合があるものの、ほとんどの施設（114 施

設中 111 施設）で一般利用が可能であり、ホールで利用されている用途での利用が可能な

施設もあります。また、利用制限がある諸室の多くは、防音仕様となっていないことが理由

となっています。 
 
 
 
 
 
 
 

≪川崎市労働会館≫ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
労働会館の半径２km 圏内には、ホール以外で 23 の公共施設があり、これらの施設は公

共ホール利用されている用途での活動の可能性がある諸室を持っています。 

労働会館から半径２km 圏内 

：本市の公共ホール 

：本市の公共施設（一般利用が可能な施設） 

：本市の公共施設（一般利用を制限している施設） 

：民間ホール 
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≪川崎市スポーツ・文化総合センター≫ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

スポーツ・文化総合センターの半径２km 圏内には、ホール以外で 21 の公共施設があり、

これらの施設は公共ホール利用されている用途での活動の可能性がある諸室を持っていま

す。 
 

≪川崎能楽堂≫ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

川崎能楽堂の半径２km 圏内には、ホール以外で 17 の公共施設があり、これらの施設は

公共ホール利用されている用途での活動の可能性がある諸室を持っています。 

川崎能楽堂から半径２km 圏内 

ｽﾎﾟｰﾂ・文化総合ｾﾝﾀｰから 
半径２km 圏内 
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≪川崎市産業振興会館≫ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

産業振興会館の半径２km 圏内には、ホール以外で 16 の公共施設があり、そのうち、公

共ホールで利用されている用途での活動の可能性がある諸室を持つ施設が 15 施設ありま

す。 
 

≪幸市民館≫ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

幸市民館の半径２km 圏内には、ホール以外で 16 の公共施設があり、そのうち、公共ホ

ールで利用されている用途での活動の可能性がある諸室を持つ施設が 15 施設あります。 

産業振興会館から半径２km 圏内 

幸市民館から半径２km 圏内 
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≪ラゾーナ川崎プラザソル≫ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ラゾーナ川崎プラザソルの半径２km 圏内には、ホール以外で 17 の公共施設があり、そ

のうち、公共ホールで利用されている用途での活動の可能性がある諸室を持つ施設が 16 施

設あります。 
 

≪川崎シンフォニーホール≫ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

川崎シンフォニーホールの半径２km 圏内には、ホール以外で 18 の公共施設があり、そ

のうち、公共ホールで利用されている用途での活動の可能性がある諸室を持つ施設が 17 施

設あります。 

ラゾーナ川崎プラザソルから 
半径２km 圏内 

川崎ｼﾝﾌｫﾆｰﾎｰﾙから半径２km 圏内 
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≪川崎市総合自治会館≫ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

川崎市総合自治会館の半径２km 圏内には、ホール以外で 16 の公共施設があり、そのう

ち、公共ホールで利用されている用途での活動の可能性がある諸室を持つ施設が 15 施設あ

ります。 
 

≪川崎市国際交流センター≫ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

川崎市国際交流センターの半径２km 圏内には、ホール以外で 19 の公共施設があり、そ

のうち、公共ホールで利用されている用途での活動の可能性がある諸室を持つ施設が 17 施

設あります。 

総合自治会館から 
半径２km圏内 

国際交流ｾﾝﾀ―から 
半径２km 圏内 
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≪中原市民館≫ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

中原市民館の半径２km 圏内には、ホール以外で 15 の公共施設があり、そのうち、公共

ホールで利用されている用途での活動の可能性がある諸室を持つ施設が 14 施設あります。 
 

≪川崎市総合福祉センター≫ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

川崎市総合福祉センターの半径２km 圏内には、ホール以外で 18 の公共施設があり、こ

れらの施設は公共ホール利用されている用途での活動の可能性がある諸室を持っています。 
 

中原市民館から半径２km 圏内 

総合福祉センターから 
半径２km圏内 
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≪川崎市コンベンションホール≫ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

川崎市コンベンションホールの半径２km圏内には、ホール以外で16の公共施設があり、

そのうち、公共ホールで利用されている用途での活動の可能性がある諸室を持つ施設が 15
施設あります。 
 

≪川崎市民プラザ≫ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

川崎市民プラザの半径２km 圏内には、ホール以外で 15 の公共施設があり、これらの施

設は公共ホール利用されている用途での活動の可能性がある諸室を持っています。 

コンベンションホールから 
半径２km 圏内 

市民プラザから半径２km 圏内 
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≪高津市民館≫ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

高津市民館の半径２km 圏内には、ホール以外で 14 の公共施設があり、これらの施設は

公共ホール利用されている用途での活動の可能性がある諸室を持っています。 
 

≪川崎市男女共同参画センター≫ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

男女共同参画センターの半径２km 圏内には、ホール以外で 11 の公共施設があり、これ

らの施設は公共ホール利用されている用途での活動の可能性がある諸室を持っています。 
 

高津市民館から半径２km 圏内 

男女共同参画センターから 
半径２km 圏内 
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≪宮前市民館≫ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

宮前市民館の半径２km 圏内には、ホール以外で 13 の公共施設があり、これらの施設は

公共ホール利用されている用途での活動の可能性がある諸室を持っています。 
 

≪多摩市民館≫ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

多摩市民館の半径２km 圏内には、ホール以外で 9 の公共施設があり、これらの施設は公

共ホール利用されている用途での活動の可能性がある諸室を持っています。 
 

宮前市民館から半径２km 圏内 

多摩市民館から半径２km 圏内 
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≪麻生市民館≫ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

麻生市民館の半径２km 圏内には、ホール以外で 15 の公共施設があり、そのうち、公共

ホールで利用されている用途での活動の可能性がある諸室を持つ施設が 14 施設あります。 
 

≪川崎市アートセンター≫ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

アートセンターの半径２km 圏内には、ホール以外で 15 の公共施設があり、そのうち、

公共ホールで利用されている用途での活動の可能性がある諸室を持つ施設が 14 施設ありま

す。 

麻生市民館から半径２km 圏内 

アートセンターから半径２km 圏内 
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ホールのあり方を踏まえた具体的な取組の推進にあたっては、活用の可能性がある公共

施設の配置状況を踏まえ、現在のホールの練習利用を他の公共施設への誘導などを含め、市

民の皆さまがより利用しやすい環境を整えることも検討します。 
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